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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 38,669,892 41,876,746 49,478,572 51,446,480 51,676,563

経常利益 (千円) 2,106,204 1,759,853 2,482,652 1,896,332 4,423,642

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 644,637 391,865 601,012 630,206 2,227,323

包括利益 (千円) 2,913,098 2,703,240 5,022,757 2,245,741 3,737,426

純資産額 (千円) 31,421,964 32,977,855 37,045,657 38,045,922 40,344,950

総資産額 (千円) 54,751,061 56,907,546 62,981,673 66,613,450 66,918,600

１株当たり純資産額 (円) 830.41 869.50 990.58 1,008.82 1,075.46

１株当たり
当期純利益金額

(円) 22.39 13.60 20.92 21.91 77.35

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 75.59

自己資本比率 (％) 43.7 43.8 45.2 43.6 46.3

自己資本利益率 (％) 2.8 1.6 2.3 2.2 7.4

株価収益率 (倍) 12.64 18.53 17.78 12.73 7.39

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 6,884,832 4,798,213 6,961,032 4,304,427 7,784,645

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,535,355 △2,532,814 △3,335,497 △3,771,058 △2,932,379

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,304,526 △2,196,634 △1,912,243 △864,977 △2,567,162

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 6,309,524 6,825,523 9,069,805 9,272,996 11,565,178

従業員数 (名)
2,542 2,469 2,579 2,549 2,503
[302] [315] [264] [255] [278]

 

(注) １　第100期、第101期、第102期及び第103期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

２　従業員数は、就業人数であり、臨時雇用者数は平均人員を[　]外数で記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 19,695,234 18,877,252 21,042,453 20,419,680 20,343,297

経常利益 (千円) 1,359,212 707,580 1,343,798 1,065,509 2,300,215

当期純利益 (千円) 1,133,656 568,516 959,288 1,320,742 2,149,961

資本金 (千円) 4,530,543 4,530,543 4,530,543 4,530,543 4,530,543

発行済株式総数 (株) 28,978,860 28,978,860 28,978,860 28,978,860 28,978,860

純資産額 (千円) 19,482,191 19,768,269 22,436,512 22,230,435 23,707,441

総資産額 (千円) 34,374,342 35,552,608 39,391,932 38,257,606 38,696,943

１株当たり純資産額 (円) 676.15 688.91 780.68 772.56 822.94

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
11 9 12 12 20

(5) (6) (5) (6) (7)

１株当たり
当期純利益金額
 

(円) 39.38 19.73 33.40 45.92 74.66

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 72.97

自己資本比率 (％) 56.7 55.6 57.0 58.1 61.3

自己資本利益率 (％) 6.0 2.9 4.5 5.9 9.4

株価収益率 (倍) 7.19 12.77 11.14 6.08 7.66

配当性向 (％) 27.9 45.6 35.9 26.1 26.8

従業員数 (名)
704 700 684 683 660
[157] [151] [155] [144] [148]

株主総利回り
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％)
(％)

132.4
(102.0)

122.5
(107.9)

182.0
(152.5)

145.5
(150.2)

286.5
(202.2)

最高株価 (円) 425 285 402 381 816

最低株価 (円) 209 243 247 208 225
 

(注) １　第104期の１株当たり配当額20円のうち、期末配当額13円については、2026年６月24日開催予定の定時株主

総会の決議事項となっております。

２　第100期、第101期、第102期及び第103期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

３　従業員数は、就業人数であり、臨時雇用者数は平均人員を[　]外数で記載しております。

４　最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年４

月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
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２ 【沿革】

年月 沿革

1948年11月 企業再建整備法に従い、旧日本鍛工株式会社より分離し、日鍛バルブ製造株式会社を設立

1960年８月 秦野市清水町に新鋭機械工場を建設（第一次合理化計画）

1961年７月 商号を日鍛バルブ株式会社に変更

1962年９月 東京証券取引所市場第二部へ上場

1962年10月
秦野市曽屋に新たに土地を取得し工場を建設、自動車用バルブの本格的量産体制に入る（第二次合
理化計画）

1963年５月 西ドイツBLW社と精密鍛造歯車の製造に関し技術提携

1965年４月 秦野製作所に歯車工場を建設し、操業を開始

1966年３月 本社を中央区八重洲に移転

1969年４月
台湾に合弁会社台湾日鍛工業股份有限公司（現連結子会社）を設立、エンジンバルブの製造技術を
供与

1978年６月 米国イートン社と技術、資本、販売に関し提携

1980年８月 米国イートン社と油圧バルブリフターに関する共同開発契約を締結

1982年12月 米国イートン社と油圧バルブリフター製造に関し技術提携

1983年８月 山陽工場の建屋完成、小型エンジンバルブの生産を開始

1986年８月 山陽工場で油圧バルブリフターの生産を開始

1986年11月 台湾日鍛工業股份有限公司に鍛造設備を導入、一貫生産体制を確立

1988年３月
米国オハイオ州に投資会社U.S.エンジンバルブコーポレーションを設立（現連結子会社）
米国イートン社とU.S.エンジンバルブコーポレーションの出資により、米国サウスカロライナ州に
エンジンバルブ製造の合弁会社U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）を設立（現連結子会社）

1988年９月 U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）、北米の日本車向けに供給開始

1994年１月 イートンイタリーと提携し、ヨーロッパの日本車用エンジンバルブの委託生産を開始

1995年４月 韓国に油圧バルブリフター製造の合弁会社　新和精密株式会社を設立

1995年６月
インドネシアにエンジンバルブ製造の合弁会社PT.フェデラルニッタンインダストリーズ（現連結子
会社）を設立

1997年１月 タイにエンジンバルブ製造の合弁会社ニッタンタイランド Co., Ltd.（現連結子会社） を設立

1997年10月 シンガポールに持株会社アジアンニッタン Pte, Ltd. を設立

2000年７月 本社を中央区八重洲から秦野市に移転

2003年４月
台湾日鍛工業股份有限公司の出資により、中国にエンジンバルブの製造販売を目的とした広州日鍛
汽門有限公司(現・広州日鍛汽車部件有限公司)（現連結子会社）を設立

2004年３月
新和精密株式会社の出資により、中国に油圧バルブリフターの製造販売を目的とした北京柳成新和
汽車部件有限公司を設立

2006年８月 秦野地区再整備の一環として、舶用部品工場を秦野市清水町から同市堀山下に移転

2007年８月 秦野地区再整備の一環として、秦野本社工場に事務厚生棟を建設。間接部門を集約

2008年８月
グローバル市場における事業戦略としてグループ再編を実施
再編の一環として、新和精密株式会社の株式の一部を譲渡（連結子会社から持分法適用関連会社へ
異動）、U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）の持分を増加（連結子会社化）

2008年８月
米国イートン社との出資によりグローバル展開のマネジメントを目的としたニッタン・グローバ
ル・テック株式会社（現連結子会社）を設立

2008年８月
米国イートン社との出資によりポーランドにエンジンバルブ製造の合弁会社ニッタン・ユーロ・
テック sp. z o.o.（現連結子会社）を設立

2009年７月 韓国に船舶用エンジンバルブ製造の合弁会社、KN-Tech Co., Ltd.を設立

2011年２月 シンガポールの持株会社アジアンニッタン Pte, Ltd. を清算

2012年４月 ベトナムにエンジンバルブ製造の合弁会社ニッタンベトナム Co., Ltd.（現連結子会社）を設立

2012年８月
新和精密株式会社及び株式会社タカハシテクノとの合弁により韓国にバルブリフター原材料の製造
販売を目的とした、新和TAKAHASHI PRESS株式会社（現・STP株式会社）を設立

2013年２月 韓国に当社の営業及び製品メンテナンス業務を目的とした韓国日鍛株式会社を設立

2013年３月
インドにエンジンバルブ製造を目的としたニッタンインディアテック Pvt. Ltd.（現連結子会社）
を設立
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年月 沿革

2014年12月
新和精密株式会社の出資により、中国に油圧バルブリフターの製造販売を目的とした日照柳成新和
汽車部件有限公司を設立

2015年４月 秦野市平沢に農作物の生産、加工、販売等を行う株式会社Shune365を設立

2018年９月
中国にエンジンバルブの製造販売を目的とした日照日鍛汽門有限公司（現・日照日鍛汽車部件有限
公司）（現連結子会社）を設立

2019年３月 東京事務所を東京本社に改称し、二本社制に移行

2021年４月 中国に油圧バルブリフターの製造販売を目的とした日照艾斯琵汽車部件有限公司を設立

2022年４月 商号を株式会社ＮＩＴＴＡＮに変更

2022年４月 東京証券取引所スタンダード市場へ移行

2023年９月 有限会社秦和商事から株式会社秦和へ商号を変更

2023年12月 株式会社秦和が株式会社Shune365を吸収合併し連結子会社化

2024年５月 国内事業の構造改革の実施に伴い、ＰＢＷ事業を廃止（その他事業に統合）

2024年10月
岐阜県中津川市にて機械加工業、表面処理業等を行う株式会社恵那金属製作所（現・株式会社ＮＩ
ＴＴＡＮ恵那金属）及び中国にて機械加工業を行う同社子会社の恵那金属(昆山)有限公司を連結子
会社化

2024年11月 国内事業の構造改革の実施に伴い、株式会社秦和が農作物の生産、加工、販売から撤退

2025年１月 株主優待制度を新設

2026年４月 北京柳成新和汽車部件有限公司を清算

2026年６月
新和精密株式会社の株式を追加取得し、同社及び同社の100％出資子会社である日照柳成新和汽車部
件有限公司並びに同社の51％出資子会社であるSTP株式会社を連結子会社化
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社及び子会社の計16社、関連会社5社で構成され、乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用

製品等の小型エンジンバルブ、船舶用エンジンバルブ、自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密

鍛造歯車の製造販売を主な内容とし、事業活動を展開しております。

１　当社グループの事業の内容及び報告セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、報

告セグメントと同一の区分であります。

 

小型エンジンバルブ　

　当社が乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブを製造

販売しております。

　台湾日鍛工業股份有限公司が台湾において、PT.フェデラルニッタンインダスト

リーズがインドネシアにおいて、ニッタンタイランド Co., Ltd.がタイにおいて、広

州日鍛汽車部件有限公司が中国において、ニッタンインディアテック Pvt. Ltd.がイ

ンドにおいて、それぞれ小型エンジンバルブ（自動車用・二輪車用）を製造販売して

おります。

　U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）が米国において、日照日鍛汽車部件有限

公司が中国において、ニッタン・ユーロ・テック sp.z o.o.がポーランドにおいて、

それぞれ小型エンジンバルブ（自動車用）を製造販売しております。

　また、ニッタンベトナム Co., Ltd.がベトナムにおいて、小型エンジンバルブ（二

輪車用）を製造販売しております。

 なお、U.S.エンジンバルブコーポレーションがU.S.エンジンバルブ（パートナー

シップ）への出資を行っております。

舶用部品
　当社が船舶用・発電機用等のエンジンバルブを製造販売しております。KN-Tech

Co., Ltd.が韓国にて船舶用エンジンバルブを製造販売しております。

歯車
　当社が自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車を製造

販売しております。

その他

　当社がバルブリフター・工作機械・自動車用電磁式連続カム位相可変機構を製造販

売しております。

　また、新和精密株式会社が韓国において、北京柳成新和汽車部件有限公司、日照柳

成新和汽車部件有限公司及び日照艾斯琵汽車部件有限公司が中国において、バルブリ

フター及びローラーロッカーアームを製造販売しております。なお、北京柳成新和汽

車部件有限公司につきましては、2026年４月に清算結了しています。

　STP株式会社が、バルブリフターの原材料を製造販売しております。

　台湾日鍛工業股份有限公司が台湾において、工作機械を製造販売しております。

　ニッタン・グローバル・テック株式会社が当社のグローバル展開のマネジメントを

行っております。

　株式会社秦和が、日本において、売店業務等を行っております。

 株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属が、日本において、機械加工業、表面処理業、不動

産賃貸業を行っております。

　恵那金属(昆山)有限公司が、中国において、機械加工業を行っております。
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２　連結子会社、持分法適用関連会社、非連結子会社及び持分法非適用関連会社は次のとおりであります。

(1) 連結子会社

台湾日鍛工業股份有限公司 エンジンバルブの製造販売、工作機械の製造販売

U.S.エンジンバルブ コーポレーション エンジンバルブ製造販売会社への出資

U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ） エンジンバルブの製造販売

PT.フェデラルニッタンインダストリーズ エンジンバルブの製造販売

ニッタンタイランド Co., Ltd. エンジンバルブの製造販売

NITTAN（BVI）Co., Ltd. エンジンバルブ製造販売会社への出資

広州日鍛汽車部件有限公司 エンジンバルブの製造販売

日照日鍛汽車部件有限公司 エンジンバルブの製造販売

ニッタン・ユーロ・テック sp.z o.o. エンジンバルブの製造販売

ニッタンベトナム Co., Ltd. エンジンバルブの製造販売

ニッタンインディアテック Pvt. Ltd. エンジンバルブの製造販売

ニッタン・グローバル・テック株式会社 当社のグローバル展開のマネジメント

株式会社秦和 売店業務他

株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属 機械加工業、表面処理加工業、不動産賃貸業

恵那金属(昆山)有限公司 機械加工業

 以上15社
 

 
(2) 持分法適用関連会社

新和精密株式会社（注1） バルブリフターの製造販売

北京柳成新和汽車部件有限公司(注2) バルブリフターの製造販売

日照柳成新和汽車部件有限公司（注1） バルブリフターの製造販売

日照艾斯琵汽車部件有限公司 バルブリフターの製造販売

KN-Tech Co., Ltd. 陸上及び船舶用エンジンバルブの製造販売

 以上５社
 

 
(3) 非連結子会社

韓国日鍛株式会社 当社の韓国での営業及び製品メンテナンスに関する業務

 以上１社
 

 

(4) 持分法非適用関連会社

STP株式会社（注1） バルブリフター成型素材の製造販売

 以上１社
 

 
（注）１　当社は、2026年２月27日開催の取締役会において、韓国の持分法適用関連会社である新和精密株式会社の株

　　　　　式を追加取得し、同社を連結子会社化することを決議いたしました。その後、2026年６月15日付で株式取得

　　　　　が完了し、同社及び同社の100％出資子会社である日照柳成新和汽車部件有限公司並びに同社の51％出資子

　　　　　会社であるSTP株式会社を連結子会社化いたしました。

     ２　北京柳成新和汽車部件有限公司は2026年４月15日付で清算結了しております。
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３　企業集団の概要図は以下のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社)       

台湾日鍛工業股份有限公司
(注2)

台湾
桃園市

新台幣千元
91,083

小型エンジン
バルブ
工作機械

51.0 ―

当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。また、当
社より原材料を購入、加工し
一部当社に再納入しておりま
す。

U.S.エンジンバルブ
コーポレーション

アメリカ合衆国
オハイオ州

米ドル
30

小型エンジン
バルブ

100.0 ―
当社役員２名が同社の役員を
兼務しております。

U.S.エンジンバルブ
(パートナーシップ)
(注4)(注6)

アメリカ合衆国
サウスカロライナ
州

米ドル
23,568,433

小型エンジン
バルブ

51.0
(51.0)

―

当社役員２名が同社の経営委
員を兼務しております。
U.S.エンジンバルブコーポ
レーションの51％子会社であ
り、当社は間接所有でありま
す。

PT.フェデラルニッタン
インダストリーズ(注2)

インドネシア
共和国
西ジャワ州

千ルピア
17,744,000

小型エンジン
バルブ

60.0 ―

当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。また、当
社より原材料を購入、加工し
一部当社に再納入しておりま
す。

ニッタンタイランド
Co., Ltd.(注2)

タイ王国
チョンブリ県

千バーツ
200,000

小型エンジン
バルブ

63.9 ―

当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。また、当
社より原材料を購入、加工し
一部当社に再納入しておりま
す。

NITTAN（BVI）Co., Ltd.
(注4)

英領
バージン諸島

米ドル
50,000

小型エンジン
バルブ

100.0
(100.0)

―
台湾日鍛工業股份有限公司の
100％子会社であり、当社は
間接所有であります。

広州日鍛汽車部件有限公司
(注2)(注4)

中華人民共和国
広東省

人民元
37,142,250

小型エンジン
バルブ

100.0
(100.0)

―

当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。
NITTAN（BVI）Co.,Ltd.の
100％子会社であり、当社は
間接所有であります。

日照日鍛汽車部件有限公司
(注2)

中華人民共和国
山東省

人民元 
75,600,000

 

小型エンジン
バルブ

51.0 ―
当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。

ニッタン・ユーロ・テック
sp.z o.o.(注2)

ポーランド
共和国
シロンスク県

ズロチ
32,745,650

小型エンジン
バルブ

51.0 ―

当社役員２名が同社の役員を
兼務しております。また、当
社は設備を賃貸しておりま
す。

ニッタンベトナムCo., Ltd.
(注2)(注4)

ベトナム社会主義
共和国
バクニン省

千ベトナムドン
200,064,000

小型エンジン
バルブ

75.0
(20.0)

―
ニッタンタイランド Co.,
Ltd.が20％出資しておりま
す。

ニッタンインディアテック
Pvt. Ltd.(注2)(注4)

インド共和国
ア ン ド ラ プ ラ
ディッシュ州

千インドルピー
2,310,000

小型エンジン
バルブ

100.0
(0.03)

―

当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。また、当
社を通じて一部日本国内に製
品を販売しております。
債務保証をしております。

ニッタン・グローバル・
テック株式会社

東京都
新宿区

千円
50,000

グローバル展
開のマネジメ
ント

51.0 ―
当社役員４名が同社の役員を
兼務しております。

株式会社秦和
神奈川県
秦野市

千円
30,000

売店業務等 100.0 ―
当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。

株式会社NITTAN恵那金属
岐阜県
中津川市

千円
 100,000

機械加工・表
面処理・不動
産賃貸

100.0 ―
当社役員２名が同社の役員を
兼務しております。
債務保証をしております。

恵那金属(昆山)有限公司
中華人民共和国
江蘇省

人民元
49,004,198

機械加工
100.0
(100.0)

―

当社役員２名が同社の役員を
兼務しております。株式会社
NITTAN恵那金属の100％子会
社であり、当社は間接所有で
あります。
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名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(持分法適用関連会社)

新和精密株式会社
大韓民国
グミ市

千ウォン
19,650,000

その他 35.0 ―

当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。また、当
社を通じて一部日本国内に製
品を販売しております。

北京柳成新和汽車部件有限
公司(注5)

中華人民共和国
北京

人民元
22,972,627

その他
―

[100.0]
―

新和精密株式会社の100％子
会社であります。

日照柳成新和汽車部件有限
公司(注5)

中華人民共和国
山東省

人民元
43,362,500

その他
―

[100.0]
―

新和精密株式会社の100％子
会社であります。

日照艾斯琵汽車部件有限公
司

中華人民共和国
山東省 

人民元
26,118,800

その他 35.0 ―
当社役員１名が同社の役員を
兼務しております。

KN-Tech Co.,Ltd.
大韓民国
キョンサン市

千ウォン
 2,987,320

舶用部品 49.0 ―
当社を通じて一部日本国内に
製品を販売しております。

(その他の関係会社)
イートンコーポレーション

アメリカ合衆国

オハイオ州

百万米ドル
4

電力系システ
ム、油圧部品
等の製造業

― 17.2
当社と技術提携をしておりま
す。

 

 
(注) １　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社であります。

３　上記会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

４　「議決権所有割合」欄の（内書）は、間接所有であります。

５　「議決権所有割合」欄の［外書］は、緊密な者等の所有割合であります。

６　U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）について、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結

売上高に占める割合が10％を超えております。

 

主要な損益情報等  
U.S.エンジンバルブ
(パートナーシップ)

 ① 売上高 9,238,379千円

 ② 経常利益 519,437千円

 ③ 当期純利益 518,593千円

 ④ 純資産額 2,558,865千円

 ⑤ 総資産額 4,811,724千円
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(１) 会社の経営の基本方針

当社は、「環境との共生」、「品質優先」、「人間性尊重」を経営の基本理念とし、企業の発展を通じて社会に

貢献するとともに、顧客の信頼に応え、職場の活性化を通じて株主の皆様の投資期待に応えるべく常に企業経営の

強化をめざしております。

当社の経営理念は下記の３項目であります。

①　環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する

②　品質優先に徹し、顧客の信頼に応える

③　人間性を尊重し、夢と活力のある職場を創造する

 
(２) 会社のパーパス

当社の中長期経営ビジョンであるNITTAN Challenge 10（以下、「NC10」といいます。）では、2030年の目標達

成（売上高1,000億円以上／営業利益額100億円以上／売上高営業利益率10%以上）を掲げております。NC10達成の

ための「VISIONⅠ」（ICE領域）では、既存技術を活かし更なる燃費等の付加価値向上製品の開発を進めておりま

す。また、「VISIONⅡ」（xEV・異業種領域）では、主に先進国を中心に脱炭素を背景とした電動化に関わる新た

な開発と商品化への挑戦をしております。

　すなわち、ESGにも関わる中長期経営ビジョンであるとも言えます。そのため、「多様な技術を駆使し、脱炭素

化社会の実現に貢献する」ことを当社グループの「パーパス（意義）」として打ち出しました。

 
(３) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を経営戦略の柱とし、その実現のため、2025年度を

初年度とする５ヵ年のグローバル中期経営方針を策定いたしました。経営方針の具体的内容は次のとおりでありま

す。

 ＜2025-2029年度 グローバル中期経営方針＞

　１．基盤強化・・・事業の収益性と将来性を伸ばす

　（１）事業環境の変化を正しく理解し、事業の再編・成長戦略を具現化する

　（２）弱点分析とNPM改善活動を通じて、収益力を強化する

　（３）安全と品質に重点を置き、お客様から常に選ばれる企業を目指す

　２. 永続的発展・・・NC10達成の道筋を作る

 （１）NC10 VISIONⅠアイテムの商品価値を高め、成長事業化する

 （２）NC10 VISIONⅡアイテムの発掘と基礎開発により、新規事業化する

　（３）CSR活動及びNCN活動を展開し、企業の社会的価値を高める

　３. 企業風土改革・・・従業員の成長こそ企業の成長

　（１）教育に力を入れ、全社員がプロフェッショナルを目指す

　（２）手作業や煩雑業務を見直し、業務効率改善とDX化を加速させる

　（３）コンプライアンス意識を高め、心も体も健やかに働ける企業体質にする
 

 

(４) 会社の対処すべき課題　

 当社グループを取り巻く事業環境においては、バッテリーEV（BEV）の販売が地域によっては低迷している中、

電動化の進展は必ずしも一様ではなく、各自動車メーカーにおいてパワートレインの多様性を前提とした事業戦略

が再評価されています。電動化関連事業の収益性や投資回収のタイミングを含めた見直しが進む中、ハイブリッド

車（HEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）を含む内燃機関（ICE）を引き続き重要な収益基盤と位置付け、既

存アセットの有効活用や投資効率を重視する動きが広がっています。

　当社グループは、このような経営環境を踏まえ、パーパス「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献す

る」を掲げ、その実現に向け、ICE領域での既存製品の付加価値向上にとどまらず、新規事業領域への挑戦を加速

しております。また、先行きが不透明な状況ではありますが、全社一丸となって中長期経営ビジョン「NITTAN

Challenge 10（NC10）」の実現に邁進してまいります。「VISIONⅠ」では、既存の内燃機関部品における付加価値

を高め、事業の拡大を図ります。自動車に加え、二輪車、船舶、発電機など幅広い用途の内燃機関向けに、燃費改
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善に貢献する製品開発を進め、受注獲得を目指してまいります。特にインド拠点における生産体制の強化を進めて

おり、電動化に時間を要すると想定される地域において、当社のグローバル供給体制を活かした高付加価値エンジ

ンバルブの安定的な供給を通じ、事業基盤の強化と収益機会の拡大を図ってまいります。一方「VISIONⅡ」では、

電動化領域及び異業種領域への挑戦を本格化させており、一部製品においてはすでに受注を獲得しております。引

き続き、新規事業につながる開発活動を継続してまいります。さらに、企業価値向上に向けた経営基盤の強化を目

的として締結した、横浜キャピタル株式会社との事業提携も活用し、こうした海外成長投資について、投資規律と

収益性を意識した形で着実に推進してまいります。本提携を通じ、事業ポートフォリオ経営の高度化や、既存事業

の競争力強化、成長市場に向けた戦略的な資源配分を進めることで、変化の大きい事業環境においても持続的な成

長と企業価値の向上を実現する経営体制の構築を目指してまいります。これらの取り組みにより、中長期経営ビ

ジョンの達成と、持続的な収益拡大を目指してまいります。

　次年度につきましては、品質面では、品質マネジメントシステムや製品初期管理、工程管理の再構築により品質

リスクの未然防止を徹底するとともに、基幹システム刷新等のDXを通じた製造プロセスの見える化・トレーサビリ

ティ強化により、安定した品質保証体制の確立を図ってまいります。売上面では、国内外における価格適正化に向

けた取り組みを継続し、売上向上に努めてまいります。また、国内では、小型エンジンバルブ事業の受注増や機械

部品の販売増による売上増を見込んでおります。海外では、新和精密株式会社グループの連結化による売上増や、

高付加価値製品の販売強化による売上向上を計画しています。加えて、需要が伸びているインド拠点への更なる設

備投資を予定しており、次期以降の売上向上を見込んでおります。利益面では、2026年３月期における収益改善の

積み重ねを継続し、品質向上による不良率の低下、自動化・省人化投資による生産性の向上、受注動向に応じた柔

軟な生産体制の構築、さらにIT化・DX推進による業務効率化を通じて労務費を削減し、収益力の強化に取り組んで

まいります。

　また、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱とする2026年度グローバル経営方針の実現に向け

た施策や取り組みを展開してまいります。

 
 ＜2026年度 グローバル経営方針＞

　１．基盤強化・・・筋肉体質に鍛え上げる

　（１）事業別再編と収益改善活動を繰り返し、全事業黒字化を実現する

　（２）業務の断捨離を行い、リソース配分（人・もの・金）の最適化を図る

　（３）DX化とNPM活動を深化させ、安全・品質・生産性を進化させる

　２．永続的発展・・・世間が認める会社を目指す

　（１）NC10アイテムの見極めを行い、新規事業化の効率を高める

　（２）戦略的M&Aや新規事業を具現化し、収益源多元化の目途をつける

　（３）NCN、CSR、SDGs活動を愚直に展開し、企業の社会的責任を果たす

　３．企業風土改革・・・ 皆がプロ意識をもって挑戦する

　（１）慎重に進めるのも良いが、スピード感と競争力を意識した行動に変える

　（２）挑戦する姿勢を称え合い、挑戦が当たり前の企業風土を醸成する

　（３）健康経営方針をしっかり理解し、個々の健康維持・管理に努める

 　(注)１ NPMは、「NITTAN Total Productive Management」の略称で、当社グループで展開している生産システ

　　　　　 ム効率化を極限まで追求する企業体質づくりを目標とするNITTAN流の改善活動です。

　　　　２ NC10 VISIONⅠは、ICE領域において既存事業の付加価値追求を目指す取り組みです。

　　　　３ NC10 VISIONⅡは、電動化領域及び異業種への積極的なアプローチにより、新たな事業の開拓を目指す

　　　　　 取り組みです。

　　　　４ NCNは、NITTANカーボンニュートラルの略称で、当社グループの事業活動で発生する温室効果ガス排出

　　　　　 量の削減を目指す取り組みです。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関す

る事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
（１）サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理

当社は、企業理念の実践を通じて、コーポレートスローガン「CHALLENGE・CREATION・SPEED（挑戦・創造・ス

ピード)」のもと、当社のパーパスを「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献する」と定め、当社の保有

する既存の技術力と新商品開発力を駆使し、時代のニーズを先取りした高品質な製品・技術やアイディアを提供し

続けることが社会課題の解決につながり、ひいては社会の豊かさの追求につながると考えております。

当社グループは全社的なリスクとして、「外部環境リスク」、「経営プロセスリスク」、「支援プロセスリス

ク」、「基幹プロセスリスク」のカテゴリーに分けて管理しております。気候変動を含むサステナビリティに関す

るリスクにつきましては、後述するガバナンス委員会にて社内関係部署が行った評価結果を定期的に検討及び審議

し、リスクの把握と適切な対応を決定のうえ取締役会へ報告することで管理する体制としております。具体的なリ

スク及び対応策につきましては、「３ 事業等のリスク」をご参照下さい。

 
（２）重要なサステナビリティ項目

ガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社グループにおける重要なサステナビリティ項目は以下のとお

りであります。
 

　①　環境への取り組み

　　②　社会への取り組み

　　③　ガバナンスへの取り組み
 

それぞれの項目に係る当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。
 

①　環境への取り組み　～NITTANカーボンニュートラルを通じ、CO₂削減を積極的に推進～

当社は、企業理念の冒頭に、「環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する」を掲げており、持

続的な事業活動を行うためには、環境保全への取り組みが重要課題であると捉えております。この社会的な課

題を解決するため、これまでエネルギーや廃棄物の削減及び、省資源化に取り組んでまいりました。

また、地球温暖化対策への社会的要請の高まりを受け、自社の事業活動で発生する温室効果ガス排出量の削

減を宣言し、下記に示す「環境方針」を策定・実行するだけでなく、2022年より「NITTANカーボンニュートラ

ル（NCN）」を推進しております。NCNは、当社が新たな企業価値の創造を実現するためにも必要な取り組みで

あると考えております。

現在までの成果として、2025年5月には、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に基づいた

「事業者クラス分け評価制度」において、「優良事業者（Sクラス）」に認定いただきました。

 
＜環境方針＞

　グローバルな事業活動を通じて地球環境保護及び地域社会との共生を果たしていきます。そして、自律し

た企業人として積極的に地域社会への貢献、環境保護への支援協力活動に取り組みます。更に、NITTANカー

ボンニュートラルの推進により、脱炭素社会を目指すことで、地球環境保護に貢献します。

 
　１.　環境保護に関する活動は、技術的、経済的に広く、真摯に取り組み、健全な環境の維持、向上に努める。

　２.　CO₂を主とする温室効果ガス削減による気候変動への対応、および製品の長寿命化の為の技術開発や商

　　　 品化、生産活動を推進する。

　３.　ものづくり改善と改革を進め、CO₂削減、投入材料削減、廃棄物削減を加速する。

　４.　環境関連法令や規制、国際社会における合意等を遵守し、環境保護の意義を浸透させる。

　５.　気候変動や生物多様性への対応、水資源の保護を含む地球環境保護を考慮した環境汚染の防止に徹し企

      業のESGを遂行する。

　６.　地球環境保護を目的に、目標・施策を定め継続的改善を推進する。

　７.　環境教育・広報活動を通じ、地球環境問題・地域社会との共存の意識向上を図る。

　８.　この「環境方針」を、一般に開示し、地域社会との共生を図る。
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当社は、上記の環境方針に基づき、「環境保護」、「環境負荷低減」、「環境啓蒙」の３つを主軸に、以

下の取り組みを実施しております。

 「環境保護活動」

　　   １.　環境保護活動及び法規制の遵守

　　　　　    生物多様性への対応、水資源の保護、地域環境汚染の予防

　　　　　    健全な環境維持活動の実践

　　   ２.　環境に配慮した製品づくり及び技術開発

　　　　　    環境負荷物質の低減

　　　　　    省資源型の製品開発

　　　　　    省エネ・省資源に寄与する製品開発を積極的に取り組み、環境保護につなげる。

　　   ３.　環境保護を意識した業務の遂行

　　　　　    気候変動や生物多様性への対応、水資源の保護を含む地球環境保護を考慮した環境汚染の防止

　　　　　　　 クリーン&グリーン活動を展開し、環境負荷物質の使用を制限する。

　　　　　    環境美化活動に積極的に参加し、地域環境保全に努める。

 
 「環境負荷低減活動」

当社が掲げているネットシェイプ活動を積極的に展開し、材料・エネルギー使用量を削減する。

また、３Ｒ活動（リデュース、リユース、リサイクル）を徹底し、廃棄物の再資源化を図る。

 
 「環境啓蒙活動」

環境保護意識の高揚を目的に、全従業員に対し環境保護に関する教育を実施し、業務に関連した環境活

動を認識させ、環境マネジメントシステムの定着と運用を実施する。

 
＜環境マネジメントシステム＞

当社は、国際規格である「ISO14001」を認証取得し、国内製造拠点において、生産活動を進める上での

「環境負荷」を製品開発から生産・出荷に至るまで徹底的に洗い出し、継続的改善を進め、環境負荷低減に

取り組んでおります。

また、当社は、社長を最高責任者とする推進組織と環境委員会等により、環境マネジメントシステムに基

づく環境改善活動を推進しております。

 
＜NITTANカーボンニュートラル（NCN）＞

2022年４月より全社をあげてNCN活動を推進しております。日本政府が掲げた「2030年でCO₂排出量を46％

以上削減」の達成を指針とし、排出枠取引等を含め、CO₂排出量50％削減を目標としております。また、当該

活動の進捗、具体的な施策内容は当社ホームぺージで公表している決算説明会資料にて適宜公開しておりま

す。なお、各スコープ、カテゴリーごとのCO₂削減のロードマップ策定及び推進をしており、活動の進捗に合

わせホームページ等に適宜公表する予定であります。

 
②　社会への取り組み　～“NITTANグループ”らしい文化と社会の構築実現へ～

ものづくり企業である当社にとって、「品質」はサステナビリティを実践する上での「生命線」であると考

え、品質保証の基本方針として、「品質優先」を掲げております。顧客の品質（製品、納期、コスト、サービ

ス）への期待やニーズを理解し、法令・規制を遵守し顧客の満足度を満たし、社会的責任を果たすことを目指

しております。この基本方針を実現させるため、品質方針を定め、当社グループ一丸となって取り組みを推進

しております。また、会社に取って一番大切な資本は「人材」であり、その人材が安全・安心で快適な職場環

境の下で活躍できるようにする事が企業としての使命とも言えるため、当社の経営理念として、「人間性を尊

重し、夢と活力のある職場を創造する」を掲げております。当社の「健康経営」に向けた取り組みを通じて、

従業員一人ひとりが心も体も健やかに働ける企業体質を目指しております。

その一方で、企業を永続的に発展させるためには、従業員、顧客のみならず地域社会との共生も必要不可欠

であると考えております。そこで、環境にやさしい製品・技術の提供を実践するだけでなく、地域社会と連携

し環境保護活動の一翼を担えるよう努め、地域環境との調和及び地域社会との共生を大切にしております。

EDINET提出書類

株式会社ＮＩＴＴＡＮ(E02189)

有価証券報告書

 14/146



 
＜品質方針＞

１. 全従業員は、一貫して品質優先に徹し、適用される要求事項及び法令・規制への適合を維持すると共

に、

　　顧客の要望を満足させる。

２. 品質保証体制を整備し、維持するとともに、継続的改善により向上させる。

３. 挑戦と創造のできる人づくりに努める。

４. 安全で快適な職場づくりを目指す。

 
＜品質マネジメントシステム＞

当社は、上記記載の独自の品質方針に加え、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」及び

自動車産業に特化した品質マネジメントシステムの国際規格である「IATF16949」を認証取得し、当該規格に

基づいた品質マネジメントシステムを構築、運用しております。

 また、当社はグローバルに製造拠点を展開しておりますが、当社の手法に基づいて、各拠点に最適な作業

内容・手順を十分に検証し、採用・運用しております。

 
＜健康経営＞

　　当社は、「お互い称え合いながら切磋琢磨し、健やかに人が育ち、活躍できる企業体質にする」を健康経

　営の取り組み方針として掲げております。『ワークライフバランス』『メンタルヘルス』『食環境整備』

 『運動支援』 の４つを重点項目として位置付け、健康啓蒙動画の製作・放映や社員食堂を活用した施策の企

　画と取り組みを推進しております。

　　当期は2025年7月に外部主催による健康増進イベントへ多数の従業員が参加した他、2026年3月には経済産

　業省が選定する「健康経営優良法人2026」（大規模法人部門）への認定、2026年4月には農林水産省が評価

　・顕彰する「食育実践優良法人顕彰制度」における「食育実践優良法人2026」に認定されるといった成果を

　あげております。

 
＜地域環境・地域社会との共生＞

近隣住民や従業員家族を招き、毎年夏に納涼祭を本社工場及び山陽工場でそれぞれ開催しております。ま

た、その他にも文房具などの寄付、サッカー大会への協賛、競技活動へのスポンサーとしての支援などを通

じた地域社会活動の支援等、地域に根差した取り組みを行っております。

特に、当社は、アジア・北米・欧州の海外９か国で、地域社会の人々に支えられ、長年事業活動を行って

まいりました。海外においても子会社を通じ、各地で社会貢献活動を推進しております。

 
③　ガバナンスへの取り組み　～経営の健全性、透明性、効率性の確保に向けて～

　　当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスに関する基本的

　な考え方とその枠組み、運営に係る方針を示すものとして、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」

　を制定しております。

　　また、当社は、企業理念の実践を通じ、社会の要請に応えられる企業を目指すには、各国・地域の法令遵守

　に加え、従業員一人ひとりが、人間として求められる道徳心、倫理観を養うように努力し、常に良識と責任を

　持った行動をすることが必要であると考えております。

　　この基本的な考え方とその枠組みを示す方針として、「ＮＩＴＴＡＮグループ・グローバル行動規範」を制

　定しております。

 
＜コーポレート・ガバナンス体制の概要＞

当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置

しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を一層高めるために、一般株主と利益相反のお

それのない独立社外取締役を３名選任しております。

また、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、役員指名や報酬決定等について取

締役会へ助言及び提言を行っております。

取締役の監督機能と業務執行を分離し、迅速かつ的確な意思決定を行うために執行役員制度も導入してお

ります。

監査役は、内部監査部門と随時、情報・意見交換を行うことにより相互連携を図っており、また会計監査
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人及び取締役と定期的な意見交換を実施し、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ガバナンスの充

実を推進しております。

 
＜コンプライアンス体制の概要＞

当社はグローバル・コンプライアンス・プログラムを策定し、経営トップがコンプライアンスに関するコ

ミットメントを行い、当社グループ全体にわたる管理体制を構築しております。コンプライアンス意識の向

上と法令遵守を保証する仕組みとして、ガバナンス委員会を設置しております。関係会社及び各部門にコン

プライアンス責任者を設置することで責任を明確化し、きめ細かな管理体制を構築しております。また、内

部監査担当部門として監査室を社長直轄の独立した組織として設置し、定期的に関係会社及び各部門に対し

監査を行うことで効率的な内部監査を実現しております。さらに、当社グループの全ての役員及び従業員が

利用可能な内部通報制度を導入し、コンプライアンス違反等に迅速かつ適切な対応を図ることができる体制を

構築し、推進しております。

 
＜ガバナンス委員会＞

当社は、当社の取締役（社内）、監査役（社内）及び執行役員で構成されるガバナンス委員会を設置する

と共に、国内外の関係会社及び各部門にコンプライアンスの責任者及び担当者を設け、コンプライアンスを

推進する体制を構築しております。関係会社及び各部門のコンプライアンス責任者には、当該委員会に対し

て自ら定めた推進計画につき定期的に進捗報告を行わせており、当該報告に加えて、当社の内部監査担当部

門が行った監査結果について当該委員会で審議を行った上で、取締役会及び監査役会へ報告を行っておりま

す。また、当該委員会のグローバル事務局が、円滑な運営を図るとともに啓蒙活動にも注力しております。

 
＜グループ内部通報制度＞

法令違反・不正行為・ハラスメント行為に対して、当社グループに従事する全ての役員及び従業員が通報

できるグループ内部通報制度を設け、総務部法務室を社内窓口、外部の法律事務所の弁護士を社外窓口とし

ております。通報は、「電話」「電子メール」「郵便」「FAX」のいずれによっても受け付けることで利便性

を確保し、また通報者保護も周知しております。国外からの通報手段は電子メールに限るものとしておりま

すが、使用言語は、日本語、英語、中国語とすることで、グローバルでの運用を可能としております。な

お、内部通報については、定期的に取締役会に報告し、取り組みのモニタリングを行っております。
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（３）人的資本

① 人材育成方針

当社は「基盤強化」「永続的発展」そして「企業風土改革」を方針の三本柱と定め、企業及びグループ統治に努

めてきました。その核にあるのは、“ひと”であり、“ひと＝従業員”の成長が企業の発展と成長に繋がるという

考えに基づき、コーポレートスローガンである「CHALLENGE・CREATION・SPEED（挑戦・創造・スピード)」を体現

し、“常に努力をし続け、感謝の気持ち・謙虚な姿勢・情熱”をあわせ持つ「誠実」な「ＮＩＴＴＡＮ人材」の育

成を進めております。

 
＜戦略＞

　　　　　１. 多様な人材の活躍推進

　当社では、多様な人材の活躍が中長期的な企業価値向上に繋がるものと捉えております。女性や外国

籍社員の管理職登用に向けた育成や、女性の製造現場への積極的な配属の展開、正社員登用制度の拡

充、高年齢者の活躍推進、キャリア人材やハンディキャップ人材の積極的な採用等、多様性を視野に入

れた人材の確保と育成を推進していきます。

　　　　　２. マルチスキル人材・専門人材の育成

 職場異動を通じた育成やリスキリングによる新たなスキルの獲得を支援し、マルチスキルを備えた人

材を育成していきます。また、従業員の適性を見極めながら、特定の専門領域に特化した経験を積んだ

専門人材の育成も進めていきます。

　　　　　３. 中核人材・後継者の育成

　持続的な成長を実現するために、抜擢制度による若手人材へのチャレンジングな機会の提供やリー

ダーシップ研修等の選抜型教育による育成を強化し、計画的に中核人材や次世代を担う後継者の育成を

進めていきます。

　     ４. 従業員の自律的なキャリア形成の支援

 従業員の自律的な意識を醸成するために、従業員が自律的に自身のキャリアを考え、自らの意思で希

望する仕事や職場や伸ばしていきたい能力等について申請できる制度や、社内における人材の募集に対

し自ら手を挙げて希望する職場や業務へ挑戦できる制度を整備していきます。

 
②　社内環境整備に関する方針

当社は経営理念で「人間性を尊重し、夢と活力ある職場を創造する」としており、人権を尊重し、差別のない多

様な人材が活躍できる職場環境の確保に取り組んでおります。また、「安全」「安心」「安定」が実現できる企業

づくりを進めており、職場の安全と従業員の心身の健康を守ることで、組織活力と創造力を最大化し、企業価値向

上に繋げていきます。

 
＜戦略＞

   １. 健康経営の推進

社外専門家による健康づくりセミナーの開催、産官学連携に基づく健康志向の高い社食提供・健康意

識向上施策を実施していきます。また、産業医面談による健康管理や社外の臨床心理士・外部カウンセ

ラーによるメンタルヘルスケアも推進しております。

　 ２. 安全な職場環境の整備

社外の専門家を交えた定期的な安全教育や安全パトロールを実施し、職場における危険箇所の見える

化、労働災害や火災の未然防止活動、作業者の身体的負荷軽減活動等、安全で働きやすい職場環境作り

に努めております。

　 ３. 過重労働の防止

毎月、労働組合との時間外労働に関する協議の実施や、会社による定期的な労働時間のモニタリング

により、時間外労働の抑制を進めております。また、労使で一体となった有給休暇取得の推進等を通じ

て、ワークライフバランスの確保に努めております。

　 ４. ハラスメント防止

ハラスメント防止に向けて継続的に従業員への教育を実施しております。また、管理職への多面評価

による意識の醸成により、上司から部下へのハラスメントの未然防止に努めています。社内相談窓口の

他、社内外の内部通報窓口の設置により、ハラスメント防止に向けた体制を整えております。
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③　指標及び目標

当社グループは、国内外に複数の生産・販売拠点を展開する企業として、グローバル競争下で持続的に成長する

ための人的基盤の強化を人材戦略の中心に据えています。この戦略のもと、従業員一人ひとりが自身の意思・成

長・変化に応じて柔軟に活躍できる組織づくりを進めており、制度や教育環境の整備にも継続的に取り組んでいま

す。こうした取り組みを支える仕組みとして、当社は目標管理とコンピテンシー評価を組み合わせた成果型職能資

格制度を採用し、半期ごとに業務成果と行動特性を総合的に評価しています。適正な評価に基づき昇給・昇格を

行っており、処遇の公平性や役割・期待との整合性を保つ観点から、今後は必要に応じて降格を含む処遇の見直し

も実施する予定です。これらの評価結果は昇給・昇格・賞与などの処遇に反映され、個人の成果・行動と組織の価

値創出が結びつく給与決定体系として機能しています。また、評価結果は配置や育成施策とも連動し、グループ全

体の人材ポートフォリオ最適化と競争力向上につながるよう運用しています。

当社では、上記の「人材育成方針」及び「社内環境整備に関する方針、戦略」において次の指標を用いておりま

す。なお、当社においては、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取り組みが行われているものの、連結

グループに属する全ての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、

次の指標に関する目標及び実績は、提出会社のものを記載しております。

 指標 2025年度実績 2030年度目標

提出会社 女性管理職の人数 1名 15名　

男性の育児休業等%取得率 83.3% 85.0%

男女の賃金の格差（全労働者） 59.4% 65.0%

有給休暇平均取得率 95.2% 100.0%
 

（注）

１．女性管理職の人数について、当社は技術・技能を中心とするものづくりの会社であり、理系・工業系の女性

　　の採用も少なかったことが起因しており、2020年以降、新卒・キャリア採用における女性採用を積極的に推

　 進しています。女性リーダークラスは昨年の２名から４名と増加しており、継続して女性活躍を推進してい

　　きます。

２．男性の育児休業取得率について、育児休業制度の社内周知・啓蒙活動の継続により上昇しています。

３．男女の賃金の差異について、賃金制度上性別による差異はなく、階層・職位等が同等であれば男女間で賃金

　　差異は生じることはありません。

４．有給休暇平均取得率について、会社と労働組合とが一体となった有給取得推進により上昇しています。
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３ 【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があり、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

があるリスク及びそれに対する主な対応策は本項に記載のとおりです。ただし、これらのリスクは当社グループに関

するすべてのリスクを網羅したものではなく、現時点では予見できない、又は重要とみなされていないリスクの影響

を将来的に受ける可能性があります。当社グループではこのような経営ないし事業リスクを最小化するために様々な

対応を行ってまいります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが

判断したものであります。

 

（１）外部環境リスク

　　　世界経済の緩やかな持ち直しの動きが続く一方で、中東情勢の長期化をはじめとする地政学的リスクの高まり

や、金融資本市場の変動、米国の通商政策をめぐる動向など先行きの不透明感が残っており、それぞれの影響への

留意が必要と考えられます。

　　　また、自動車用等の内燃機関の電動化は、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車を含む内燃機関を使用す

る、パワートレインの多様性を前提とした自動車メーカーの事業戦略が再評価されています。しかし、世界的な環

境規制の強化等の動きは続くとみられ、その進展に伴う内燃機関の生産減少は当社の既存事業領域の市場規模縮小

につながり、当社グループの経営を圧迫するおそれがあります。

　　　当社グループは大株主などと合弁事業を行っておりますが、大株主や合弁パートナーの経営方針の変化などが合

弁事業の運営に影響を与えるおそれがあります。

 
リスク要因 リスク要因概要 リスクへの対応策

市場環境変化
・地政学・経済・政治を含む、様々な国々の市場環

境の変化によるリスク

・国内外拠点から入手した情報に基づく対応

・常務会、取締役会で課題を報告し、検討した対策を

　実施

・年度目標値の達成状況の監視、対策実施

為替変動 ・為替変動によるリスク
・必要に応じた為替予約の実施

・外貨債権回収期間の短縮

革新技術の出現

・当社製品寿命経過（電動化、内燃機関の変化、減

少等）によるリスク

・低コストで革新的な技術・製品の出現により、当

社の製品が競争力を失うリスク

・将来的なニーズに適合した製品開発の推進

・「NITTAN Challenge 10」 VISIONⅠ（ICE領域）及び

VISIONⅡ（EV領域）の事業化に向けた開発

法令・規制等の

改正・強化

・工場立地での各種規制、関税・税務制度の変化に

よるリスク

・法令・規制の変化の定期調査に基づく適時適切な対応、

監視監督の実施

・弁護士等の専門家との対策協議、実施

・関連する教育の実施

大株主・パートナーとの

関係変化

・大株主、パートナーの経営方針の変化などが合弁

事業の運営に影響を与えるリスク

・定期的な会議などによる大株主・パートナーとの緊密な

意思の疎通

・想定可能な事項についてのケーススタディ実施による対

応策の策定

自然災害、戦争、

テロ、疫病

・自然災害・戦争・革命・テロ・疫病等による、地

域的ないしはグローバルな事業継続のリスク

・自然災害を想定した防災訓練の実施

・上記訓練等で洗い出した課題の解決策をBCPに反映

・自然災害に耐えうる施設等の構築

・複数拠点による供給体制の確保
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＮＩＴＴＡＮ(E02189)

有価証券報告書

 19/146



 

（２）経営プロセスリスク

 当社グループは海外関係会社を有し、様々な法規制の下で企業運営を行っておりますが、言語の問題や十分な人

員配置が困難なことも要因となり、グループ全体に対するガバナンスが不十分となるリスクを有しております。

　また、前述の外部環境の変化などにより、関係会社の業績が悪化する可能性があります。

　「NITTAN Challenge 10」による新規商品の開発、生産のために新たに設備投資を行うことがありますが、投資し

た設備が想定していた機能を発揮できないなどの様々な要因によって、投資を回収できないリスクが考えられま

す。

当社では2024年10月の株式会社恵那金属製作所（現 株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属）子会社化以降も、引き続き

M&Aによる事業拡大を検討しております。M&A後に買収先の不正が発覚することや、M&A後の統合プロセスがうまく進

まないことにより、期待通りの効果を得られないリスクが考えられます。また、昨今では、同意なき買収（敵対的

買収）も目立ってきており、当社がその対象になる可能性も考えられます。

 
リスク要因 リスク要因概要 リスクへの対応策

海外拠点の

ガバナンス不全

・海外の拠点に対する統制が行き届かず、不正が発

生し、信用を失うリスク

・決算数値の誤謬が発生するリスク

・現地法人トップとの対話の実施

・定期的な監査の継続実施

・過去の発生事案を活用したリスク回避対策の構築

・海外拠点財務諸表の分析、定期レビューの実施

・内部通報制度の活用、事案発生時の適正な処罰実施

関係会社の業績悪化

・市場環境変化、為替変動、法令・規制等の改正・

強化、自然災害、戦争、テロ、疫病による業績の

悪化

・常務会、取締役会で業績、課題を報告し、検討した対策を

実施

新規事業用設備投資
・投資した設備が機能を発揮できず、想定した利益

を稼得出来ず、投資を回収できないリスク

・新規事業の企画から量産に至るまでの統制環境の整備・統

制活動実行（リスク評価による是正項目の改善等）

・技術成立性、設備成立性の検討、検証

M&A

・M&Aデューディリジェンス時に検知できないリス

ク

・M&A後の統合プロセス/内部統制リスク

・専門家との協働、表明保証条項によるヘッジ

・PMIの早期検討開始・実行、M&Aマニュアルに沿った実施

TOB
・同意なき買収による経営権喪失リスク(企業価値

の過小評価)

・NC10活動の推進、積極的なIR活動

・自社株買い、政策保有株の見直しによる企業価値向上
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＮＩＴＴＡＮ(E02189)

有価証券報告書

 20/146



 

（３） 支援プロセスリスク

当社グループが必要とする、各種の優秀な人材の採用が容易ではない状況は継続しております。

また、当社グループは事業活動における法令遵守に努めており、「ＮＩＴＴＡＮグループ・グローバル行動規

範」の当社グループ内への浸透、ガバナンス委員会を中心とする当社グループ内のコンプライアンス強化活動の推

進をしております。しかしながら、「NITTAN Challenge 10」による新規商品の開発においては知的財産権に関する

リスクを十分に考慮して進める必要がある他、製造物責任、独占禁止法等の法的手続に関する当事者になり、業績

に影響を及ぼすリスクがあります。各種のハラスメントが発生した場合には、被害者の労働意欲の低下、休職及び

離職、職場環境の悪化による生産性の低下、ひいては当社への信用、信頼、イメージの低下を招くリスクがありま

す。

その他、当社グループでは情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ基本方針、情報セキュリティ管

理規程等に基づくＩＴセキュリティ対策の推進に努めておりますが、サイバー攻撃を受けた場合やシステムに予想

し得ないトラブルが起きた場合、業務への支障をきたし、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を与える

おそれがあります。また、情報へのアクセス制御、パスワード管理の徹底等を図り不正アクセスなどによる情報漏

洩対策をしておりますが、予期し得ない事象により個人情報や秘密情報の漏洩が起こるおそれがあります。

そして、当社グループでは環境汚染の防止に努める他、カーボンニュートラルに向けたCO₂削減のため、電力使用

量の削減、グリーンエネルギーの活用を主とする「NITTANカーボンニュートラル」活動を実施しておりますが、環

境汚染、CO₂削減等の目標の未達成により、環境の悪影響により当社グループへの信用を損なうリスクがあります。

 
リスク要因 リスク要因概要 リスクへの対応策

知財、労務その他の

分野における各種紛争

・労務、規制違反等に起因する訴訟又は争訟が発生する

リスク

・知的財産権に関するリスク

・ＮＩＴＴＡＮグループ・グローバル行動規範によるグ

ループの企業倫理確立を通じた健全な企業活動の推進

・社内各種研修による、コンプライアンス意識向上

・他社所有知的財産権調査の適時実施

人材不足

・当社グループが必要とする優秀な人材の確保が困難と

なるリスク 

・感染症の影響等、当社グループ所在国の事情による採

用難により、必要な人材が不足するリスク

・採用体制の強化と採用ツール・施策の充実

・人的資本経営方針の明確化、エンゲージメント向上

・ハラスメント防止等の教育体制と教育計画の強化

・ワークライフバランスや多様な人材に対応した施策の整

備と充実

コンプライアンス違反
・独占禁止法違反、不公正取引、ハラスメント等のコン

プライアンス違反が発生するリスク

・グローバルコンプライアンスプログラム、ＮＩＴＴＡＮ

グループ・グローバル行動規範、企業行動規範などの社

内規程に基づいたコンプライアンス教育の実施

・ハラスメントに関する意識向上と、良好なコミュニケー

ション構築の推進

・独占禁止法遵守マニュアル、グローバル独禁法遵守マ

ニュアル、贈収賄防止に関するガイドラインに基づく教

育の実施

・規定違反に対する適正な処罰の実施

サイバー攻撃、

情報漏洩

・サイバー攻撃により事業活動へ影響が発生するリスク

・個人情報、秘密情報の漏洩が発生するリスク

・情報セキュリティ委員会による、専門業者の知見を取り

入れたサイバー攻撃再発防止のためのセキュリティ見直

し強化施策の実施、当社グループへの横展開

・情報セキュリティ基本方針に基づいた教育の定期実施

環境汚染、

CO₂削減の未達成

・事故により環境汚染が発生し、信用を損なうリスク

・地球温暖化による被害のリスク

・汚染物質の流出防止管理及び施策の実施

・環境事故発生を想定した訓練実施

・カーボンニュートラルに向けたCO₂削減活動（NITTAN

カーボンニュートラル活動：電力使用量の削減、グリー

ンエネルギーの活用）の実施
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（４） 基幹プロセスリスク

革新技術の出現による既存製品の競合先に対する製品競争力の低下、リコール・品質不良による顧客への損害の

発生及び費用求償、工場火災、機械設備の故障等による生産停止、納入遅延・不能による顧客への損害の発生及び

費用求償、これらによる社会的評価の低下等を通じて、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性がございま

す。当社グループでは、継続的なコスト削減活動や顧客ニーズに沿った製品開発を進めることに加え、「品質優先

に徹し、顧客の信頼に応える」という品質に関する基本方針の実現のため、ISO9001及びIATF16949規格に基づく品

質マネジメントシステムの徹底による取り組みを推進しております。

また、特定の取引先への依存度が高い材料・部品の調達等が困難になり、生産及び業績が悪影響を受けるリスク

が考えられます。

なお、当社は基幹システムの刷新を予定しておりますが、システム移行時に不備が発生するなどにより、企業活

動の停止や財務報告の誤りを引き起こすリスクがあります。

 
リスク要因 リスク要因概要 リスクへの対応策

製品競争力低下
・競合先に対する競争力(品質、価格、納期、サービ

ス、技術)が劣後するリスク

・コスト削減活動の継続

・顧客ニーズに沿った製品開発の実施

リコール、品質不良
・顧客の信用を失い、多額の費用を求償され取引を打ち

切られるリスク

・品質マネジメントシステムの徹底

・製造物責任保険の活用

納入遅延/不能

・工場火災、機械設備の故障、ユーティリティ障害、労

働力不足等内部要因に基づく生産停止、納入遅延・不

能、費用増加のリスク

・供給者の緊急事態等に基づく生産停止、納入遅延/不

能、費用増加のリスク

・工場内における安全・保全・保守に関するルール教育

と徹底

・緊急対応手順書の整備・運用

火災・労災
・火災・労災等の人為災害の発生により生産に支障をき

たすリスク

・訓練により洗い出した課題の解決策をBCPに反映し、

教育を実施

・複数拠点からの供給体制構築

・設備毎のリスクアセスメント、是正実施

特定の取引先への依存

・材料・部品調達等を特定の取引先へ依存していること

により、材料枯渇、信用不安、事業撤退発生時に材

料・部品調達等が困難となるリスク

・取引先との綿密な情報交換と動向把握による早期対応

の実施

・特定の取引先以外に対応可能な会社の検討、グルー

プ・社内取り入れの検討

基幹システム
・システム移行時の不備などにより、企業活動の停止、

財務報告の誤りを引き起こすリスク

・システム移行後のチェック項目の確認を実施し、機

能、数値妥当性等を確認

・システム移行に伴い見直した業務プロセス、決算財務

プロセスの監査、是正対応の実施
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フロー（以下、「経営成績等」といいます。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営

成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 
(1) 経営成績

当連結会計年度における世界経済は、一部の地域において弱さがみられるものの、総じて緩やかな持ち直しの動

きが続きました。一方で、中東情勢の長期化をはじめとする地政学的リスクの高まりや、金融資本市場の変動、米

国の通商政策をめぐる動向などにより、先行き不透明な状況で推移しました。日本経済は、雇用・所得環境の改善

や各種政策の効果などを背景に、緩やかな回復基調で推移しましたが、先行きについては、海外景気の動向に加

え、物価上昇の継続や金融資本市場の変動等が景気を下押しするリスクとして懸念される状況となっています。

また、当社グループが最も影響を受ける自動車業界におきましては、日本市場では、一連の車両認証問題への対

応や半導体供給制約の影響が重なり、回復のテンポは緩やかなものとなりました。グローバル市場においては、生

産活動の正常化が進んだものの、地域や用途によって需要動向にばらつきがみられるほか、米国の通商政策の影響

等により、先行きの不透明感が依然として残る状況となっています。

このような状況下、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱とするグローバル

経営方針を掲げ、当社グループのパーパスである「多様な技術を駆使し、脱炭素化社会の実現に貢献する」ことを

目指し、国内外で競争力を高める施策や取り組みを積極的に展開してまいりました。その実現に向けた当社グルー

プの中長期経営ビジョンである「NITTAN Challenge 10」につきましても、VISIONⅠ（ICE領域）及びVISIONⅡ

（xEV・異業種領域）における各アイテムの拡大と事業化に向けた開発を着実に進めております。

このような経営環境のもと、当社グループは北米拠点及び舶用部品事業での収益改善を進める一方、中国市場の

冷え込みや歯車事業の減速という課題に直面する一年となりました。当連結会計年度の経営成績につきましては、

売上高は歯車の販売不振や四輪車用エンジンバルブ事業の北米拠点の転注影響や中国販売不振等の減収要因はあっ

たものの、舶用向けエンジンバルブにおける収益改善や為替換算の円安効果、コスト上昇分の販売価格反映等によ

り、前期に比べ横ばいとなりました。この結果、売上高516億76百万円（前期比0.4%増）となりました。

損益面につきましては、舶用部品事業における火災影響からの回復に伴う収益性の改善や、北米拠点における収

益の正常化、為替換算の円安効果に加え、コスト上昇分の価格適正化等により、期初計画を上回る結果となる、営

業利益39億98百万円（前期比165.2%増）、経常利益44億23百万円（前期比133.3%増）となりました。最終損益につ

きましては、保有株式及び土地建物の売却益を特別利益に計上する一方で、歯車事業に係る固定資産の将来の回収

不能見込額を減損損失として特別損失に計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益22億27百万円

（前期比253.4%増）となりました。
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セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 
（小型エンジンバルブ）

当セグメントの売上高につきましては、国内事業においては中空エンジンバルブの受注増加、販売価格の改定等

の増収要因はあったものの、北米拠点の通商政策による受注減少や転注により、四輪車用エンジンバルブは前期に

比べ減収となりました。二輪車用エンジンバルブは主力の南米・欧州向け製品の販売不振等の影響により、前期に

比べ減収となりました。

海外事業においては、欧州拠点における中空エンジンバルブやASEAN諸国拠点の一部におけるエンジンバルブの受

注増加、為替換算の円安効果等による増収要因はあったものの、ASEAN諸国・中国の一部拠点における自動車販売不

振に伴う受注減少や北米拠点の転注等により、前期に比べ減収となりました。

汎用エンジンバルブは、海外向け製品の生産調整終了により受注回復し、前期に比べ増収となりました。

損益面につきましては、ASEAN諸国・中国の一部拠点における減収影響等による減益要因はあったものの、為替換

算の円安効果に加え、北米拠点の収益性向上や中空エンジンバルブの増収効果、国内事業における販売価格の改定

等により増益となりました。

　この結果、売上高414億76百万円（前期比7.1%減）、セグメント利益（営業利益）38億40百万円（前期比63.2%

増）となりました。

 
（舶用部品）

当セグメントの売上高につきましては、舶用部品の国内生産拠点である堀山下工場（舶用部品工場）における火

災からの復旧後、操業の正常化が進んだことに加え、造船業の堅調な需要環境を背景に、前期に比べ増収となりま

した。また、火災の影響により発生していた受注残の解消及び各種価格転嫁の実施も、売上高の増加に寄与しまし

た。

損益面につきましては、火災影響からの復旧に伴う生産効率の改善により収益性が回復したことから、前期に比

べ大幅な増益となりました。

この結果、売上高51億24百万円（前期比34.5%増）、セグメント利益（営業利益）３億52百万円（前期はセグメン

ト損失（営業損失）４億53百万円）となりました。

なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高79百万円を含んでおります。

 
（歯車）

当セグメントの売上高につきましては、自動車用製品及び産業機械用製品のいずれにおいても、販売価格の改定

等による増収要因はあったものの、海外向け製品を中心とした販売不振や機種変更の影響等による受注減少によ

り、前期に比べ減収となりました。

損益面につきましては、自動車用製品を中心とした販売数量減少等による減益要因はあったものの、販売価格の

改定等により損失幅縮小となりました。

この結果、売上高18億30百万円（前期比20.3%減）、セグメント損失（営業損失）１億62百万円（前期はセグメン

ト損失（営業損失）２億19百万円）となりました。

　

（その他）

当セグメントの売上高につきましては、バルブリフターは海外向け製品の生産調整終了に伴い、受注回復により

増収となりました。可変動弁は補用品の販売減少により減収となりました。工作機械はグループ内部での取引減少

により減収となりました。ロイヤルティーはグループ内部での取引減少により減収となりました。また、第１四半

期連結会計期間より当セグメントに株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属及び恵那金属(昆山)有限公司の損益計算書を含

めております。当該連結化の効果もあり、当セグメント全体では前年同期比で増収となりました。

　損益面につきましては、株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属の連結子会社化による増益要因はあったものの、中国市

場の環境変化に伴う受注環境の厳しさによる減益影響が大きく、損失計上となりました。

　この結果、売上高47億５百万円（前期比62.8%増）、セグメント損失（営業損失）２億４百万円（前期はセグメン

ト損失（営業損失）２億39百万円）となりました。

　なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高13億80百万円を含んでおります。
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生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

 
①生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

小型エンジンバルブ 41,022,669 90.4

舶用部品 4,790,431 122.5

歯車 1,823,671 79.8

その他 4,815,796 172.1

合計 52,452,569 96.5
 

(注) １　金額は販売価格によっております。

　

②受注実績

当社グループは、各納入先より提示された生産計画をもとに、当社グループの生産能力を勘案して生産計画を

立てる方法が主体となっている事から、受注実績は生産実績に近似するため、記載を省略しております。

 

③販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

小型エンジンバルブ 41,476,216 92.9

舶用部品 5,124,084 134.5

歯車 1,830,595 79.7

その他 4,705,326 162.8

合計 53,136,223 99.1
 

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　セグメント間の取引については相殺消去前の数値によっております。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

Honda Development
and Manufacturing
of America, LLC,
Anna Engine Plant

5,872,640 11.4 6,131,825 11.9
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(2) 財政状態

当連結会計年度末における総資産は、669億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億５百万円の増加と

なりました。

資産の部の流動資産は、325億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億93百万円の増加となりました。

この主な要因は、その他に含まれるもののうち未収入金が７億79百万円、受取手形及び売掛金が２億30百万円減少

した一方で、現金及び預金が22億92百万円増加したことなどによるものであります。

固定資産は、343億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億88百万円の減少となりました。この主な要

因は、建設仮勘定が７億91百万円、無形固定資産が３億32百万円増加した一方で、投資有価証券が８億31百万円、

機械装置及び運搬具（純額）が８億42百万円減少したことなどによるものであります。

負債の部の流動負債は、145億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億28百万円の減少となりました。

この主な要因は、短期借入金が８億92百万円、その他に含まれるもののうち未払金が４億37百万円、支払手形及び

買掛金が３億32百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債は、120億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億65百万円の減少となりました。この主な要

因は、転換社債型新株予約権付社債が14億94百万円増加した一方で、長期借入金が16億69百万円減少したことなど

によるものであります。

純資産の部は、403億44百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億99百万円の増加となりました。この主な

要因は、利益剰余金が18億53百万円、非支配株主持分が３億46百万円増加したことなどによるものであります。

なお、通貨別の為替の変動につきましては、当社の連結子会社のある国では、前連結会計年度末と比べ、米ド

ル・インドネシアルピア・ベトナムドン・インドルピーが円高に、人民元・台湾ドル・タイバーツ・ポーランドズ

ロチが円安に進みました。

 

(3) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）の残高は115億65百万円となり、

前連結会計年度末に比べ、22億92百万円増加しました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により、77億84百万円の資金増加（前連結会計年度は、43億４百万円の資金増加）となりました。これ

は主として、税金等調整前当期純利益46億30百万円や非資金取引である減価償却費39億48百万円の計上によるもの

であります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により、29億32百万円の資金減少（前連結会計年度は、37億71百万円の資金減少）となりました。これ

は主として、投資有価証券の売却による収入11億10百万円を計上した一方で、有形及び無形固定資産の取得による

支出42億35百万円が発生したことによるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により、25億67百万円の資金減少（前連結会計年度は、８億64百万円の資金減少）となりました。これ

は主として、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入14億89百万円を計上した一方で、長期借入金の返済に

よる支出24億94百万円、非支配株主への配当金の支払額９億14百万円が発生したことによるものであります。

 

資金調達の基本方針、及び資金調達手段に関して、当社は円滑な事業活動に必要な流動性及び財務健全性の確保

を、資金調達の基本方針としております。これに則し、金融機関との間で長期にわたり培った良好な関係に基づ

き、主として本邦銀行、生保等からの７年程度の長期資金を中心とした資金調達を行っております。同時に長期資

金の年度別償還額の集中等を避けることで借り換えリスクの低減を図っております。今期末において予定している

次期の設備投資に関しては、自己資金、及び長期借入金による資金調達を行う予定です。

流動性の確保に関しましては、当連結会計年度における流動比率は224.3%、当座比率は141.6%となっており、十

分な流動性を確保していると認識しております。

財務健全性に関しましては、当連結会計年度における自己資本比率は46.3%となり、円滑な業務遂行を維持すると

いう点に関して、健全な範囲にあると認識しております。
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 (4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び

仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要と考えている主なものは以下のとお

りです。

 

(a) 繰延税金資産の回収可能性

　当社グループは、将来減算一時差異等の解消見込額について、収益力やタックス・プランニングに基づく一時差

異等加減算前課税所得が十分に確保できることを前提に、繰延税金資産を計上しております。

　繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに左右されるため、その見積りの前提とした条件や仮定に

変更が生じた場合、繰延税金資産の金額に影響を及ぼし、将来の税金費用に影響を与える可能性があります。

 

(b) 退職給付債務及び退職給付費用の算定

　当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連する

勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数理計

算上の仮定には、割引率、昇給率等の様々な計算基礎があります。

　当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結

会計年度以降の連結財務諸表において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える

可能性があります。

 

(c) 減損会計における将来キャッシュ・フロー等の見積り

　当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、管理会計上の区分を基準として資産のグ

ルーピングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上しています。

　固定資産の回収可能価額は、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等の前提条件に基づき算出してい

るため、当初見込んでいた収益が得られなかった場合や、将来キャッシュ・フロー等の前提条件に変更があった場

合、固定資産の減損損失を計上し、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。
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５ 【重要な契約等】

（提出会社）

外国との技術ライセンス契約

No. 技術供与先 所在地 契約製品 契約期間

１
U.S.エンジンバルブ

 （パートナーシップ）
アメリカ合衆国 小型エンジンバルブ

自　2019年１月１日
至　2028年12月31日

２ 広州日鍛汽車部件有限公司 中華人民共和国 小型エンジンバルブ
自　2021年４月１日
至　2031年３月31日

３ 日照日鍛汽車部件有限公司 中華人民共和国 小型エンジンバルブ
自　2020年５月８日
至　2030年５月７日

４ ニッタンタイランドCo., Ltd. タイ王国 小型エンジンバルブ
自　2022年２月１日
至　2027年１月31日

５
PT.フェデラルニッタ
ン　　　　インダストリーズ

インドネシア共和国 小型エンジンバルブ
自　2020年６月１日
至　2030年５月31日
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６ 【研究開発活動】

当社中長期ビジョンとして掲げた「NITTAN Challenge 10」により、「VISIONⅠ：既存事業の飽くなき進化と競争

力の強化」及び「VISIONⅡ：脱炭素化社会に向けた新規事業化」の二つの柱を、市場ニーズ及び顧客戦略に合わせて

展開する研究開発活動を推進しています。

当連結会計年度の研究開発活動は、既存事業として、二輪・四輪車をはじめ、船舶用等の内燃機関の性能向上に寄

与する動弁系部品を主要製品と位置づけ、地球環境保護に対するエンジンの低燃費化、排気ガス規制、及び燃料多様

化に対応した製品や、グローバル展開に繋がるコスト低減のための開発を継続しています。

新規事業としては、当社のコア技術を活かしたものづくり開発を推進する中で、様々な製品の鍛造化によるメリッ

ト創出や、機械加工の更なる高精度化及びその量産化技術の確立に加え、電動アシスト自転車やAGV（無人搬送車）

等に利用できる減速ユニットの開発も継続しています。当連結会計年度における、既存のセグメントに直接関連しな

いこれらの新規事業等のための研究開発費の金額は３百万円であります。

なお、当連結会計年度における当社グループの研究開発費の総額は624百万円であります。

 

セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。

　

（１） 小型エンジンバルブ

高効率エンジン用バルブとして次世代型冷媒封入中空バルブの開発、カーボンニュートラルに対応した水素燃料、

代替燃料エンジン用バルブの顧客への提案・評価に取り組んでいます。

また、市場のEV化ニーズが高まる一方で、冷静かつ総合的に環境負荷を再度考慮した結果から、各顧客においては

EV化一辺倒という流れではなく、改めて内燃機関の活用も見直されています。その様な状況から顧客の開発期間短縮

化ニーズに応えるべく、DXを意識した開発効率の改善活動を進めております。

さらに、顧客エンジン生産拠点の合理化対応に合わせ、複数のグローバル拠点による供給の最適化に取り組んでい

ます。

四輪向け・二輪向け・汎用エンジン向け問わず、多種多様な顧客ニーズに応える体制を構築し、顧客開発期間の合

理化に対応した製品開発、試作・評価への取組みを継続し、拡販活動を強化していきます。

当連結会計年度における研究開発費の金額は360百万円であります。

　

（２） 舶用部品

舶用業界各社は、電動化ではなく、GHG（温室効果ガス）フリー燃料を利用した内燃機関の開発を推進していま

す。そのニーズに応えるべく、長寿命化技術として耐摩耗盛金材などの高付加価値製品を開発しています。また顧客

の次世代エンジン開発に向けた舶用中空バルブ及び舶用中型HLA（油圧ラッシュアジャスター）の開発を推進してお

り、顧客との評価試験を推進中です。　

当連結会計年度における研究開発費の金額は107百万円であります。

　

（３） 歯車

歯車は、素材投入量の削減、使用電力削減やスクラップ削減等の観点から、更なるニアネット鍛造や金型長寿命化

を見据えたものづくり開発と量産適用を継続しています。また、更なる拡販や新規市場への参入を見据え、熱間鍛造

技術を活かした高強度歯車の開発や高付加価値製品の開発と顧客提案を推進しています。

当連結会計年度における研究開発費の金額は132百万円であります。

 
（４） その他

リフター事業では、国内外顧客向けHLA（油圧ラッシュアジャスター）及びRRA（ローラーロッカーアーム）拡販の

取り組みを継続しています。また、弊社の既存技術と生産設備を活用し、産機・農機等の市場に向けて、性能向上や

メンテナンスサイクル延長を狙ったHLAの開発を進めています。

工作機械関連では、既存事業のエンジンバルブ外観検査機の量産化を実行しました。本技術を最適かつ安価に展開

できるよう小型ユニット化を推進しております、また、AI技術を活用した流出防止や完成検査の製品番号確認装置開

発への展開をおこなってます。

一方で、「NITTAN Challenge 10」の事業拡販に向けて必要な製造技術/製造設備の開発に着手し、来年度を目途に

量産検証ができるよう推進しております。

当連結会計年度における研究開発費の金額は21百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資の総額は4,145百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお

りであります。

 

小型エンジンバルブ

当連結会計年度における設備投資の総額は2,828百万円であります。

　提出会社においての設備投資額は924百万円であります。その主なものは、製造設備の増産及び更新・合理化な

どであります。

　また、ニッタンインディアテック Pvt.Ltd.（インド）732百万円、U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）

（米国）260百万円をはじめ、当社の連結子会社においてもエンジンバルブ製造設備の増設及び更新・合理化など

のため投資を行っております。

 

舶用部品

当連結会計年度における設備投資の総額は701百万円であります。

　その主なものは、提出会社においての船舶用エンジンバルブ製造設備の合理化・環境改善などによるものであり

ます。

 

歯車

　当連結会計年度における設備投資の総額は170百万円であります。

　その主なものは、提出会社においての産業機械等の精密鍛造歯車製造設備の更新・環境改善などによるものであ

ります。

 

その他

当連結会計年度における設備投資の総額は445百万円であります。

提出会社においての設備投資額は272百万円であります。その主なものは、自動車電動化関連部品（電動過給部

品等）の開発投資などであります。

また、株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属においても機械加工設備の更新及び新規事業のための投資を行っておりま

す。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

本社工場
(神奈川県
秦野市)
(注)

小型エンジ
ンバルブ
歯車 
その他
全社

エンジン
バルブ
歯車
他生産設
備等

2,159,437 1,317,289
45,242
(57)

128,238 506,773 4,156,981 397

堀山下工場
(神奈川県
秦野市)

舶用部品

船舶用エ
ンジンバ
ルブ他生
産設備等

760,777 446,948
360,291
(13)

― 512,978 2,080,995 93

山陽工場
(山口県山陽
小野田市)

小型エンジ
ンバルブ
その他

エンジン
バルブ
生産設備
等

1,586,703 1,650,025
344,685
(53)

934 310,451 3,892,799 167

 

(注) １　他に、197㎡の土地を賃借により使用しております。

(注) ２　帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、及び建設仮勘定の合計額であります。
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(2) 国内子会社

2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の
内容

帳簿価額(千円) 従業員
数
(名)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

株 式 会
社 Ｎ Ｉ
Ｔ Ｔ Ａ
Ｎ 恵 那
金属

本社工場
(岐阜県
中 津 川
市)

その他

機 械 加
工、表面
処理他設
備等

399,487 87,841
356,200
(26)

95,275 53,189 991,993 74

 

(注) 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、及び建設仮勘定の合計額であります。

 
(3)在外子会社

2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の
内容

帳簿価額(千円) 従業員
数
(名)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

台 湾 日
鍛 工 業
股 份 有
限公司

本社工場
(台湾)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

96,192 126,866
45,906
(8)

― 59,196 328,162 73

PT.フェ
デ ラ ル
ニ ッ タ
ン イ ン
ダ ス ト
リーズ

本社工場
(インド
ネシア共
和国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

218,876 603,761 ― ― 15,161 837,799 316

U.S. エ
ン ジ ン
バ ル ブ
(パート
ナ ー
シップ)

本社工場
(米国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

8,114 1,801,288
60,580
(475)

― 192,184 2,062,168 250

ニ ッ タ
ン タ イ
ランド
Co.,Ltd
.

本社工場
(タイ王
国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

638,779 618,410
209,517
(22)

133,941 169,138 1,769,788 367

広 州 日
鍛 汽 車
部 件 有
限公司

本社工場
(中華人
民 共 和
国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

288,370 908,715 ― ― 28,867 1,225,953 164

日 照 日
鍛 汽 車
部 件 有
限公司

本社工場
(中華人
民 共 和
国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

549,583 3,563,229 ― ― 13,137 4,125,950 178

ニ ッ タ
ン ・
ユ ー
ロ ・
テ ッ ク
sp.z
o.o.

本社工場
(ポーラ
ンド共和
国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

― 171,251 ― ― 2,568 173,819 59

ニ ッ タ
ン ベ ト
ナム
Co.,Ltd
.

本社工場
(ベトナ
ム社会主
義 共 和
国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

420,873 410,894 ― 4,463 375,932 1,212,164 132

ニ ッ タ
ン イ ン
デ ィ ア
テ ッ ク
Pvt.Ltd
.

本社工場
(インド
共和国)

小型エ
ンジン
バルブ

エンジン
バルブ
生産設備

869,210 480,415 ― ― 86,064 1,435,690 191

恵 那 金
属 ( 昆
山)有限
公司

本社工場
(中華人
民 共 和
国)

その他
機械加工
設備

280,817 214,085 ― ― 322 495,225 39

 

(注) 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、及び建設仮勘定の合計額であります。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

 

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月 完了予定
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出会社

本社工場
(神奈川県
秦野市)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

295 ―
自己資金
及び借入
金

2026年4月 2027年3月
合理化・更新
が主なもので
あります。

歯車
精密鍛造
歯車生産
設備

100 ―
自己資金
及び借入
金

2026年4月 2027年3月
合理化・更新
が主なもので
あります。

堀山下工場
(神奈川県
秦野市)

舶用部品

船舶用エ
ンジンバ
ルブ他生
産設備

984 ―
自己資金
及び借入
金

2026年4月 2027年3月
合理化・更新
が主なもので
あります。

山陽工場
(山口県山陽
小野田市)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

923 ―
自己資金
及び借入
金

2026年4月 2027年3月
合理化・更新
が主なもので
あります。

PT. フ ェ
デ ラ ル
ニッタン
インダス
トリーズ

本社工場
(インドネシ
ア共和国)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ
生産設備

418 ― 自己資金 2026年4月 2027年3月
増産・合理化
が主なもので
あります。

U.S.エン
ジンバル
ブ (パー
ト ナ ー
シップ)

本社工場
(米国)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

614 ― 自己資金 2026年4月 2027年3月
増産・更新が
主なものであ
ります。

ニッタン
タイラン
ド
Co.,Ltd.

本社工場
(タイ王国)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

628 ― 自己資金 2026年4月 2027年3月
開発・更新が
主なものであ
ります。

日照日鍛
汽車部件
有限公司

本社工場
(中華人民共
和国)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

394 ― 自己資金 2026年4月 2027年3月
増産・合理化
が主なもので
あります。

ニッタン
ベトナム
Co.,Ltd.

本社工場
(ベトナム社
会主義共和
国)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

118 ― 自己資金 2026年4月 2027年3月
開発・更新が
主なものであ
ります。

ニッタン
インディ
アテック
Pvt.Ltd.

本社工場
(インド共和
国)

小型エン
ジンバル
ブ

エンジン
バルブ生
産設備

3,907 ―
自己資金
及び借入
金

2026年4月 2027年3月
増産・更新が
主なものであ
ります。

 

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 89,000,000

計 89,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,978,860 28,978,860
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数
100株

計 28,978,860 28,978,860 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、2025年12月15日に会社法に基づき、第三者割当の方法により、YB-3投資事業組合に対して新株予約権

（以下、「本新株予約権」といいます。）及び転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」と

いいます。）を発行しております。

  

第１回新株予約権（行使価額修正条項付）　（注）１

決議年月日 2025年11月28日

新株予約権の数（個）　※ 15,552

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)　※

―

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）　※

普通株式　1,555,200　(注)２

新 株 予約権の行使時の払込金額
（円）　※

1株当たり140　(注)３

新株予約権の行使期間　※ 2025年12月16日～2030年12月15日　（注）４

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）　※

（注５）

新株予約権の行使の条件　※ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとす
る。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項　※

―
 

 ※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026 年５月31

日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 
（注）１．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等

　　　　　は、以下のとおりであります。

　　（１）本新株予約権の行使請求（以下、「行使請求」という。）により、当社が新たに発行又はこれに代えて当社

　　　　　の保有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社株式の「交付」という。）する

　　　　　当社普通株式の数（以下、「交付株式数」という。）は行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっ

　　　　　ているため、株価が下落し、（注）３．（２）②に従い、行使価額が修正された場合には、本新株予約権の

　　　　　行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。

　　（２）行使価額の修正基準

　　　　　行使価額は、2026年６月15日を初回の修正日として、2026年12月15日、2027年６月15日、2027年12月15日、

　　　　　2028年６月15日、2028年12月15日、2029年６月15日、2029年12月15日及び2030年６月15日（以下、個別に又

　　　　　は総称して「修正日」という。）において、修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の株式会社東京証

　　　　　券取引所（以下、「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の

　　　　　結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下、「修正日価額」という。）が、修

　　　　　正日に有効な行使価額を１円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

　　（３）行使価額の修正頻度

　　　　　（２）の記載に従い、修正される。

　　（４）行使価額の下限等

　　　　　（注）３．（２）②に従い、修正される行使価額の下限は、500円とする（但し、（注）３．（３）①乃至⑥

　　　　　に定めるところに従って、行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。）。

　　（５）割当株式数の上限

　　　　　本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に64,300円（以下、「出資金額とい

　　　　　う。」）を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。但し、（注）３．（２）又は（３）に

　　　　　従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。
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　　（６）繰上償還条項等

　　　　　本新株予約権は、（注）６．に従い、全部取得されることがある。

　　（７）本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

　　　　　（４）に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、999,950,000円であ

　　　　　る。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

 
　　　２．本新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　本新株予約権１個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を交付

　　　　　する当社普通株式の数は、64,300円（以下、「出資金額」という。）を当該行使請求の効力発生日において

　　　　　適用のある行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する

　　　　　当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の

　　　　　効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする。但し、１株未満の端数が生じた

　　　　　場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する（当社が単元株制度を採用している場合において、本

　　　　　新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行

　　　　　使されたものとして現金により精算し、１単元未満の株式はこれを切り捨てる。）。かかる現金精算におい

　　　　　て生じた１円未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新

　　　　　株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。但し、（注）３．

　　　　　（２）又は（３）に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は

　　　　　変更される。

 
　　　３．新株予約権の行使時の払込金額

　　（１）本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

　　　　　本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は、64,300円とする。

　　（２）行使価額

　　　①　本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額は、643円とする

　　　　　（当該行使価額を、以下、「行使価額」という。）。なお、行使価額は②又は（３）①乃至⑥に定めるとこ

　　　　　ろに従い修正又は調整されることがある。

　　　②　行使価額は、修正日において、当該修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の東京証券取引所における

　　　　　当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げ

　　　　　た金額。）（修正日価額）が、修正日に有効な行使価額を１円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以

　　　　　降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額（以下に定義す

　　　　　る。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

　　（３）行使価額の調整

　　　①　行使価額の調整

　　（イ）当社は、本新株予約権の発行後、（ロ）に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合

　　　　　又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「新株発行等による行使価額調整式」とい

　　　　　う。）により行使価額を調整する。

 
    既発行普通

株式数
＋
発行又は処分株式数×１株当たり発行又は処分価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋発行又は処分株式数
 

 
　　（ロ）新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額

　　　　　の適用時期については、次に定めるところによる。

　　（a）時価（②（ロ）に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

　　　　社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約

　　　　権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株

　　　　式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株

　　　　式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。）

　　　　調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

       その効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与

       えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

　　（b）株式の分割により普通株式を発行する場合

        調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

　　（c）時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもっ

        て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付

        与する場合

        調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使さ

        れたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（募集に際して

        払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。）の翌日以降又は（無償割当て

        の場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。

        但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

　　（d）当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取
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        得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

        調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　　（e）上記（a）乃至（c）の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

　　　　　締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記（a）乃至（c）にかかわらず、調整後行使

　　　　　価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承

　　　　　認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者（以下、「本新株予約権者」と

　　　　　いう。）に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 
  

〔調整前行使価額－調整後行使価額〕×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された普通株式数
交付普通株式数＝

 調整後行使価額
 

 
　　　　　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない

 
（ハ）（a）当社は、本新株予約権の発行後、下記（b）に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算

          式（以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価

          額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
    

時価 ＋１株当たりの特別配当

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

 

 
　　　　　「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本

　　　　　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。１株当たり特別配当の計算については、

　　　　　円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　　（b）「特別配当」とは、2030年12月15日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、

　　　　　当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭も含

　　　　　む。）の額（金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額

　　　　　とする。）に当該基準日時点における本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当

　　　　　該事業年度における累計額が、基準配当金（基準配当金は、2030年12月15日までの間に終了する各事業年度

　　　　　内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権１個当たりの目的である株

　　　　　式の数に12を乗じた金額の当該事業年度における累計額。）（当社が当社の事業年度を変更した場合には、

　　　　　新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額）を超える場合における当該超過額をいう。

　　（c） 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条

　　　　　に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

　②（イ）行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

　　（ロ）行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する

　　　　　日（但し、①（ロ）（e）の場合は基準日）又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配

         当に係る最終の基準日に先立つ45取引日（以下に定義する。）目に始まる30連続取引日の東京証券取引所に

         おける当社普通株式終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

         この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

 　　　　「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社

　　　　　普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった場合には、当

　　　　　該日は「取引日」にあたらないものとする。

　　（ハ）新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

　　　　　準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日

　　　　　における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、

　　　　　当該行使価額の調整前に①（ロ）、①（ハ）又は⑥に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のう

　　　　　ち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場

　　　　　合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する

　　　　　当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

　　（ニ）行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるときは、行使価

　　　　　額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する

　　　　　場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用

　　　　　するものとする。
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　　　③　本新株予約権の発行後、④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可

　　　　　能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額

　　　　　（④（ロ）の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する

　　　　　場合の当社普通株式１株当たりの対価、④（ハ）の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取

　　　　　得した場合の当社普通株式１株あたりの対価（総称して、以下、「取得価額等」という。）をいう。）が、

　　　　　④において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価

　　　　　額は当該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調整後行使価額が500円を下回ることとなる場合には、500

　　　　　円とする。）に調整される。

　　　④　③により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

　　（イ）当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、無償割当て又は株

　　　　　式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式

　　　　　又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交

　　　　　付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合

を　

　　　　　除く。）

　　　　　調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。）の翌日以降、又

　　　　　はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌

　　　　　日以降これを適用する。

　　（ロ）当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

　　　　　株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

　　　　　調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合

は　

　　　　　割当日とする。）の翌日以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株

　　　　　主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

　　（ハ）当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

　　　　　取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

　　　　　調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　　（ニ）本号(イ)及び(ロ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

　　　　　締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(イ)及び(ロ)にかかわらず、調整後行使価

　　　　　額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認

　　　　　があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①（ロ）（e）に定める算出方法

         により、当社普通株式を追加的に交付する。

     ⑤　①（イ）、①（ハ）及び③のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を

　　　　　適用して行使価額を調整する。

　　　⑥　①（ロ）、①（ハ）及び④の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本

　　　　　新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

　　（イ）株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると

　　　　　き。

　　（ロ）その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

　　　　　するとき。

　　（ハ）当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする

　　　　　とき。

　　（ニ）行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり

　　　　　使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　　　⑦　（２）②により行使価額の修正を行う場合、又は①乃至第⑥により行使価額の調整を行うときは、当社は、

　　　　　あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額

　　　　　及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知

　　　　　を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 
　　　４．新株予約権の行使期間

　　　　　2025年12月16日から2030年12月15日（但し、（注）６．に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合

　　　　　には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日（振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。））ま

　　　　　での間（以下、「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期

　　　　　間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新

　　　　　株予約権は行使できないものとする。

　　　　　上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

　　（１）当社普通株式に係る株主確定日（会社法第124条第１項に定める基準日をいう。）及びその前銀行営業日

　　（２）振替機関が必要であると認めた日

　　（３）組織再編行為（以下に定義する。）をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に

　　　　　判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指

　　　　　定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあら

　　　　　かじめ本新株予約権者に通知する。 

　　　　　「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結
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         若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計

　　　　　画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は

　　　　　その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に

　　　　　引き受けられることとなるものをいう。

 
　　　５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

　　（１）本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

　　　　　本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使

     　　に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、２．

　　　　　記載の株式の数で除した額とする。

　　（２）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

　　　①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

　　　　　に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

　　　　　その端数を切り上げるものとする。

　　　②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（１）記載の資本

　　　　　金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
　　　６．自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

　　　　　当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換、株式移転若しくは

　　　　　株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止

　　　　　とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日

　　　　　に、本新株予約権１個当たり140円の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全

　　　　　部を取得する。

 
　　　７．行使価額修正条項付新株予約権及び新株予約権付社債等に関する事項は以下のとおりであります。

　　（１）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　〈行使制限〉

　　　①　割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予約権及び本新株予約権付社債

　　　　　の行使又は転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の累計数（但し、全ての行使又

　　　　　は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される株式数とします。）の、全て

　　　　　の本新株予約権及び本新株予約権付社債の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率が、以下

　　　　　の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換は

　　　　　しないものとします。

　　　　　（イ）2026年６月15日まで：０％

　　　　　（ロ）2026年６月16日から2027年12月15日まで：33％

　　　　　（ハ）2027年12月16日から2028年12月15日まで：50％

　　　　　（ニ）2028年12月16日から2030年12月15日まで：100％

　　　　　また、割当予定先は、本新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日（東京証券

　　　　　取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。）における当社普通株式の普通取引の終値

　　　　　（当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値）が、本新株予約権

　　　　　の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の113.48％に相当する金額（１円未満は切り捨て

　　　　　ます）を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。

　　　②　上記にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合、割当予定先は、本新株予約権の行使をできるも

　　　　　のとします。

　　　　　（イ）発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合

　　　　　（ロ）（公開買付開始事由（以下に定義する）が生じた場合

　　　　　（ハ）本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合

　　　　　（ニ）当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合

　　　　　（ホ）東京証券取引所における当社の普通株式の取引が５取引日以上の期間にわたって停止された場合

　　　　　（ヘ）当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に重大な点において違反した場合

　　　　　（ト）当社が有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合

 
　〈優先交渉権〉

　　　　　本引受契約において、当社は、払込期日から2030年12月15日又は割当予定先が当社の株式又は新株予約権、

　　　　　新株予約権付社債その他の潜在株式（本段落において、以下、「株式等」と総称する。）を保有しなくなっ

　　　　　た日のいずれか早い日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行等

　　　　　をしてはならない旨、当社は、払込期日から2030年12月15日又は割当予定先が当社の株式等を保有しなくな

　　　　　った日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合（当社又はその子

　　　　　会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬やストック・オプションを発行する場合を除く。）、当該

　　　　　第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の

　　　　　条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するも

　　　　　のとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加え

　　　　　て、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等するものとする旨の合意をします。
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　〈本新株予約権の取得請求権〉

　　　　　当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛

　　　　　同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所に

　　　　　おいてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社又は公

　　　　　開買付者が、当該公開買付け後も当社の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。）、

　　　　　かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社の株式を取得した場合、②上場廃止事由等（以下に定義す

　　　　　る。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為（以下に定義する。）が当社の

　　　　　取締役会で承認された場合、④支配権変動事由（以下に定義する。）が生じた若しくは生じる合理的な見込

　　　　　みがある場合、⑤スクイーズアウト事由（以下に定義する。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがあ

　　　　　る場合、⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合、

　　　　　又は⑦公開買付開始事由（以下に定義する。）が生じた場合には、割当予定先は、その選択により、当社に

　　　　　対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができるものとしま

　　　　　す（当該通知を送付した日を、本段落において「取得請求日」という。）。当社は、当該取得請求に係る書

　　　　　面が到達した日の翌営業日から起算して５営業日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株

　　　　　予約権１個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。

 　　　　「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第１項各号に

　　　　　定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務

　　　　　諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して６か

　　　　　月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。

 　　　　「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若

　　　　　しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画

　　　　　の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はそ

　　　　　の他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引

　　　　　き受けられることとなるものをいいます。

 　　　　「支配権変動事由」とは、特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株

　　　　　券等をいう。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）及びその共同保有

　　　　　者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を

　　　　　含む。））の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が50％超となっ

　　　　　た場合をいいます。

　　　　　「スクイーズアウト事由」とは、(i)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社

　　　　　の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ii)当社の特別支

配　

　　　　　株主（会社法第179条第１項に定義する。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当

　　　　　社の取締役会の決議がなされた場合又は(iii)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株

　　　　　主総会の決議がなされた場合をいいます。

　　　　　「公開買付開始事由」とは、当社の普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けの開始又は公開買

　　　　　付けの開始予定に係る公表（公開買付者によるもの及び対象者によるもののいずれも含み、また、東京証券

　　　　　取引所の規則に基づく適時開示、金融商品取引法に基づく届出及び公開買付開始公告を含むがこれらに限ら

　　　　　れない。）がなされた場合をいいます。

 
　　（２）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　　　　　該当事項はありません。

　　（３）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

　　　　　該当事項はありません。

　　（４）その他投資者の保護を図るための必要な事項

　　　　　該当事項はありません。
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）　（注）１

決議年月日 2025年11月28日

新株予約権の数（個）　※ 49

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)　※

―

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）　※

普通株式　2,324,200　(注)２

新 株 予約権の行使時の払込金額
（円）　※

1株当たり643　(注)３

新株予約権の行使期間　※ 2025年12月16日～2030年12月15日　（注）４

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）　※

（注）５

新株予約権の行使の条件　※ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社
債からの分離譲渡はできないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

―

新株予約権の行使の際に出資の目的と
する財産の内容及び価額　※

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資
するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(千円)　※ 1,494,500
 

 ※　当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026 年５月31

日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 
（注）１．本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新

　　　　　株予約権付社債券等の特質等は、以下のとおりであります。

　　（１）本転換社債型新株予約権の行使請求（以下、「行使請求」という。）により当社が交付する当社普通株式の

　　　　　数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付され

　　　　　た本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られた数である

　　　　　ため、（注）３．（２）②に従い、転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求に

　　　　　より当社が交付する当社普通株式の数は増加する。

　　（２）転換価額の修正基準

　　　　　行使価額は、修正日において、当該修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の東京証券取引所における

　　　　　当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げ

　　　　　た金額。）（修正日価額）が、修正日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以

　　　　　降、修正日価額に修正される。

　　（３）転換価額の修正頻度

　　　　　（２）の記載に従い修正される。

　　（４）転換価額の下限等

　　　　　（注）３．（２）②に従い、修正される転換価額の下限は、500円とする。修正される行使価額の下限は、

　　　　　500円とする（但し、（注）３．（３）①乃至⑩に定めるところに従って、行使価額に対して行われる調整と

　　　　　同様の方法による調整に服する。）。

　　（５）繰上償還条項等

　　　　　本新株予約権付社債は、（注）８．（２）②に従い、繰上償還されることがある。

 
　　　２．新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分（以下当

　　　　　社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、同時に行使され

　　　　　た本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とす

　　　　　る。但し、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する（当社が単元株制

　　　　　度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定

　　　　　める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１単元未満の株式はこれを切り

　　　　　捨てる。）。なお、かかる現金精算において生じた１円未満の端数はこれを切り捨てる。
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　　　３．新株予約権の行使時の払込金額

　　（１）本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

　　　①　本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。

　　　②　本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

　　（２）転換価額

　　　①　各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下、「転換

　　　　　価額」という。）は、643円とする。なお、転換価額は（２）②及び（３）①乃至⑩に定めるところに従い修

　　　　　正又は調整されることがある。

　　　②　修正日において、当該修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式

　　　　　の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。）

　　　　　（修正日価額）が、修正日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日

　　　　　価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る

　　　　　場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。

　　（３）転換価額の調整

　　　①　転換価額の調整

　　（イ）当社は、本新株予約権付社債の発行後、（ロ）に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じ

　　　　　る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「新株発行等による転換価額調整

　　　　　式」という。）により転換価額を調整する。

 
    既発行普通

株式数
＋
発行又は処分株式数×１株当たりの発行又は処分価額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行普通株式数＋発行又は処分株式数
 

 
　　（ロ） 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転

          換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

　　（a） 時価（③（ロ）に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は

　　　　　当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株

　　　　　予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社

　　　　　普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式

　　　　　交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。）

　　　　　調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

　　　　　その効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与

　　　　　えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

　　（b） 株式の分割により普通株式を発行する場合

　　　　　調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

   （c） 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額を

         もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又

         は付与する場合

         調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使さ

　　　　　れたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（募集に際し

　　　　　て払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。）の翌日以降又は（無償割

　　　　　当ての場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。

　　　　　但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す

　　　　　る。

　　（d） 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

　　　　　取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

　　　　　調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　　（e） 上記（a）乃至（d）の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

　　　　　取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記（a）乃至（d）にかかわらず、調整後転

　　　　　換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該

　　　　　承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権を有する者（以下、「本新株予約権者」と

　　　　　いう。）に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 
  

〔調整前転換価額－調整後転換価額〕×
調整前転換価額により

当該期間内に交付された普通株式数
交付普通株式数＝

 調整後転換価額
 

 
         この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
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　　　②　特別配当による転換価額の調整

　　（イ）当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記（ロ）に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に

　　　　　定める算式（以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて

　　　　　「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 
    

時価 ＋１株当たりの特別配当

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

 

 
　　　　　「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各

　　　　　本社債の金額当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。１株当たり特別配当の計算

　　　　　については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

（ロ）（a）「特別配当」とは、2030年12月15日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につ

          き、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭

          も含む。）の額（金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配

          当の額とする。）に当該基準日時点における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数

          を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金（基準配当金は、2030年12月15日までの

          間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金

          額当たりの本新株予約権の目的である株式の数に、12を乗じた金額の当該事業年度における累計額）（当

          社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議のうえ合理的に修正された金額）

          を超える場合における当該超過額をいう。

　　　（b）特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条

　　　　　　に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

　　③（イ）転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

　　　（ロ）転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する

　　　　　　日（但し、①（ロ）（e）の場合は基準日）又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配

           当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株

           式終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

           この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

　　　（ハ）新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための

　　　　　　基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の１か月前

　　　　　　の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数

　　　　　　とし、当該転換価額の調整前に①（ロ）又は⑤に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち

　　　　　　未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場

　　　　　　合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有す

　　　　　　る当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

　　　（ニ）転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転換

　　　　　　価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出

　　　　　　する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額

　　　　　　を使用するものとする。

　　　（ホ）本新株予約権付社債の発行後、（ヘ）に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変

　　　　　　更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分にお

　　　　　　ける払込金額（（ヘ）（b）の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条

　　　　　　件に従い行使する場合の当社普通株式１株当たりの対価、（ヘ）（c）の場合は、取得条項付株式又は取得

　　　　　　条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式１株当たりの対価（総称して、以下、「取得価額等」と

　　　　　　いう。）をいう。）が、（ヘ）において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換

　　　　　　価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調整後転換価額が500円

を　

　　　　　　下回ることとなる場合には、500円とする。）に調整される。

　　　（ヘ）（ホ）により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところに

　　　　　　よる。

　　　（a） 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、無償割当て又は

　　　　　　株式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付

　　　　　　株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株

　　　　　　式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付す

　　　　　　る場合を除く。）

　　　　　　調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。）の翌日以降、

　　　　　　又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日

　　　　　　の翌日以降これを適用する。

　　　（b） 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

　　　　　　（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

　　　　　　調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合
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　　　　　　は割当日とする。）の翌日以降、又は（無償割当ての場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。但

　　　　　　し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す

　　　　　　る。

　　　（c） 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

　　　　　　の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

　　　　　　調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　　　（d） （a）及び（b）の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

　　　　　　締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、（a）及び（b）にかかわらず、調整後転換価

　　　　　　額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承

　　　　　　認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①（ロ）（e）に定める算出

　　　　　　方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

　　　　④　①（イ）、②（イ）及び③（ホ）のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額とな

　　　　　　る規定を適用して転換価額を調整する。

　　　　⑤　①（ロ）、②（ロ）及び③（ヘ）の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

　　　　　　社は、本新株予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

　　　（イ）株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とすると

　　　　　　き。

　　　（ロ）その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要

　　　　　　とするとき。

　　　（ハ）当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とす

　　　　　　るとき。

　　　（ニ）転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ

　　　　　　たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　　　 ⑥　（２）②により転換価額の修正を行う場合、又は本号(ハ)②乃至⑤により転換価額の調整を行うときは、

            当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後

            の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の

            前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 
　　　４．新株予約権の行使期間

　　　　　本新株予約権者は、2025年12月16日から2030年12月15日（（注）８．（２）②に定めるところにより、本社

　　　　　債が繰上償還される場合には、当該償還日の２銀行営業日前（振替機関の休業日でない日をいう。以下、同

　　　　　じ。））までの間（以下、「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。

　　　　　但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過し

　　　　　た後は、本新株予約権は行使できないものとする。

　　　　　上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

　　　①　当社普通株式に係る株主確定日（会社法第124条第１項に定める基準日をいう。）及びその前銀行営業日

　　　②　振替機関が必要であると認めた日

　　　③　組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それ

　　　　　らの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新

　　　　　株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権

付　

　　　　　社債権者に通知する。

 
　　　５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

　　（１）新株予約権の行使により、株式を発行する場合の株式１株の発行価格

　　　　　本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、（注）３．記載の転換価額

　　　　　（転換価額が調整された場合は調整後の転換価額）とする。

　　（２）本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

         事項

　　　①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

　　　　　に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

　　　　　その端数を切り上げるものとする。

　　　②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

　　　　　増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
　　　６．新株予約権の譲渡に関する事項

　　　　　該当事項なし。
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　　　７．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　　　当社が組織再編行為を行う場合は、（注）８．（２）（イ）に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う

　　　　　場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に

　　　　　付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それ

　　　　　ぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、（１）乃至（10）に掲げる内容のもの（以下、「承継新株

　　　　　予約権」という。）を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約

　　　　　権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持

　　　　　人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

　　（１）交付される承継会社等の新株予約権の数

　　　　　当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権

　　　　　の数と同一の数とする。

　　（２）承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

 　　　　　承継会社等の普通株式とする。

　　（３）承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

　　　　　承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を

　　　　　勘案のうえ、本新株予約権付社債の発行要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は

　　　　　（注）３．（２）②と同様の修正及び（注）３．（３）①乃至⑤と同様の調整に服する。

　　　①　合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の

　　　　　新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得ら

　　　　　れる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領でき

　　　　　るように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財

　　　　　産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られ

　　　　　る数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

　　　②　その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使

　　　　　したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の

　　　　　所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。

　　（４）承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

　　　　　承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権１

　　　　　個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

　　（５）承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

　　　　　当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、（注）

　　　　　４．に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、（注）４．に準ずる制限に服する。

　　（６）承継会社等の新株予約権の行使の条件

　　　　　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　　（７）承継会社等の新株予約権の取得条項

　　　　　定めない。

　　（８）承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

　　　　　事項

　　　　　承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

　　　　　17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

　　　　　たときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合に

　　　　　おいて増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

　　（９）組織再編行為が生じた場合

　　　　　本欄の規定に準じて決定する。

　　（10）その他

　　　　　承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、１株未満の

　　　　　端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する（承継会社等が単元株制度を採用してい

　　　　　る場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める

　　　　　単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１株未満の端数はこれを切り捨て

　　　　　る。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継

　　　　　会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律

　　　　　上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権

　　　　　を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の

　　　　　代わりに交付できるものとする。
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　　　８．償還の方法

　　（１）償還金額

　　　　　各社債の金額100円につき金100円

　　　　　但し、繰上償還の場合は、（２）②に定める金額による。

　　（２）社債の償還の方法及び期限

　　　①　本社債は、2030年12月15日（満期償還日）にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。

　　　②　繰上償還事由

　　（イ）当社に生じた事由による繰上償還

　　（a） 組織再編行為による繰上償還

　　　　　組織再編行為（下記（d）（ⅰ）に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会の承認が不要

　　　　　な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下、「組織再編行為承

　　　　　認日」という。）において、承継会社等（以下に定義する。）の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上

　　　　　場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日（当該組織再編行為の効力発生日前の

　　　　　日とする。）の30日前までに通知のうえ、残存する本社債の全部（一部は不可）を、以下の償還金額で繰上

　　　　　償還するものとする。

　　（b） 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ（以下に定義する。）が100％を超える場合には、各社債の

　　　　　金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100％以下となる場合には、各社債

　　　　　の金額100円につき金100円とする。

　　（c）「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。

    (ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合

         当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額（（注）

　　　　　３．（２）①に定義する。以下同じ。）で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五

　　　　　入し、これを百分率で表示する。）

　　（ⅱ）(ⅰ)以外の場合

　　　　　会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付され

　　　　　る対価を含む条件が決議又は決定された日（決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公

　　　　　表される場合にはかかる公表の日）の直後の取引日（東京証券取引所において売買立会が行われる日を

　　　　　いう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な

　　　　　取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。）に始ま

　　　　　る５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該５連続取引日の

　　　　　最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これ

　　　　　を百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において（注）３．（３）①（ロ）、②（ロ）、③

　　　　　（ヘ）及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引

　　　　　の終値の平均値は、（注）３．（３）に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとす

　　　　　る。

　　（d） それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。

　　（ⅰ）「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結

　　　　　若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計

　　　　　画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は

　　　　　その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受

　　　　　けられることとなるものをいう。

　　（ⅱ）「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分

　　　　　割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、株式交付親会社又はそ

　　　　　の他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当

　　　　　社の義務を引き受けるものをいう。

　　（e） 当社は、（２）（イ）（a）に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すこ

　　　　　とはできない。

　　（ロ）公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還

　　（a） 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見

　　　　　を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてそ

　　　　　の上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社又は公開買付者

　　　　　が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。）、かつ公

　　　　　開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して

　　　　　当該公開買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。）から15日

　　　　　以内に通知のうえ、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部（一部は

　　　　　不可）を、（イ）に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとす

　　　　　る。

　　（b） （イ）及び（ロ）の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、（イ）の手続が適用される。但し、

　　　　　組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に（ロ）に基づく通知

　　　　　が行われた場合には、（ロ）の手続が適用される。

 

　　（ハ）スクイーズアウト事由による繰上償還

　　　　　当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得す
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　　　　　る旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第179条第１項に定義される。）

　　　　　による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上

　　　　　場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合（以下、「スクイー

　　　　　ズアウト事由」という。）、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但

　　　　　し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知したうえで、当該通知において指定した償還日

　　　　　（かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該

　　　　　通知の日から14銀行営業日目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部

　　　　　（一部は不可）を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するも

　　　　　のとする。

　　（ニ）支配権変動事由による繰上償還

　　（a） 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由（以下に定義する。）が生じた場合、当該事由が生じた日後い

　　　　　つでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の

　　　　　日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号(イ)①に記載の償還の場合に準ずる方式に

　　　　　よって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。

　　（b） 「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。

　　　　　特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。）の保有者

　　　　　（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）及びその共同保有者（同法第27条の23第５

　　　　　項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。））の株券等保有

　　　　　割合（同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が50％超となった場合

　　（ホ）上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還

　　（a） 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義する。）が生じた若しく

　　　　　は生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄（審査中）への指定がなされた若

　　　　　しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の12銀行営

　　　　　業日以上前に事前通知を行ったうえで、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一

　　　　　部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

　　（b） 「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。

　　　　　当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第１項各号に定める事由が発生した

場　　

　　　　　合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財

　　　　　務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して６か月を経過する日

　　　　　までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合

　　（ヘ）財務制限条項抵触事由が生じた場合における繰上償還

　　（a） 本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由（以下に定義する。）が生じた場合には、当該事由が生

　　　　　じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の12銀行営業日以上前に事前通知を行ったうえ

　　　　　で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100

　　　　　円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

　　（b） 「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。

　　　　　当社の2026年３月期以降の各事業年度の決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の額

　　　　　が、当該決算期の直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額若しく

　　　　　は2025年３月期末における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額のいずれか大きい方の75％

　　　　　を下回った場合又は2026年３月期以降の決算期末日における連結損益計算書上の経常利益に関して、２期連

　　　　　続して損失を計上した場合 

　　　③　本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

　　（３）利息支払いの方法及び期限

　　　①　本社債の利息は、本新株予約権付社債の払込期日の翌日から満期償還日（但し、繰上償還される場合は繰上

　　　　　償還日）までこれを付するものとし、2026年６月15日を第１回の利払日としてその日（同日を含む。）まで

　　　　　の分を支払い、その後毎年６月15日及び12月15日（但し、繰上償還される場合には、繰上償還日）（以下、

　　　　　「利払日」という。）に、当該利払日の直前の利払日（第１回の利払日においては払込期日）の翌日から当

　　　　　該利払日（同日を含む。）までの期間（以下、「利息計算期間」という。）について、その日までの利息を

　　　　　支払う。但し、半年分に満たない利息計算期間につき利息を計算するときは、１年を365日とする日割りをも

　　　　　ってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

　　　②　利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の直前の銀行営業日に繰り上げ

　　　　　るものとする。

　　　③　本新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に係る各本社債の利息は発生しない。また、当該行使

　　　　　の効力発生日の直前の利払日の翌日から当該行使の効力発生日までの未払利息は、消滅するものとする。

　　　④　償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本につい

　　　　　て、償還期日の翌日（同日を含む。）から弁済の提供がなされた日（同日を含む。）までの期間につき、年

　　　　　14.0％の利率による遅延損害金を付するものとする。
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　　（４）買入消却

　　　①　当社及びその子会社（以下の③に定義する。）は、本新株予約権付社債権者と合意のうえ、随時本新株予約

　　　　　権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。

　　　②　当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により（当社

　　　　　の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後）、

　　　　　当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債

　　　　　に係る本新株予約権は消滅する。当社は、当該消却される本社債の利息について、当該消却日の直前の利払

　　　　　日（第１回の利払日より前に本社債が消却される場合においては払込期日）の翌日（同日を含む。）から当

　　　　　該消却日（同日を含む。）までの期間分の利息を当該消却日に支払うものとする。

　　　③　「子会社」とは、会社法第２条第３号に定める子会社をいう。

 
　　　９．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

　　（１）権利の行使に関する事項についての所有者と間の取決めの内容

　　　　　第１回新株予約権に係る事項の（注）７．（１）をご参照ください。

　　（２）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　　　　　該当事項はありません。

　　（３）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

　　　　　該当事項はありません。

　　（４）その他投資者の保護を図るための必要な事項

　　　　　該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2008年８月19日
(注)

2,500,000 28,978,860 738,750 4,530,543 738,750 4,506,156
 

(注)　第三者割当　発行価格591円　資本組入額295.5円　

割当先　イートンコーポレーション
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(5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

- 6 23 71 49 38 8,399 8,586 ―

所有株式数
(単元)

- 22,014 8,793 56,984 97,859 479 103,329 289,458 33,060

所有株式数
の割合(％)

- 7.60 3.04 19.69 33.81 0.16 35.70 100.00 ―
 

(注)１　自己株式173,517株は「個人その他」に1,735単元含まれ、「単元未満株式の状況」に17株含まれておりま

す。

　　２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

イートンコーポレーション
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

EATON CENTER, 1000 EATONBOULEVARD,
CLEVELAND, OH 44122 U.S.A.
（東京都港区港南2-15-1）

4,947 17.18

KSD-KB
（常任代理人　シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

34-6, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU,
SEOUL, KOREA
（東京都新宿区新宿6-27-30）

1,376 4.78

株式会社横浜銀行
（常任代理人　株式会社日本カ
ストディ銀行）

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
（東京都中央区晴海1-8-12）

1,302 4.52

岩谷産業株式会社 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 1,300 4.51

本田技研工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-2-3 1,233 4.28

日本パーカライジング株式会社 東京都中央区日本橋2-16-8 1,098 3.81

PHILLIP SECURITIES CLIENTS
(RETAIL)
（常任代理人　フィリップ証券
株式会社）

NORTHBRIDGEROAD 250,
RAFFLESCITYTOWER 6F, SGR
（東京都中央区日本橋兜町4-2） 

1,057 3.67

INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人　インタラクティ
ブ・ブローカーズ証券株式会
社）

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,
CONNECTICUT 06830 USA
（東京都千代田区霞が関3-2-5）

603 2.10

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 448 1.56

NOMURA PB NOMINEES LIMITED
OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)
（常任代理人　野村證券株式会
社）

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB,
UNITES KINGDOM
（東京都中央区日本橋1-13-1）

440 1.53

計 ― 13,808 47.94
 

(注)１ イートンコーポレーションは、所有する当社株式をザバンクオブニューヨークメロン140042（常任代理人株

式会社みずほ銀行決済営業部）に信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。

(注)２ KSD-KB（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店）の実質保有者の一部は、柳成企業株式会社（保有

株式：869,000株）及び金龍機械株式会社（保有株式：507,000株）であります。

(注)３ PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL)（常任代理人フィリップ証券株式会社）の実質保有者の一部は、SIAM

MOTORS PARTS CO., LTD.（保有株式：1,057,000株）であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

173,500

完全議決権株式(その他)
普通株式

287,723 ―
28,772,300

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
33,060

発行済株式総数 28,978,860 ― ―

総株主の議決権 ― 287,723 ―
 

(注)１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権40個）が

含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ＮＩＴＴＡＮ

神奈川県秦野市曽屋
518番地

173,500 - 173,500 0.60

計 ― 173,500 - 173,500 0.60
 

(注)　上記の他、単元未満株式17株を所有しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 467 262,401

当期間における取得自己株式 31 18,693
 

（注）当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び買増しによる株式数は含めておりません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

- - - -

消却の処分を行った取得自己株式 - - - -

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

- - - -

その他(譲渡制限付株式報酬による
自己株式の処分)

30,702 11,359,740 - -
     

保有自己株式数 173,517 - 173,548 -
 

（注）当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び買増しによる株式数は含めておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＮＩＴＴＡＮ(E02189)

有価証券報告書

 50/146



 

３ 【配当政策】

当社は、長期的な展望に立ち企業体質の強化を図りながら、経営環境及び収益を勘案しつつ、キャッシュ・フロー

の状況を見極めた上で、可能なかぎりの配当を継続的に行うことを基本としております。

また、当社は中間配当を行うことができる旨を定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基

本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開を総合的に勘案し、中間配当は１株当た

り７円を実施し、期末配当は１株当たり13円を2026年６月24日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であ

ります。

内部留保金につきましては、新製品開発のための研究開発費や事業体質の強化を目的とした設備投資に充当するこ

とを基本としております。

なお、当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に深く感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多

くの株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただけることを目的として、株主優待制度を導入しております。

 

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（円） １株当たりの配当額(円)

2025年10月31日 取締役会決議 201,638,962 7

2026年６月24日 定時株主総会決議 374,469,459 13
 

 

（ご参考）

2026年５月25日に開示いたしました「配当方針の変更に関するお知らせ」のとおり、株主還元方針の明確化を図

る観点から、これまで目安としていた配当性向を基準として位置付け、配当性向30％以上を水準とする配当方針へ

変更することを取締役会にて決議いたしました。なお、配当方針の変更については、2027年３月期より適用いたし

ます。

 
　　■変更後の配当方針

当社は、株主還元を経営上の重要課題の一つと位置付け、経営基盤の強化及び持続的な成長投資との両立を図り

ながら、配当性向30%以上を目安に安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針とします。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の継続的な向上、企業体質の強化及び企業の社会性の観点から、コーポレート・ガバナンス

の充実・強化を経営の最優先課題と位置付け、社会から信頼され、また社会に貢献できる企業を目指し、効率性

の高い経営体制、企業基盤の強化を図るとともに透明性、健全性をともなった公正な経営の推進に努めておりま

す。

なお、当社は、東京証券取引所において制定され、2015年６月１日から適用されたコーポレートガバナンス・

コードに対して、当該コードの各原則の趣旨・精神を十分に踏まえた上で、「コーポレート・ガバナンスに関す

る基本方針」を制定し、適切に実践しております。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であり、監査役は取締役会その他重要会議への出席、業務遂行状況の監査等によ

り、経営者の職務執行の監視を行っております。また、当社は客観的視点・中立的立場からの社外監査役による

監査を実施しており、経営の監査機能の面では十分に機能する体制が整っております。なお、当社の監査役は、

2026年６月23日現在４名（うち社外監査役２名）であります。

取締役会においては、法令で定められた事項やその他重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督し

ております。また、取締役、監査役及び執行役員で構成される常務会を定期的に開催しており、会社の状況にか

かる全ての重要事項について情報を共有し、それらに対して十分な議論を尽くしたうえで、経営の重要な意思決

定や判断が迅速かつ的確に行われる体制が備わっております。なお、当社の取締役は、15名以内とする旨を定款

で定めており、2026年６月23日現在９名（うち社外取締役４名）であります。

また、当社は、役員の選任及び解任や報酬に関する任意の諮問機関として、委員長及び委員の半数以上を独立

社外取締役とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会においては、取締役

及び執行役員の選任及び解任に関する基本方針や選任・解任議案等について、報酬諮問委員会においては、取締

役の報酬決定に関する基本方針や報酬案等について、審議を行い、取締役会に対し助言及び提言を行うものとし

ております。これにより、役員指名・解任や報酬決定プロセスの公正性及び透明性を確保する体制が整っており

ます。

その他の体制として、監査室を設置し、内部統制に係る業務を専門的に行っております。さらに、ガバナンス

委員会を定期的に開催し、内部統制システム及びリスク管理の全社的な推進とそれらに必要な情報の共有化を

図っております。

　上記の体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しているものと判断しており、当社は現行

の体制を採用しております。
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➂　取締役会、監査役会及び各委員会の活動状況

2026年６月23日現在の取締役会、監査役会及び各委員会の構成は次のとおりです。

氏名 役職名 取締役会 監査役会 指名諮問委員会 報酬諮問委員会

李　 太煥
取締役

 (代表取締役）
◎ － ○ ○

安藤　輝明 常務取締役 ○ － － －

鈴木　隆司 常務取締役 ○ － ○ ○

栗原　伸元 取締役 ○ － － －

遠藤　浩光 取締役 ○ － － －

石垣　和男 社外取締役 ○ － ◎ ◎

熊平　美香 社外取締役 ○ － ○ ○

　増田　由美子 社外取締役 ○ － ○ ○

 徳永　健二郎 社外取締役 ○ － － －

髙橋　健二 監査役 ○ ◎ － －

井上　文雄 監査役 ○ ○ － －

山田　章雄 社外監査役 ○ ○ － －

田坂　勇介 社外監査役 ○ ○ － －
 

(注) ○は構成員、◎は機関の長(議長又は委員長)をそれぞれ示しています。

当事業年度（2025年４月１日～2026年３月31日）における取締役会、監査役会及び各委員会への出席状況は次の　

とおりです。

氏名 取締役会 監査役会 指名諮問委員会 報酬諮問委員会

李　 太煥
14/14回
(100％)

－
2/2回
(100％)

3/3回
(100％)

安藤　輝明
14/14回
(100％)

－ － －

鈴木　隆司
14/14回
(100％)

－
2/2回
(100％)

3/3回
(100％)

栗原　伸元
14/14回
(100％)

－ － －

遠藤　浩光
14/14回
(100％)

－ － －

石垣　和男
14/14回
(100％)

－
2/2回
(100％)

3/3回
(100％)

熊平　美香
13/14回
(92.9％)

－
2/2回
(100％)

3/3回
(100％)

　増田　由美子
14/14回
 (100％)

－
2/2回
(100％)

3/3回
(100％)

 徳永　健二郎
12/14回
(85.7％)

－ － －

髙橋　健二
14/14回
(100％)

14/14回
(100％)

－ －

井上　文雄
14/14回
(100％)

14/14回
(100％)

－ －

山田　章雄
14/14回
(100％)

14/14回
(100％)

－ －

田坂　勇介
14/14回
(100％)

14/14回
(100％)

－ －
 

(注)　（ ）内は、出席回数／在任中の開催回数を示しています。
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　　取締役会、監査役会及び各委員会における検討事項は次のとおりです。

　取締役会においては、法令で定められた事項や定款及び取締役会規程等に基づく重要事項を決定するととも

に、当社及び当社グループの重要な業務執行に関する事項（常務会決裁事項、事業の概況、財務状況、各生産拠

点の概況、コンプライアンス案件等）を毎月報告し、それらについての検討、協議がなされています。

 また、上記の他、経営方針及びガバナンスに関する事項を重点的に協議しており、当事業年度においては、主

に、当社の中長期経営ビジョンである「NITTAN Challenge 10」達成、成長戦略の策定などの当社グループの企業

価値向上の実現に寄与する横浜キャピタル株式会社との事業提携、当社グループ内の経営資源の共有や事業提携

を通じた企業価値向上を目的とした韓国の持分法適用関連会社である新和精密株式会社（同社の子会社及び関連

会社を含む）の連結子会社化、より多くの株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的とし

た株主優待制度の一部変更、国内及び海外における全拠点の黒字化に向けた検討、協議がなされました。

監査役会における検討事項は、「４（３）①　監査役監査の状況」に記載のとおりです。

指名諮問委員会では、役員の選任及び解任に関する事項の審議に加え、経営体制の更なる強化等のため、2026

年度役員体制に関し、取締役会スキルマトリックス策定を通じた取締役会の構成、各役員の役割や新役員体制で

取り組むべき共通課題及び取締役サクセッションプランニング等について審議がなされました。

報酬諮問委員会では、役員の報酬決定について各期の業績や当該業績への貢献等を踏まえた審議のほか、取締

役の報酬に関する客観性及び透明性向上によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実化を図ることを目的とし

て、当社の役員報酬制度に関する規程に基づき、取締役個人別の目標設定及び評価の妥当性についての審議がな

されました。
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③　内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社取締役会において決議した「内部統制システムに関する基本方針」は次のとおりであります。

１．当会社及び当会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保する

ための体制

当会社は、法令遵守を企業活動の根幹と位置づけ、経営理念、ＮＩＴＴＡＮグループ・グローバル行

動規範、企業行動規範、グローバル・コンプライアンス・プログラムの精神及び具体的内容を当会社及

び当会社グループ各社に周知、徹底する。当会社は、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性の確保

及び会社法に準拠するための内部統制推進体制を構築し、その運用及び評価を実施する。また反社会的

勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築する。

 

２．当会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理並びに当会社の子会社の取締役等の職務の執行

に係る事項の当会社への報告に関する体制

当会社は、株主総会議事録及び取締役会議事録等の法定文書のほか、職務執行に係わる情報が記載さ

れた記録（電磁的記録を含む）を関連資料とともに文書管理規程その他社内規程に従い、適切に保存

し、管理する。

当会社は、当会社グループ各社の取締役会に対し、法定事項に加え、当会社及び当会社グループ各社

に重大な影響を及ぼす事項について報告するよう指示を行うことにより速やかに報告する体制を整備す

る。

 
３．当会社及び当会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当会社は、ガバナンス規程に基づくガバナンス委員会、グループ内部通報制度規程に基づくホットラ

イン及び内部監査規程に基づく内部監査を通じ、当会社及び当会社グループ各社の損失の危険を未然に

予防し、リスクの最小化を図る。

 
４．当会社及び当会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当会社は、取締役会規程、常務会規程及び稟議規程により当会社の権限委譲及び意思決定のルールを

定め、業務を効率的に実施する。また当会社は、各部門、当会社グループ各社に対して、経営計画策定

規程及び方針管理規程に基づき、経営目標に沿った方針、計画の策定及び管理を行い、グループ全体に

おける業務の効率化を実現する。

 
５．当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項

監査役は、必要に応じ、監査業務を補助すべき使用人を置くことを当会社に求めること及び当会社の

使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。監査役の監査業務を補助する

使用人及び監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その業務の遂行又は監査役の命令に関

して、取締役又は部門長等の指揮命令を受けないものとする。また監査役の監査業務を補助する使用人

の人事事項（異動、評価及び懲戒等）については、監査役との事前協議を要するものとする。

 
６．次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制

イ．当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告する

ための体制

ロ．当該監査役設置会社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査

役設置会社の監査役に報告するための体制

当会社は、監査役会に対し、当会社及び当会社グループ各社における法定事項に加え、当会社及び

当会社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項、当会社及び当会社グループ各社における内部監査の

実施状況、当会社及び当会社グループ各社において各社の内部通報制度に基づくホットラインにより

通報された重大な事項について速やかに報告する体制を整備する。

　報告の方法については、監査役との協議により決定するものとする。但し、 監査役は、必要に応

じて、いつでも当会社及び当会社グループ各社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができ

るものとする。また当会社グループ各社のコンプライアンスの状況等に関し、当会社グループ各社の

監査役又はその報告を受けた者が定期的に監査役に報告する体制を整備する。
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７．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制

当会社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なう

ことを禁止し、その旨を周知徹底する。またグループ内部通報制度規程において、ホットラインにより

通報した者に対する不利な取扱いの禁止を規定する。

 
８．当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が監査業務にかかる諸費用を当会社に請求した場合は、当該費用が監査業務に必要でないと認

められた場合を除き、その費用を負担する。また当会社は、監査業務にかかる費用を支弁するため、必

要に応じ、一定額の予算を確保するものとする 。

 
９．その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当会社の取締役会は、監査役会の監査業務が適切に、かつ効果的に行われるために、監査役会と定期

的に情報を交換する。

 
④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、

法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及

び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を締結し、当該保険契約

により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険

契約期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を填補することとしてお

ります。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、

一定の免責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役並びに当社が採用

する執行役員制度上の執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が

負担しております。また、次回契約更新時には同内容での契約更新を予定しております。

 
⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選

任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによる株主総会の円滑な運営を目的として、会社

法第309条第２項の規定によるべき株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑧ 自己株式の取得の決定機関

当社は、機動的な資本政策が遂行できるよう、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって

市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 剰余金の配当（中間配当）の決定機関

当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配

当）をすることができる旨を定款に定めております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　　2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。

　　　　 男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役社長
先行開発部担当

李　　　太　煥 1964年12月１日生

1989年４月 起亜自動車株式会社入社

1995年３月 当社入社

1995年３月 韓国事務所長

2007年６月 営業統括部海外業務部長

2011年６月 取締役

2011年６月 営業統括部営業開発部部長

2011年12月 営業統括部部長兼営業開発部部長

2013年４月 営業部門担当兼営業統括部部長

2015年６月 常務取締役

2015年６月 営業統括、総務部門担当

2015年７月 営業統括、総務、生産性革新部門担当

2016年２月 営業統括、総務、生産性革新部門担当

兼グローバル・コンプライアンス責任

者

2016年６月 常務取締役執行役員

2016年11月 営業統括、総務、生産性革新部門担当

兼事業本部副本部長兼グローバル・コ

ンプライアンス責任者

2016年12月 事務間接管掌兼営業統括、生産性革新

部門担当兼事業本部副本部長兼グロー

バル・コンプライアンス責任者

2017年６月 事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼

事業本部副本部長兼グローバル・コン

プライアンス責任者

2019年３月 経営企画部門担当

2019年６月 専務取締役執行役員

2021年６月 専務取締役

2022年６月 代表取締役社長（現）

2024年３月 先行開発部担当（現）

(注)３ 103

常務取締役執行役員
製造本部、量産開発部、生
産技術開発部担当

安　藤　輝　明 1963年６月９日生

1986年４月 当社入社

2005年12月 技術研究所第１技術開発部長

2006年７月 技術統括部技術開発部長

2007年６月 技術統括部製品開発部長

2008年９月 ニッタン・グローバル・テック㈱　出

向

2008年９月 同社技術部長

2010年１月 経営企画部海外統括室長

2011年６月 海外統括室室長

2013年３月 ニッタン・グローバル・テック㈱　出

向

2013年３月 同社副社長

2014年３月 同社代表取締役社長

2017年６月 取締役執行役員

2017年６月 生産技術部門担当

2019年３月 事業本部副本部長兼第２事業、生産技

術部門担当

2021年３月 事業本部部門担当兼事業本部本部長

2024年３月 事業本部、量産開発部、生産技術開発

部、製造技術開発部担当

2024年６月 常務取締役執行役員（現）

2025年２月 製造本部、量産開発部、生産技術開発

部担当（現）

(注)３ 59
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
(千株)

常務取締役
事務間接管掌
兼営業部担当

鈴　木　隆　司 1964年12月24日生

1988年４月 株式会社東陽コンピューターサービス入

社

1992年５月 当社入社

2012年４月 営業統括部第１営業部部長

2015年６月 営業統括部部長兼第１営業部部長

2017年６月 取締役執行役員

2017年６月 営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ

戦略副責任者

2018年６月 取締役

2019年３月 営業統括部門担当兼GMO（グローバルマ

ネジメントオフィサー）（副担当）兼中

空エンジンバルブプロジェクト（副担

当）

2020年６月 取締役執行役員

2020年６月 GMO（グローバルマネジメントオフィ

サー）兼海外統括室担当

2021年２月 GMO（グローバルマネジメントオフィ

サー）兼海外統括部門担当

2021年６月 取締役

2022年６月 GMO（グローバルマネジメントオフィ

サー）兼海外統括部門担当兼グローバ

ル・コンプライアンス責任者

2024年６月 常務取締役（現）

2024年６月 事務間接管掌

2026年２月 事務間接管掌兼営業部担当（現）

(注)３ 48

取締役執行役員
人事部、品質保証部、購

買部担当
栗　原　伸　元 1965年２月17日生

1988年４月 株式会社明電舎入社

1998年４月 日本イートン株式会社入社

2008年９月 当社入社

2012年４月 営業統括部第２営業部部長

2017年６月 営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２

営業部部長

2018年３月 営業統括部部長兼第２営業部部長

2018年６月 執行役員

2019年10月 営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２

営業部部長

2020年６月 取締役執行役員(現)

2020年６月 営業統括部担当兼営業統括部部長兼第１

営業部部長兼第２営業部部長兼中空エン

ジンバルブプロジェクト（副担当）

2021年３月 営業統括部担当兼営業統括部部長兼第１

営業部部長兼第２営業部部長

2021年４月 営業統括部担当兼営業統括部部長兼第２

営業部部長

2025年６月 営業統括部、購買部担当兼営業統括部部

長兼第２営業部部長

2026年２月 人事部、品質保証部、購買部担当(現)

(注)３ 39
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役執行役員
ＧＭＯ(グローバルマネジ
メントオフィサー)兼海外
統括部、情報システム部
担当兼グローバル・コン
プライアンス責任者

遠　藤　浩　光 1971年４月７日生

1997年４月 当社入社

2011年８月 技術統括部製品開発部小型バルブグ

ループグループリーダー

2012年４月 海外統括室欧米グループグループリー

ダー

2014年４月 海外統括室JV統括グループグループ

リーダー兼企画グループグループリー

ダー

2015年３月 海外統括室次長

2016年３月 海外統括室室長

2021年２月 海外統括部部長

2021年６月 執行役員

2021年６月 海外統括部担当

2024年６月 取締役執行役員（現）

2024年６月 ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィ

サー)兼海外統括部担当兼グローバル・

コンプライアンス責任者

2025年２月 ＧＭＯ（グローバルマネジメントオ

フィサー）兼海外統括部、情報システ

ム部担当兼グローバル・コンプライア

ンス責任者（現）

(注)３ 13

取締役 石　垣　和　男 1952年４月30日生

1978年４月 株式会社熊谷組入社

2006年６月 同社取締役執行役員土木事業本部長

2007年４月 同社常務取締役常務執行役員土木事業

本部長

2012年４月 同社専務取締役専務執行役員土木事業

本部長

2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員副社長

2017年７月 同社常任顧問

2018年６月 当社取締役（現）

2018年７月 株式会社熊谷組非常勤顧問

(注)３ 12

取締役 熊　平　美　香 1960年９月22日生

1985年４月 株式会社熊平製作所入社

1989年５月 同社取締役

1990年６月 株式会社東京クマヒラ常務取締役

1993年４月 ザ・ベアー・グループInc.代表取締役

1997年４月 株式会社エイテッククマヒラ代表取締

役（現）

2004年４月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社取締役

2009年４月 日本教育大学院大学学長

2011年４月 一般財団法人クマヒラセキュリティ財

団代表理事（現）

2014年４月 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構

キャリアカレッジ学院長（現）

2014年５月 公益財団法人AFS日本協会理事長

2015年９月 一般社団法人21世紀学び研究所 代表理

事（現）

2019年６月 当社取締役（現）

2020年２月 キユーピー株式会社社外監査役 (現)

2023年12月 株式会社ベター・プレイス社外取締役

2024年３月 サイボウズ株式会社社外取締役 (現)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 増　田　由美子 1955年10月20日生

1990年６月 株式会社ベルシステム入社

1994年４月 同社バンキンググループマネー

ジャ　ー

1996年９月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年４月 同社社内ウィメンズカウンシル（女性

活用タスク）委員

2003年１月 同社GSコンサルティング部門金融戦略

コンサルティングクラスターパート

ナー職

2006年７月 SAPジャパン株式会社入社

2006年７月 同社フィールドサービス統括本部スト

ラテジックインダストリーディレク

ター

2009年６月 株式会社消費者の声研究所代表取締役

（現）

2018年６月 株式会社ピーシーデポコーポレーショ

ン社外取締役

2022年６月 株式会社DTS社外取締役（現）

2023年４月 大多喜ガス株式会社顧問

2023年４月 関東天然瓦斯開発株式会社顧問

2024年６月 当社取締役（現）

2025年３月 K＆Oエナジーグループ株式会社社外取

締役（現）

(注)３ 0.4

取締役 徳　永　健二郎 1966年９月20日生

1990年４月 株式会社日立製作所入社

1999年８月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2005年８月 ＧＥキャピタル・リーシング株式会社

入社

2006年８月 日本フィリップス株式会社入社

2006年９月 ＮＸＰセミコンダクターズジャパン株

式会社（現 ＮＸＰジャパン株式会社）

入社

2010年９月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社

入社

2011年５月 エイブリィ・デニソン・ジャパン株式

会社入社

2015年８月 日本イートン合同会社入社

2015年８月 同社ジャパン・カントリー・コント

ローラー（現）

2021年６月 当社取締役 (現)

(注)３ ―

監査役
（常勤）

髙　橋　健　二 1957年４月19日生

1980年４月 日産自動車株式会社入社

1993年３月 株式会社ユニシアジェックス出向

2002年11月 株式会社日立ユニシアオートモティブ

（現Astemo株式会社）入社

2009年10月 当社入社

2010年２月 総務部法務室室長

2012年４月 総務部法務・知財室室長兼法務グルー

プグループリーダー

2016年６月 コーポレート・ガバナンス部部長兼法

務グループグループリーダー

2024年６月 常勤監査役（現）

(注)４ 4
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役 井　上　文　雄 1961年1月30日生

1983年３月 当社入社

2005年１月 PT.フェデラルニッタンインダストリー

ズ出向

2007年４月 製造統括部山陽工場長

2009年６月 取締役

2009年６月 製造統括部副部長兼歯車VCP工場長

2010年６月 営業担当

2011年６月 営業統括部部長

2011年12月 製造統括部部長

2013年４月 製造部門担当兼製造統括部部長

2015年６月 製造統括、購買部門担当兼製造統括部

部長

2016年６月 取締役執行役員

2016年６月 製造統括部門担当兼製造統括部部長

2016年11月 購買部門担当

2019年３月 購買、生産性革新部門担当

2022年６月 監査役（現）

(注)４ 75

監査役 山　田　章　雄 1955年２月24日生

1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士

事務所（現有限責任あずさ監査法人）

入所

1982年４月 公認会計士登録

2009年８月 有限責任あずさ監査法人パートナー

2017年７月 山田章雄公認会計士事務所開設 (現)

2018年６月 当社監査役（現）

2018年６月 ファイザーヘルスリサーチ振興財団監

事（現）

2018年７月 楽天インシュアランスホールディング

ス株式会社社外監査役（現）

2021年10月 株式会社内田洋行社外監査役（現）

2022年６月 株式会社熊谷組社外監査役（現）

(注)４ ―

監査役 田　坂　勇　介 1965年10月１日生

1989年４月 株式会社横浜銀行入行

2011年５月 同行湯河原支店長

2012年11月 同行長後支店長

2013年11月 同行港北ニュータウン南支店長

2016年４月 同行ダイレクト営業部長

2018年４月 同行執行役員デジタル推進プロジェク

トチーム担当兼総合企画部副担当

2018年10月 同行執行役員総合企画部長兼デジタル

推進プロジェクトチーム担当

2019年４月 同行執行役員営業戦略部長兼営業本部

副本部長

2020年８月 同行執行役員デジタル戦略部長

2022年６月 スカイオーシャン・アセットマネジメ

ント株式会社代表取締役社長

2023年８月 株式会社NTTデータ経営研究所 シニア

スペシャリスト（現）

2023年８月 株式会社NTTデータ 金融イノベーショ

ン本部ビジネスデザイン室エグゼク

ティブ・バンキング・ストラテジスト

（現）

2024年６月 当社監査役（現）

(注)４ ―

計 357
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(注)１　取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり

　　　　ます。

２　監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。

６ 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。

なお、当該補欠監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の

略歴は次のとおりです。

 
 

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

原　田　清　朗 1957年10月15日

1981年４月 動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究

開発機構）入社

―

1989年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監

査法人) 入所

1993年３月 公認会計士登録

2011年５月 有限責任あずさ監査法人 パートナー就任

2020年７月 公認会計士原田清朗事務所開設（現）

2021年６月 当社補欠監査役（現）

2023年６月 公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理セ

ンター理事（現）
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② 社外取締役及び社外監査役

当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めて

おりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるお

それのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選

任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営

全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。

当社の社外取締役は４名であり、３名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、

当社の社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関す

るノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の

社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、

役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を

行っております。

社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等

企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイ

バーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的

な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取

締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制

や役員報酬制度に関する議論に貢献しております。

社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活

躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このよう

なことから、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革

への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮

問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しております。

社外取締役徳永健二郎は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合

同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資

系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富

な経験を有しており、海外展開をしている当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の今後のビジネス展

開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。

社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その

豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しており

ます。

社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計及びデジタルトランスフォーメーション

（DX）の分野に関する相当程度の知見や経験及びこれらの実績を有しており、今後、当社グループのビジネス

拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験を当社の監査に反映することにより、当社の経営の合理性及

び透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることから当社の社外監査役に選任してお

ります。

また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありまし

たが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありませ

ん。

独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼

職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関

係はありません。

独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼

職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関

係はありません。

独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職

先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係

はありません。

独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト

等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特

別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、監査室及び会計監査人と相互に連携

をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は４名（うち社外監査役２名）で構成されております。常勤監査役の活動としては、監査役会

で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他経営に関する重要な会議に出席、重要な書類等

の閲覧、主要な事業所への往査、子会社への調査等を通じた監査を行い、これらの結果を毎月１回監査役会へ報

告するとともに、会計監査人と連携し、監査体制の強化・充実を図っております。

各監査役は、取締役会等への出席、常勤監査役からの活動報告、監査室、経理部、会計監査人等からの業務執

行状況のヒアリング、代表取締役等との意見交換会を実施し、必要に応じて意見を表明するとともに、取締役の

職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。

監査役会における具体的な検討事項は、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任、

会計監査人の報酬、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」、各四半期において会計

監査人とのレビュー内容を含む意見交換等であります。

 
②　内部監査の状況

 内部監査につきましては、社長直属の組織である監査室（６名）が、期首に内部監査計画を策定、当社及びグ

ループ各社において適正な監査を行い、被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善是正指示を行っておりま

す。また、代表取締役、取締役（社内）、執行役員及び監査役（社内）が出席するガバナンス委員会において内

部監査に関する定期的な報告を行い、内部統制システムの全社的推進と運営に必要な情報の共有化を図り、シス

テムの整備・強化を図っております。

　監査役、監査役会、監査室及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くなど相互に連携を密にし、監査結果に

ついても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。

 
➂　会計監査の状況

　(監査法人の名称)

　EY新日本有限責任監査法人

 
　(継続監査期間)

　20年

 
(業務を執行した公認会計士)

業務を執行した公認会計士の氏名 清　本　雅　哉

 河 原 寛 弥

監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 ３名

 その他　　 15名
 

 
(監査法人の選定方針と理由)

当社では、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の妥当性を総合的に勘案し、会計監査人を

選定しております。 

また、会計監査人が会社法第340条第１項の各号のいずれかに該当すると認められる場合、各監査役の同意に

より解任いたします。 

また、上記の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要性があ

ると判断した場合、これらを反映させるための株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任し

ないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。

 (監査役及び監査役会による監査法人の評価)

当社は、下記の２項目を監査役会で協議し評価を行っております。 

その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認し、再任を決議しました。 

・日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に作成

した評価基準に基づく評価結果 

・監査法人に対する日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査結果
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(監査報酬の内容等)

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 55,610 ― 55,610 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 55,610 ― 55,610 ―
 

(注)　上記以外に前連結会計年度においては、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬として6,000千円を、当連結会

計年度においては、前連結会計年度の監査に係る追加報酬として11,800千円を支払っております。

 
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst&Young）に対する報酬（a.を除く）

区　分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 24,332 ― 29,547 ―

連結子会社 48,634 16,710 45,565 15,364

計 72,966 16,710 75,113 15,364
 

(注)　連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及び移転価格文書作成支援等であります。

 

c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 
d. 監査報酬の決定方針

報酬を決定するに際しては、会社の規模・特性・監査日数・内容等を勘案して監査法人と協議し、会社法の定

めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査役会では、会計監査人の監査チーム体制、監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、会

社法第399条第１項に定める会計監査人の報酬等の同意を行っています。
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(4) 【役員の報酬等】

①　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)固定報酬

業績連動
報酬等

譲渡制限付
株式報酬

取締役
(社外取締役を除く。)

117,769 72,974 33,436 11,359 5

監査役
(社外監査役を除く)

22,774 22,774 － － 2

社外役員 27,000 27,000 － － 5

合　　計 167,543 122,748 33,436 11,359 12
 

 

（注）１ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が１億円以上である役員が存

在しないため、記載を省略しております。

 ２ 上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。

 
②　使用人兼務役員の使用人給与

総額(千円)
対象となる役員の
員数(名)

内容

6,550 1 使用人としての基本報酬
 

 
③　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ　業績連動報酬等に関する事項

取締役（社外取締役を除きます。）に対し中期経営計画の目標達成を促すインセンティブを付与し、業績向

上に対する意識やモチベーションを一層高め、持続的な企業価値向上を図るために、業績連動報酬等として賞

与を支給しております。

中期経営計画との関連性を強化するという観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業

績指標とし、単年度における当該指標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。また、各取締役

（会長及び社長を除きます。）の役割及び業績への意識・貢献をより強く動機づけるよう、MBO（Management

by Objectives）を併用し、個別目標の達成度に応じた支給率の変動幅を設けております。

ロ　非金銭報酬等の内容

取締役（社外取締役を除きます。）に対し株価と連動する株式報酬を交付し、株主の皆様との価値共有を促

進することで、企業価値の持続的向上を図ることとしております。

原則として毎年１回、当社役員報酬規程等にもとづき算出される金銭報酬債権を支給し、同債権額に応じて

自己株式を割り当てる譲渡制限付株式を交付しております。交付する株式は、株主価値の共有を中長期にわ

たって実現するために株式交付日から取締役の地位を退任するまでの間、譲渡や担保権の設定等の処分ができ

ないものとしております。
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ハ　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項

取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年６月23日の第84回定時株主総会において、取締役が年額350,000

千円以内（ただし、使用人給与は含みません。）、監査役が年額50,000千円以内と決議いただいております。

また、2020年６月24日開催の第98回定時株主総会決議において取締役（社外取締役を除きます。）に対する

譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総

額を年額30百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を14万株以内（ただし、決議

の日以降、当社の普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含みます。）又は株式併合が行われた

場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理

的に調整できるものとします。）と決議いただいております。

ニ　決定方針の決定方法

当社は、2020年５月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を含

む当社の役員報酬制度に関する基本方針、「役員報酬ポリシー」を制定しております。

ホ　決定方針の内容の概要

当社の役員報酬制度については、以下を基本方針としております。

・各取締役の目標や重視すべき業績指標を明確にし、中長期経営目標に対するモチベーションの向上を促す

仕組みであること

・株価と連動する株式報酬を取締役に対して付与することで、中長期の持続的な成長を促し株主との利益共

有を図ること

・各取締役の役割及び業績への貢献度の適正な反映を図ること

・今後の多角的な事業展開を見据えて優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること

・報酬制度及び水準等については、報酬諮問委員会で妥当性を検証し客観性・透明性のある形で決定するこ

と

ヘ　報酬構成及び水準

当社の役員報酬は、職責等に応じた月額固定となる「固定報酬」、単年度の経営指標等に基づき変動する業

績連動報酬としての「賞与」、株価との連動による長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」から構成さ

れ、報酬水準は、当社の経営環境を考慮した上で、外部専門機関の客観的な報酬市場調査データによる同業他

社や製造業の企業をピアグループとして水準を調査・分析を行い上記基本方針に沿って水準を設定しておりま

す。なお、社外取締役及び監査役については、その職務の性質等に鑑み、固定報酬のみで構成しております。

ト　取締役の個人別の報酬等の決定方法

各取締役の報酬額の決定は、プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役３名以上で且つ半数以上

が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会が、代表取締役社長の策定した個別支給額及び評価等を含む報

酬原案に対し審議を行い、独立社外取締役である報酬諮問委員会委員長が取締役会に助言及び提言を行ってお

ります。取締役会は、同委員会の助言及び提言を十分に尊重し決定するものとしております。なお同委員会

は、役員報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価や固定報酬、業績連動報酬等や譲渡制

限付株式報酬（金銭報酬債権額）の支給額の妥当性について審議を行っております。

また、取締役会の決定で、取締役の個別支給額の配分を同委員会の助言及び提言を十分に尊重することを条

件に代表取締役社長へ一任することができることとしております。なお、同委員会の助言及び提言と異なる配

分を行った場合は、代表取締役社長は取締役会へ、その旨及び理由を報告することとしております。

チ　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度におきましては、固定報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬（金銭報酬債権額）につい

て、取締役会において代表取締役社長李 太煥に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を

行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績

を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。なお、

決定した内容については報酬諮問委員会の審議を経ており、同委員会の助言及び提言の内容に従っていること

から、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、相手

企業との関係を維持発展することを目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として保有

しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、相手企業との関係を維持発展することを目的として、政策保有株式を保有しております。当社は、

毎年、取締役会において、簿価、期末時点の時価及び取引高等を総合的に勘案し、定期的に株式保有が保有目

的に適合しているか検証を行っており、検証の結果、保有の合理性が認められない場合には売却等処分するこ

ととしております。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 5 14,801

非上場株式以外の株式 9 5,014,760
 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 ― ― ―
 

　

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 8 1,112,342
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

本田技研工業株式会社
3,002,250 3,002,250

輸送用機器部品の重要な販売先としての
取引関係の維持・強化のため保有してお
ります。

有
3,775,329 4,030,520

株式会社シンニッタン
― 1,359,800

― 無
― 546,639

株式会社横浜フィナン
シャルグループ(注1)

472,707 472,707
同社の子会社である株式会社横浜銀行
は、主要な取引銀行であり、当社の財務
活動円滑化を目的として保有しておりま
す。

無
(注2)649,499 463,820

株式会社ＳＵＢＡＲＵ ― 83,300 ― 無
― 220,328

岩谷産業株式会社
116,928 116,928

グローバル産業ガス調達の強化と水素関
連商品開発における関係強化のため保有
しております。

有
234,440 174,748

日本パーカライジング株
式会社

93,044 93,044 表面処理技術の競争力向上における関係
強化のため保有しております。

有
134,634 110,164

マツダ株式会社
― 90,000

― 無― 84,798

スズキ株式会社 ― 40,000 ― 無
― 72,400

株式会社オーネックス
31,300 31,300

表面処理技術と熱処理技術の競争力向上
を目的とした関係強化のため保有してお
ります。

有
51,332 67,169

株式会社三菱ＵＦＪフィ
ナンシャル・グループ

22,550 22,550
同社の子会社である株式会社三菱ＵＦＪ
銀行は、主要な取引銀行であり、当社の
財務活動円滑化を目的として保有してお
ります。

無
58,630 45,348

ダイハツインフィニアー
ス株式会社(注3)

― 22,000
― 無

― 37,686

株式会社クボタ
― 18,487

― 無
― 33,851

株式会社みずほフィナン
シャルグループ

7,109 7,109
同社の子会社である株式会社みずほ銀行
は、主要な取引銀行であり、当社の財務
活動円滑化を目的として保有しておりま
す。

無
(注4)43,272 28,798

三井住友トラストグルー
プ株式会社

6,930 6,930
同社の子会社である三井住友信託銀行株
式会社は、主要な取引銀行であり、当社
の財務活動円滑化を目的として保有して
おります。

無
33,970 25,779

日野自動車株式会社
― 60,637

― 無
― 25,425

野村ホールディングス　
株式会社

27,949 27,949
同社の子会社である野村證券株式会社
は、主要取引証券会社であり、取引関係
の円滑化を目的として保有しておりま
す。

無
33,650 25,383

井関農機株式会社
― 75

― 無
― 81

 

（注）１　株式会社横浜フィナンシャルグループについては、2025年10月1日付で株式会社コンコルディア・フィナン

シャルグループより商号変更しております。

２　株式会社横浜フィナンシャルグループについては、当社株式を保有しておりませんが、子会社である株式会

社横浜銀行が当社株式を保有しております

３　ダイハツインフィニアース株式会社については、2025年５月２日付でダイハツディーゼル株式会社より商号

変更しております。

４　株式会社みずほフィナンシャルグループについては、当社株式を保有しておりませんが、子会社である株式

会社みずほ銀行が当社株式を保有しております。

５　定量的な保有効果については記載が困難であります。保有株式については、取締役会において、簿価、期末

時点の時価及び取引高等を総合的に勘案し、株式保有が保有目的に適合しているかを検証しております。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

   人材戦略に関する方針

当社グループは、国内外に複数の生産・販売拠点を展開する企業として、グローバル競争下で持続的に成長する

ための人的基盤の強化を人材戦略の中心に据え、人材育成４柱を掲げ「多様な人材活躍推進」「マルチスキル人

材・専門人材の育成」「中核人材・後継者の育成」「従業員の自律的なキャリア形成の支援」を進めています。こ

の戦略のもと、従業員一人ひとりが自身の意思・成長・変化に応じて柔軟に活躍できる組織づくりを進めており、

制度や教育環境の整備にも継続的に取り組んでいます。こうした取り組みを支える仕組みとして、当社は目標管理

とコンピテンシー評価を組み合わせた成果型職能資格制度を採用し、半期ごとに業務成果と行動特性を総合的に評

価しています。適正な評価に基づき昇給・昇格を行っており、処遇の公平性や役割期待との整合性を保つ観点か

ら、今後は必要に応じて降格を含む処遇の見直しも実施する予定です。これらの評価結果は昇給・昇格・賞与など

の処遇に反映され、個人の成果・行動と組織の価値創出が結びつく給与決定体系として機能しています。また、評

価結果は配置や育成施策とも連動し、グループ全体の人材ポートフォリオ最適化と競争力向上につながるよう運用

しています。

 
(2) 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

小型エンジンバルブ 2,123 [188]

舶用部品 130 [29]

歯車 73 [16]

その他 159 [43]

全社 18 [2]

合計 2,503 [278]
 

(注) １　従業員は、就業人員であり、臨時従業員数は[　]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　全社として記載されている従業員数は、親会社の経理等の管理部門の従業員であります。
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(2) 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

660 [148] 45.8 20.0 6,726,921 1.9
 

 
管理職に占める

女性労働者の割合(％)
(注1)

男性の育児休業等
取得率(％)
(注2)

男女の賃金の格差(注1、注3、注4、注5)

全労働者(％) うち正規雇用労働者(％) うちパート・有期労働者(％)

1.1 83.3 59.4 78.9 70.8
 

(注) １　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２　「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３　当社では正規・非正規従業員のいずれにおいても、男女で賃金制度を含む人事諸制度及び昇格・昇給の運用

について差を設けておりません。

４　正規従業員は、等級により異なる賃金水準を設定しておりま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女で等級毎の人数分布に差があるため、賃金において差

異が生じております。

５　非正規従業員は、パートタイマー・有期労働者等を対象としており、雇用形態の区分による賃金の差があり

ます。また、非正規従業員のうち、賃金で低位にあるパートタイマーの雇用形態の人数及び女性比率が高い

ため、賃金において差異が生じています。また、女性従業員に占めるパートタイマーの雇用形態の人数比率

が高いため、全労働者の賃金差異が大きくなっております。

 

セグメントの名称 従業員数(名)

小型エンジンバルブ 393 [87]

舶用部品 130 [29]

歯車 73 [16]

その他 46 [14]

全社 18 [2]

合計 660 [148]
 

(注) １　従業員は、就業人員であり、臨時従業員数は[　]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　全社として記載されている従業員数は、経理等の管理部門の従業員であります。

 

(3) 労働組合の状況

組合の名称 JAM NITTAN労働組合

組合の所属 日本労働組合総連合会　ＪＡＭ

組合員数 　                　 524名
 

労使の関係は組合結成以来安定しており、特記事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基

づいて作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監

査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入し、また、監査法人及び各種団体の主催する講習会に参加する等積極的な情報収集活動に努

めております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,272,996 11,565,178

  受取手形及び売掛金 ※1  9,195,033 ※1  8,964,751

  商品及び製品 3,475,143 3,705,616

  仕掛品 2,322,515 2,204,822

  原材料及び貯蔵品 5,294,252 5,117,632

  その他 1,972,673 968,304

  流動資産合計 31,532,615 32,526,305

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） ※4  8,406,455 ※4  8,277,222

   機械装置及び運搬具（純額） 12,813,307 11,970,565

   土地 ※4  1,545,393 ※4  1,478,724

   建設仮勘定 1,221,000 2,012,707

   その他（純額） 727,651 842,237

   有形固定資産合計 ※2  24,713,809 ※2  24,581,457

  無形固定資産 1,267,711 1,600,375

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※3  7,664,081 ※3  6,832,121

   出資金 ※3  209,545 ※3  213,521

   長期貸付金 31,005 31,729

   繰延税金資産 690,383 622,596

   退職給付に係る資産 ― 161,102

   その他 531,567 377,091

   貸倒引当金 △27,268 △27,701

   投資その他の資産合計 9,099,315 8,210,462

  固定資産合計 35,080,835 34,392,295

 資産合計 66,613,450 66,918,600
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,583,087 4,250,840

  短期借入金 ※5  5,632,032 ※5  4,739,650

  1年内償還予定の社債 54,000 ―

  未払法人税等 357,910 286,817

  賞与引当金 352,939 411,155

  役員賞与引当金 19,472 33,538

  その他 5,231,492 4,780,285

  流動負債合計 16,230,934 14,502,287

 固定負債   

  転換社債型新株予約権付社債 ― 1,494,500

  長期借入金 ※5  6,324,727 ※5  4,655,153

  繰延税金負債 2,180,955 2,047,431

  退職給付に係る負債 3,221,910 3,170,450

  その他 608,999 703,826

  固定負債合計 12,336,593 12,071,362

 負債合計 28,567,528 26,573,649

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,530,543 4,530,543

  資本剰余金 4,496,832 4,499,653

  利益剰余金 14,272,256 16,125,290

  自己株式 △56,661 △48,385

  株主資本合計 23,242,970 25,107,101

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,251,257 2,947,550

  為替換算調整勘定 2,032,784 2,230,331

  退職給付に係る調整累計額 501,902 694,131

  その他の包括利益累計額合計 5,785,945 5,872,013

 新株予約権 ― 2,177

 非支配株主持分 9,017,007 9,363,657

 純資産合計 38,045,922 40,344,950

負債純資産合計 66,613,450 66,918,600
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 51,446,480 51,676,563

売上原価 ※1,※3  44,823,694 ※1,※3  42,536,287

売上総利益 6,622,785 9,140,275

販売費及び一般管理費 ※2,※3  5,115,144 ※2,※3  5,142,212

営業利益 1,507,640 3,998,062

営業外収益   

 受取利息 142,718 131,824

 受取配当金 286,241 265,819

 持分法による投資利益 203,025 250,875

 雑収入 125,482 156,519

 営業外収益合計 757,467 805,038

営業外費用   

 支払利息 228,749 283,557

 為替差損 67,740 37,818

 支払手数料 30,803 34,269

 雑損失 41,483 23,813

 営業外費用合計 368,776 379,458

経常利益 1,896,332 4,423,642

特別利益   

 固定資産売却益 ※4  32,246 ※4  85,855

 投資有価証券売却益 ― 592,872

 受取保険金 ※5  787,821 ―

 特別利益合計 820,067 678,728

特別損失   

 固定資産売却損 ※6  732 ―

 固定資産除却損 ※7  46,847 ※7  56,965

 減損損失 ※8  412,793 ※8  415,101

 損失補償金 ※9  29,355 ―

 特別損失合計 489,729 472,067

税金等調整前当期純利益 2,226,670 4,630,303

法人税、住民税及び事業税 1,170,828 1,138,506

法人税等調整額 △191,971 34,373

法人税等合計 978,856 1,172,880

当期純利益 1,247,814 3,457,422

非支配株主に帰属する当期純利益 617,607 1,230,099

親会社株主に帰属する当期純利益 630,206 2,227,323
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

当期純利益 1,247,814 3,457,422

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △1,165,299 △304,013

 為替換算調整勘定 1,616,219 316,257

 退職給付に係る調整額 517,480 232,172

 持分法適用会社に対する持分相当額 29,526 35,586

 その他の包括利益合計 ※1  997,927 ※1  280,003

包括利益 2,245,741 3,737,426

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 922,548 2,313,392

 非支配株主に係る包括利益 1,323,192 1,424,033
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,530,543 4,495,375 14,015,877 △66,535 22,975,260

当期変動額      

剰余金の配当   △373,827  △373,827

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  630,206  630,206

譲渡制限付株式報酬  1,456  9,903 11,359

自己株式の取得    △28 △28

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 ― 1,456 256,378 9,874 267,709

当期末残高 4,530,543 4,496,832 14,272,256 △56,661 23,242,970
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 4,416,078 1,117,434 △39,910 5,493,602 ― 8,576,794 37,045,657

当期変動額        

剰余金の配当       △373,827

親会社株主に帰属す

る当期純利益
      630,206

譲渡制限付株式報酬       11,359

自己株式の取得       △28

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△1,164,821 915,350 541,813 292,342 ― 440,213 732,555

当期変動額合計 △1,164,821 915,350 541,813 292,342 ― 440,213 1,000,265

当期末残高 3,251,257 2,032,784 501,902 5,785,945 ― 9,017,007 38,045,922
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 当連結会計年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,530,543 4,496,832 14,272,256 △56,661 23,242,970

当期変動額      

剰余金の配当   △374,289  △374,289

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  2,227,323  2,227,323

譲渡制限付株式報酬  2,821  8,538 11,359

自己株式の取得    △262 △262

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 ― 2,821 1,853,034 8,275 1,864,131

当期末残高 4,530,543 4,499,653 16,125,290 △48,385 25,107,101
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,251,257 2,032,784 501,902 5,785,945 ― 9,017,007 38,045,922

当期変動額        

剰余金の配当       △374,289

親会社株主に帰属す

る当期純利益
      2,227,323

譲渡制限付株式報酬       11,359

自己株式の取得       △262

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△303,707 197,546 192,229 86,068 2,177 346,650 434,896

当期変動額合計 △303,707 197,546 192,229 86,068 2,177 346,650 2,299,027

当期末残高 2,947,550 2,230,331 694,131 5,872,013 2,177 9,363,657 40,344,950
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 2,226,670 4,630,303

 減価償却費 4,227,838 3,948,794

 のれん償却額 ― 18,061

 減損損失 412,793 415,101

 損失補償金 29,355 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 400 △400

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 114,123 54,639

 災害損失引当金の増減額（△は減少） △10,433 ―

 受取利息及び受取配当金 △428,960 △397,644

 支払利息 228,749 283,557

 為替差損益（△は益） △54,999 56,848

 持分法による投資損益（△は益） △203,025 △250,875

 投資有価証券売却損益（△は益） ― △592,872

 受取保険金 △787,821 ―

 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 15,333 △28,890

 売上債権の増減額（△は増加） 477,291 358,065

 棚卸資産の増減額（△は増加） △761,399 187,489

 仕入債務の増減額（△は減少） △450,969 △452,286

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,162 50,349

 その他 △351,421 △159,312

 小計 4,685,690 8,120,930

 利息及び配当金の受取額 774,423 620,972

 利息の支払額 △225,823 △283,146

 法人税等の支払額 △1,131,932 △1,204,137

 災害による損失の支払額 △55,724 ―

 保険金の受取額 257,795 530,026

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,304,427 7,784,645

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,068,659 △4,235,290

 有形及び無形固定資産の売却による収入 301,967 194,101

 投資有価証券の取得による支出 △3,147 △888

 投資有価証券の売却による収入 ― 1,110,842

 関係会社株式の取得による支出 △200,231 ―

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2  △601,829 ―

 貸付けによる支出 △11,487 △13,604

 貸付金の回収による収入 15,026 12,225

 その他 △202,698 234

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,771,058 △2,932,379
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） 239,934 △839,934

 長期借入れによる収入 2,128,043 704,816

 長期借入金の返済による支出 △1,812,328 △2,494,366

 社債の償還による支出 △84,000 △54,000

 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 ― 1,489,500

 新株予約権の発行による収入 ― 2,177

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △86,273 △86,459

 自己株式の取得による支出 △28 △262

 配当金の支払額 △373,092 △374,180

 非支配株主への配当金の支払額 △877,232 △914,452

 財務活動によるキャッシュ・フロー △864,977 △2,567,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 534,799 7,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,191 2,292,181

現金及び現金同等物の期首残高 9,069,805 9,272,996

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  9,272,996 ※1  11,565,178
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

　連結子会社は、台湾日鍛工業股份有限公司、U.S.エンジンバルブコーポレーション、U.S.エンジンバルブ

（パートナーシップ）、PT.フェデラルニッタンインダストリーズ、ニッタンタイランドCo., Ltd.、NITTAN(BVI)

Co., Ltd.、広州日鍛汽車部件有限公司、日照日鍛汽車部件有限公司、ニッタン・ユーロ・テックsp.z o.o.、

ニッタンベトナムCo., Ltd.、ニッタン・グローバル・テック株式会社、ニッタンインディアテックPvt. Ltd.、

株式会社秦和、株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属、恵那金属(昆山)有限公司の15社であります。

　非連結子会社は、韓国日鍛株式会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の範囲から除外

しました。

 
２　持分法の適用に関する事項

　持分法適用会社は新和精密株式会社、北京柳成新和汽車部件有限公司、日照柳成新和汽車部件有限公司、日照

艾斯琵汽車部件有限公司、KN-Tech Co.,Ltd.の5社であります。

持分法非適用会社は非連結子会社韓国日鍛株式会社及び関連会社のＳＴＰ株式会社（旧会社名 新和TAKAHASHI

PRESS株式会社）であり、連結純損益（持分に見合う額）及び連結利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しました。

　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

 
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　ニッタンインディアテックPvt. Ltd.

　連結決算日と同一であります。

 
　台湾日鍛工業股份有限公司、U.S.エンジンバルブコーポレーション、U.S.エンジンバルブ（パートナーシッ

プ）、PT.フェデラルニッタンインダストリーズ、ニッタンタイランドCo., Ltd.、NITTAN(BVI)Co., Ltd.、広州

日鍛汽車部件有限公司、日照日鍛汽車部件有限公司、ニッタン・ユーロ・テックsp.z o.o.、ニッタンベトナム

Co., Ltd.、ニッタン・グローバル・テック株式会社、株式会社秦和、株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属、恵那金属

(昆山)有限公司

　決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

　なお、12月決算の14社において決算日の翌日から連結決算日までに生じた重要な取引については、連結上、必

要な調整を行っております。
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４　会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券  
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法

　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法
 

棚卸資産  
　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

よっております。
 

 

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　　　　　… 定額法を採用しております。

なお、当社及び連結子会社における主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　 ３～60年

機械装置及び運搬具 ３～10年
 

　　　無形固定資産（リース資産を除く）

　　ソフトウエア…… 社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
 

　　　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
　(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛債権その他これに準ずる債権の貸倒れに備えるため、主として、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度に見合う分を計上してお

ります。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度の業績等に基づく支給見込額を計上しており

ます。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により発生

年度より費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年及び15年）による定額

法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 
当社グループは、乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブ、船舶用エンジンバル

ブ、自動車用電磁式連続カム位相可変機構、自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯

車の製造・販売を主な事業として行っております。このような製品の販売については、顧客が製品の支配を獲得

した時点（主に当該製品の引渡時点や船積日等）で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

なお、国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に

収益を認識しております。

変動対価が含まれる取引については、過去の経験、最新の情報に基づく最頻値法を用いて見積り、認識した収

益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。

買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、金融取引として棚卸資産を引き続き認識するととも

に、支給先に残存する支給品の期末棚卸高については金融負債を認識しております。

上記の他、工作機械の製造・販売におけるメンテナンス契約に伴う収益については、履行義務を充足するにつ

れて一定期間にわたり収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね３ヶ月以内に回収してお

り、重大な金融要素は含んでおりません。

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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(7) 重要なヘッジ会計の方法

　　　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。

　　　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ、及び為替予約

ヘッジ対象……借入金利息、及び外貨建金銭債権又は外貨建予定取引

　　　ヘッジ方針

借入金の金利の変動によるリスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。

また、外貨建金銭債権又は外貨建予定取引の為替変動リスクを回避する目的で、為替予約取引を行っており

ます。

　　　ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。

為替予約については、ヘッジ対象とヘッジ手段について、相場変動額又はキャッシュ・フロー変動額をヘッ

ジ期間全体にわたり比較し、有効性を評価しております。

 
　(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び３ヶ月以内の定期預金からなっております。

 

(重要な会計上の見積り)

１．稼働中の固定資産に係る減損

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産及び無形固定資産に係る減損損失計上額 412,793 415,101

(うち、親会社) (399,144) (415,101)

減損損失計上後の有形固定資産及び無形固定資産の期末簿価 25,981,520 26,181,833

(うち、親会社) (10,420,128) (10,684,866)
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当連結会計年度においては緩やかな回復基調で推移したものの、中東情勢をはじめとする国際情勢の不安定化等

に起因する先行きの不透明感なども踏まえ、当社及び子会社の一部の資産グループについて減損の兆候が認められ

たことから、減損損失の認識の判定を行った結果、当社歯車事業の資産グループにおいて減損損失を計上しまし

た。なお、それ以外の資産グループにおいては、それらの資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額がそれぞれの資産グループの固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識しておりませ

ん。

　減損損失の測定にあたっては、固定資産の回収可能価額を、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額により

算定しております。回収可能価額を正味売却価額により測定する場合には、時価から処分費用見込額を控除して算

定しており、不動産については専門家が作成した鑑定評価書等を基礎として見積っております。また、使用価値に

より測定する場合には、将来キャッシュ・フローを割引率により現在価値に割り引いて算定しております。当社の

歯車事業に係る資産グループについては、その正味売却価額や当該資産グループから生じる将来キャッシュ・フ

ローでの回収を見込むことができないと判断したことから、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として計上しております。

　将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加

味して策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超えている期間につ

いては、市場の長期平均成長率の範囲内に見積った成長率に基づき算定しております。

　使用価値及び将来キャッシュ・フローの算出に用いる主要な仮定は、中期経営計画に含まれる売上高の構成要素

である受注数量及び販売単価、営業費用の構成要素である主要原材料費の見積り、中期経営計画後の成長率、並び

に割引率であります。また、正味売却価額の算出に用いる主要な仮定は、不動産の市場価格及び処分費用の見積り
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であります。

これらの仮定が変更された場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号2024年９月13日企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員会）

等

 
(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取り組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏ま

えた検討が行われ、基本的な方針として、国際財務報告基準第16号「リース」（以下、「IFRS第16号」）の単一

の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採

り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正

が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係

る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2)適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

 
(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

 
(連結貸借対照表関係)

※１ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

受取手形 1,203,594千円 1,401,177千円

売掛金 7,991,439千円 7,563,573千円
 

 
※２　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 83,964,864千円 86,637,965千円
 

 
※３　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

投資有価証券（株式） 1,612,539千円 1,748,445千円

出資金 208,074千円 212,050千円
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※４　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

建物及び構築物 534,936千円 93,021千円

土地 360,475千円 4,426千円

計 895,412千円 97,447千円
 

　　上記に対する債務はありません。

 
上記資産には、根抵当権を次のとおり設定しております。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

根抵当権（極度額） 482,000千円 499,000千円
 

 

※５　当座貸越契約・コミットメントライン契約

当社及び連結子会社（株式会社ＮⅠＴＴＡＮ恵那金属）においては運転資金並びに設備投資資金の調達における

機動性及び安定性の確保を目的として、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

なお、本契約には財務制限条項が付されております。

当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

当座貸越極度額及び
コミットメントラインの総額

3,000,000千円 3,000,000千円

借入実行残高 750,000千円 800,000千円

差引額 2,250,000千円 2,200,000千円
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(連結損益計算書関係)

※１　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額(洗替法)であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

 163,521千円 △34,129千円
 

 

※２　販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

運賃 423,600千円 336,585千円

給与 1,413,211千円 1,407,626千円

賞与引当金繰入額 56,141千円 64,537千円

役員賞与引当金繰入額 19,472千円 33,538千円

退職給付費用 76,099千円 71,345千円
 

 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

 566,699千円 624,764千円
 

 

※４　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 ― 　82,824千円

機械装置及び運搬具 31,495千円 3,008千円

その他 750千円 22千円

計 32,246千円 85,855千円
 

 

※５　受取保険金

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

　2023年12月31日に当社堀山下工場（舶用部品工場）において発生した火災に関わる損害保険金が確定したものであ

ります。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 
 
※６　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 3千円 ―千円

機械装置及び運搬具 729千円 ―千円

計 732千円 ―千円
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※７　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 7,854千円 3,090千円

機械装置及び運搬具 23,533千円 45,592千円

その他 15,459千円 8,282千円

計 46,847千円 56,965千円
 

 
※８　減損損失

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額（千円）

神奈川県秦野市 歯車の事業用資産
建物・構築物・機械及び装

置・その他
399,144

神奈川県秦野市 処分予定資産 工具器具 13,649
 

当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の区分を基準としてグルーピングを行っており、

遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

上記資産グループのうち、歯車の事業用資産につきましては、営業損益の継続的な悪化等により帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を特別損失として計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値により測定して

おります。使用価値は、将来キャッシュ・フローを割引率に基づいて現在価値に割り引いて算出しています。また、

将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加味し

て策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超えている期間についての

市場の長期平均成長率の範囲内に見積もった成長率に基づき算定をしております。

処分予定資産につきましては、将来処分する方針を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を特別損失として計上いたしました。なお、回収可能価額は正味売却価額によって測定しておりますが、他への転

用や売却は困難であるため、備忘価額により算定しております。
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額（千円）

神奈川県秦野市

歯車の事業用資産

建物及び構築物 198,593

機械装置 117,587

その他 2,880

小計 319,061

処分予定資産
機械装置 96,018

建物 21

小計 96,039

合計 415,101
 

当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の区分を基準としてグルーピングを行っておりま

す。

上記資産グループのうち、歯車の事業用資産につきましては、営業損益の継続的な悪化等により帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を特別損失として計上いたしました。 なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価

値のいずれか高い価額により算定しておりますが、当該資産グループについては正味売却価額が使用価値を上回った

ため、回収可能価額を正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、時価から処分費用見込額を控除して

算定しており、不動産については専門家が作成した鑑定評価書を基礎として見積もっております。また、処分費用見

込額は過去実績などにより見積もっております。

処分予定資産につきましては、将来処分する方針を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を特別損失として計上いたしました。なお、回収可能価額は正味売却価額によって測定しておりますが、他への転

用や売却は困難であるため、備忘価額により算定しております。

 
※９　損失補償金

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

　2023年12月31日に当社堀山下工場（舶用部品工場）において発生した火災に関わる取引先への納期遅延に伴う補償

金であります。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

  当期発生額 △1,592,798千円 143,485千円

  組替調整額 ― 千円 △592,872千円

   法人税等及び税効果調整前 △1,592,798千円 △449,386千円

   法人税等及び税効果額 427,499千円 145,373千円

    その他有価証券評価差額金 △1,165,299千円 △304,013千円

為替換算調整勘定   

  当期発生額 1,616,219千円 316,257千円

  組替調整額 ― 千円 ― 千円

   法人税等及び税効果調整前 1,616,219千円 316,257千円

   法人税等及び税効果額 ― 千円 ― 千円

    為替換算調整勘定 1,616,219千円 316,257千円

退職給付に係る調整額   

 当期発生額 390,620千円 207,046千円

 組替調整額 107,244千円 51,113千円

   法人税等及び税効果調整前 497,865千円 258,159千円

   法人税等及び税効果額 19,615千円 △25,987千円

   退職給付に係る調整額 517,480千円 232,172千円

持分法適用会社に対する
持分相当額

  

  当期発生額 29,526千円 35,586千円

その他の包括利益合計 997,927千円 280,003千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,978,860 ― ― 28,978,860
 

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 239,276 87 35,611 203,752
 

 

（変動事由の概要）

自己株式の増加87株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

自己株式の減少35,611株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。

 
３　新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年６月21日
定時株主総会

普通株式 201,177 7 2024年３月31日 2024年６月24日

2024年11月１日
取締役会

普通株式 172,650 6 2024年９月30日 2024年12月６日
 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 172,650 6 2025年３月31日 2025年６月23日
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,978,860 ― ― 28,978,860
 

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 203,752 467 30,702 173,517
 

 

（変動事由の概要）

自己株式の増加467株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

自己株式の減少30,702株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。

　

３　新株予約権に関する事項

会社名
新株予約権
の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
 （千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
第１回

 新株予約権
普通株式 ― 1,555,200 ― 1,555,200 2,177

提出会社

第１回
無担保転換
社債型新株
予約権付
社債

普通株式 ― 2,324,000 ― 2,324,000 （※２）

合計 ― 3,879,200 ― 3,879,200 2,177
 

※１　目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたと仮定した場合における株式数を記載しております。

２　転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

３　第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、発行によるものです。

 
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会

普通株式 172,650 6 2025年３月31日 2025年６月23日

2025年10月31日
取締役会

普通株式 201,638 7 2025年９月30日 2025年12月５日
 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 374,469 13 2026年３月31日 2026年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目との関係

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金勘定 9,272,996千円 11,565,178千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― 千円 ― 千円

現金及び現金同等物 9,272,996千円 11,565,178千円
 

 

※２株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

株式の取得により新たに株式会社恵那金属製作所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

 
流動資産  　1,701,623千円
固定資産  　2,042,718千円
のれん   　 54,185千円
流動負債  △1,801,601千円
固定負債  　△996,925千円
　株式の取得価額  　1,000,000千円
現金及び現金同等物   △398,170千円

　差引：取得のための支出     601,829千円
 

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。

 
 
(リース取引関係)

重要性が乏しいため注記を省略しております。
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入や社債及び転換社債型

新株予約権付社債による方針です。デリバティブは、主として一部の長期借入金の金利変動リスクを回避するために利

用し、投機的な取引は行っておりません。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グルー

プの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半年ごとに把

握する体制としております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主に業務上の関係を有する企

業の株式であり、定期的に時価を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として７年以内）は主に設備投

資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、

一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバ

ティブ取引（金利スワップ）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内ルールに従い資金担当部門が決裁担当者の承認を

得て行っております。なお、借入金の一部には財務制限条項が付されております。

転換社債型新株予約権付社債（償還期間５年間）は、一定の条件の下で当社普通株式に転換可能な権利を有しており

ます。当該転換社債型新株予約権付社債は、市場金利の変動に伴う価格変動リスクに加え、当社株価の変動による転換

価値の変動リスクを有しております。

営業債務や借入金、転換社債型新株予約権付社債は流動性リスクにさらされておりますが、適時資金繰りを確認する

等の方法により管理しております。

 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価

額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等につ

いては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金は注記を省略しており、預
金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、並びに短期借入金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿
価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
　

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額
(千円)

（１）投資有価証券    

その他有価証券 6,036,741 6,036,741 ―

資産計 6,036,741 6,036,741 ―

（２）社債 54,000 54,000 ―

（３）長期借入金 9,045,662 8,965,285 △80,377

負債計 9,099,662 9,019,285 △80,377
 

※社債には１年内償還予定の社債（54,000千円）を含んでおります。

※長期借入金には１年以内返済予定の長期借入金（2,720,935千円）を含んでおります。

※市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（千円）

非上場株式 1,627,340

出資金 209,545
 

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額
(千円)

（１）投資有価証券    

その他有価証券 5,068,875 5,068,875 ―

資産計 5,068,875 5,068,875 ―

（２）転換社債型新株予約
　　　権付社債

1,494,500 1,469,230 △25,269

（３）長期借入金 7,098,892 7,006,313 △92,579

負債計 8,593,392 8,475,544 △117,848
 

※長期借入金には１年以内返済予定の長期借入金（2,443,739千円）を含んでおります。

※市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 1,763,246

出資金 213,521
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＮＩＴＴＡＮ(E02189)

有価証券報告書

 97/146



 

（注１）　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 9,265,467 ― ― ―

受取手形及び売掛金 9,195,033 ― ― ―

合計 18,460,501 ― ― ―
 

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 11,555,631 ― ― ―

受取手形及び売掛金 8,964,751 ― ― ―

合計 20,520,382 ― ― ―
 

 

（注２）　長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 2,911,097 ― ― ― ― ―

社債 54,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 2,720,935 2,599,802 1,372,504 1,115,916 885,936 350,568

合計 5,686,032 2,599,802 1,372,504 1,115,916 885,936 350,568
 

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 2,295,911 ― ― ― ― ―

転換社債型
新株予約権
付社債

― ― ― ― 1,494,500 ―

長期借入金 2,443,739 1,809,362 1,256,879 1,026,899 463,557 98,455

合計 4,739,650 1,809,362 1,256,879 1,026,899 1,958,057 98,455
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     
その他有価証券 6,036,741 ― ― 6,036,741

合計 6,036,741 ― ― 6,036,741
 

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     
その他有価証券 5,068,875 ― ― 5,068,875

合計 5,068,875 ― ― 5,068,875
 

 

 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 ― 54,000 ― 54,000

長期借入金 ― 8,965,285 ― 8,965,285

合計 ― 9,019,285 ― 9,019,285
 

 
当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

転換社債型新株予約権付社債 ― 1,469,230 ― 1,469,230

長期借入金 ― 7,006,313 ― 7,006,313

合計 ― 8,475,544 ― 8,475,544
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。

 
デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その

時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（下記「長期借入金」参照）。

 
転換社債型新株予約権付社債

当社の発行する転換社債型新株予約権付社債の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理

の対象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を

用いて算定しております。
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 (有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

　①　株式 5,918,091 1,161,645 4,756,446

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

小計 5,918,091 1,161,645 4,756,446

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

　①　株式 118,649 128,391 △9,741

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

小計 118,649 128,391 △9,741

合計 6,036,741 1,290,036 4,746,704
 

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

　①　株式 5,068,875 771,485 4,297,389

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

小計 5,068,875 771,485 4,297,389

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

　①　株式 ― ― ―

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 5,068,875 771,485 4,297,389
 

 
２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
 (千円)

売却損の合計額
 (千円)

株式  1,112,342  592,872 0

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 1,112,342 592,872 0
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(退職給付関係)

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、確定拠出

型の制度として確定拠出年金制度を設けており、その他の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負

債及び退職給付費用を計算しております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

退職給付債務の期首残高 5,080,451 千円

勤務費用 257,131 〃

利息費用 34,279 〃

数理計算上の差異の発生額 △441,358 〃

退職給付の支払額 △252,169 〃

過去勤務費用の発生額 67 〃

その他 22,698 〃

退職給付債務の期末残高 4,701,100 〃
 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

年金資産の期首残高 1,763,680 千円

期待運用収益 34,262 〃

数理計算上の差異の発生額 △50,671 〃

事業主からの拠出額 132,154 〃

退職給付の支払額 △107,749 〃

その他 867 〃

年金資産の期末残高 1,772,544 〃
 

 
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 172,283 千円

退職給付費用 28,590 〃

退職給付の支払額 △4,681 〃

制度への拠出額 ― 〃

企業結合による増加 73,103 〃

その他 24,059 〃

退職給付に係る負債の期末残高 293,355 〃
 

 
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

積立型制度の退職給付債務 1,762,946 千円

年金資産 △1,772,544 〃

 △9,598 〃

非積立型制度の退職給付債務 3,231,509 〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,221,910 〃

退職給付に係る負債 3,221,910 〃

退職給付に係る資産 ― 〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,221,910 〃
 

（注）簡便法を適用した制度を含みます。
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(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 257,131 千円

利息費用 34,279 〃

期待運用収益 △34,262 〃

数理計算上の差異の費用処理額 106,580 〃

過去勤務費用の費用処理額 664 〃

簡便法で計算した退職給付費用 28,590 〃

その他 ― 〃

確定給付制度に係る退職給付費用 392,983 〃
 

 
(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

過去勤務費用 597 千円

数理計算上の差異 497,267 〃

合計 497,865 〃
 

 

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用 6,636 千円

未認識数理計算上の差異 △415,288 〃

合計 △408,652 〃
 

 
(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 58.10%

株式 27.90%

現金及び預金 2.20%

オルタナティブ投資 11.30%

その他 0.50%

合計 100.0%
 

(注)オルタナティブ投資は、主にヘッジファンドへの投資であります。

 
②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.50～6.50%

長期期待運用収益率 1.50～1.95%

予想昇給率 2.75～6.50%
 

 
３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、112,519千円でありました。
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当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、確定拠出

型の制度として確定拠出年金制度を設けており、その他の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負

債及び退職給付費用を計算しております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

退職給付債務の期首残高 4,701,100 千円

勤務費用 230,506 〃

利息費用 95,108 〃

数理計算上の差異の発生額 △100,132 〃

退職給付の支払額 △336,930 〃

過去勤務費用の発生額 231 〃

その他 △22,668 〃

退職給付債務の期末残高 4,567,215 〃
 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

年金資産の期首残高 1,772,544 千円

期待運用収益 34,504 〃

数理計算上の差異の発生額 107,145 〃

事業主からの拠出額 95,167 〃

退職給付の支払額 △113,715 〃

その他 540 〃

年金資産の期末残高 1,896,187 〃
 

 
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 293,355 千円

退職給付費用 46,356 〃

退職給付の支払額 △15,557 〃

制度への拠出額 ― 〃

企業結合による増加 ― 〃

その他 14,167 〃

退職給付に係る負債の期末残高 338,320 〃
 

 
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

積立型制度の退職給付債務 1,735,810 千円

年金資産 △1,896,187 〃

 △160,377 〃

非積立型制度の退職給付債務 3,169,725 〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,009,348 〃

退職給付に係る負債 3,170,450 〃

退職給付に係る資産 △161,102 〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,009,348 〃
 

（注）簡便法を適用した制度を含みます。
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(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 230,506 千円

利息費用 95,108 〃

期待運用収益 △34,504 〃

数理計算上の差異の費用処理額 50,540 〃

過去勤務費用の費用処理額 572 〃

簡便法で計算した退職給付費用 46,356 〃

その他 ― 〃

確定給付制度に係る退職給付費用 388,580 〃
 

 
(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

過去勤務費用 340 千円

数理計算上の差異 257,819 〃

合計 258,159 〃
 

 

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用 6,295 千円

未認識数理計算上の差異 △673,107 〃

合計 △666,811 〃
 

 
(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 45.3%

株式 25.7%

現金及び預金 2.5%

オルタナティブ投資 26.0%

その他 0.5%

合計 100.0%
 

(注)オルタナティブ投資は、主にヘッジファンドへの投資であります。

 
②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.38～6.50%

長期期待運用収益率 1.38～1.95%

予想昇給率 2.75～6.00%
 

 
３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、130,056千円でありました。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産    

　税務上の繰越欠損金(注)２ 1,614,185千円  1,423,870千円

　退職給付に係る負債 1,109,141千円  1,101,723千円

　賞与引当金 108,111千円  129,289千円

　投資有価証券評価損 50,878千円  23,862千円

　棚卸資産評価損 351,918千円  339,678千円

　役員賞与引当金 6,493千円  11,263千円

　役員退職慰労引当金 10,689千円  9,784千円

　減価償却費超過額 292,995千円  256,371千円

　減損損失 327,083千円  414,956千円

　固定資産の未実現利益 83,331千円  77,413千円

　その他 246,104千円  211,196千円

繰延税金資産小計 4,200,932千円  3,999,410千円

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２　 △1,349,454千円  △1,204,624千円

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,300,959千円  △1,388,211千円

評価性引当額小計(注)１ △2,650,413千円  △2,592,835千円

繰延税金負債との相殺 △860,135千円  △783,978千円

繰延税金資産合計 690,383千円  622,596千円

    

繰延税金負債    

　子会社留保利益に対する繰延税金負債 △943,766千円  △923,783千円

　固定資産圧縮積立金 △88,440千円  △46,165千円

　その他有価証券評価差額金 △1,478,583千円  △1,333,224千円

　投資利益将来否認 △228,928千円  △246,224千円

　企業結合に伴う評価差額 △301,372千円  △281,905千円

その他 －  △106千円

繰延税金資産との相殺 860,135千円  783,978千円

繰延税金負債合計 △2,180,955千円  △2,047,431千円

繰延税金資産（負債）純額 △1,490,572千円  △1,424,834千円
 

(注) 評価性引当額が57,577千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び一部の連結子会社におい

て、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
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２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：千円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 47,479 263,752 78,603 ― 24,270 1,200,080 1,614,185

評価性引当額 △47,479 △176,460 △78,603 ― △24,270
△

1,022,640
△1,349,454

繰延税金資産 ― 87,291 ― ― ― 177,439 (b) 264,731
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金1,614,185千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産264,731千円を計上して

おります。当該繰延税金資産264,731千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高617,705千円（法定実効税

率を乗じた額）及び連結子会社U.S.エンジンバルブコーポレーションにおける税務上の繰越欠損金の残高

251,461千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上し

た税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりませ

ん。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

(単位：千円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 114,836 77,426 ― 24,270 24,107 1,183,228 1,423,870

評価性引当額 △69,632 △77,426 -― △24,270 △24,107
△

1,009,187
△1,204,624

繰延税金資産 45,204 ― ― ― ― 174,041 (b) 219,246
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金1,423,870千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産219,246千円を計上して

おります。当該繰延税金資産219,246千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高469,442千円（法定実効税

率を乗じた額）及び連結子会社U.S.エンジンバルブコーポレーションにおける税務上の繰越欠損金の残高

220,528千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上し

た税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりませ

ん。

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 30.58％ 30.58％

(調整)   

受取配当金益金不算入 △37.39％ △17.80％

連結子会社の税率差異 △16.31％ △10.92％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.52％ 1.10％

住民税均等割 0.47％ 0.22％

子会社配当等消去 51.34％ 21.65％

外国源泉所得税等 1.71％ 2.77％

海外子会社留保利益 △1.12％ 1.00％

役員賞与引当金 0.33％ 0.13％

評価性引当額の増減 4.05％ △0.33％

税率変更 ― ％ △0.76％

その他 7.78％ △2.31％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.96％ 25.33％
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(資産除去債務関係)

前連結会計年度(2025年３月31日)

　重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

　重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報」に記載のとおりであります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「４．会計方針に関する事項　（5）重要な収

益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年

度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等

当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していない

ため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年

度に認識した収益に重要性はありません。

 
（２）残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超

える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対

価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

(1)　報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は製品別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外向けに、開発、製

造、販売及びサービスの提供等の、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、事業活動の内容及

び経営環境に関して適切な情報を提供するため、経済的特徴及び製品・サービス等の要素が概ね類似する複数の事

業セグメントを集約し、「小型エンジンバルブ」、「舶用部品」、「歯車」の３つを報告セグメントとしておりま

す。

 

(2)　各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

事業区分 主　要　製　品

小型エンジンバルブ 乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等のエンジンバルブ

舶用部品 船舶用エンジンバルブ他、汎用製品のエンジンバルブ

歯車 自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車
 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

 

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
小型エンジン
バルブ

舶用部品 歯車 計

売上高       

日本 11,602,225 3,761,938 2,296,665 17,660,829 743,894 18,404,723

アジア 16,804,769 ― ― 16,804,769 ― 16,804,769

北米 13,043,495 ― ― 13,043,495 ― 13,043,495

欧州 3,193,491 ― ― 3,193,491 ― 3,193,491

顧客との契約から生じ
る収益

44,643,982 3,761,938 2,296,665 50,702,585 743,894 51,446,480

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

　外部顧客への売上高 44,643,982 3,761,938 2,296,665 50,702,585 743,894 51,446,480

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 49,203 ― 49,203 2,146,756 2,195,959

計 44,643,982 3,811,141 2,296,665 50,751,789 2,890,650 53,642,439

セグメント利益又は損
失（△）

2,354,063 △453,159 △219,279 1,681,623 △239,772 1,441,851

セグメント資産 52,180,769 4,677,904 2,002,008 58,860,682 7,070,162 65,930,845

その他の項目       

減価償却費 3,776,364 245,903 181,159 4,203,427 133,175 4,336,602

特別損失
(減損損失)

― ― 399,144 399,144 13,649 412,793

(損失補償金) ― 29,355 ― 29,355 ― 29,355

持分法会社への
投資額

― ― ― ― 1,776,153 1,776,153

有形固定資産及び
無形固定資産の
増加額

2,489,022 679,343 200,263 3,368,628 16,998 3,385,627

 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＰＢＷ、可変動弁、バルブリフター、

工作機械製造販売、ロイヤルティー、農作物等を含んでおります。
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当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
小型エンジン
バルブ

舶用部品 歯車 計

売上高       

日本 11,578,043 5,045,066 1,830,595 18,453,705 2,513,957 20,967,663

アジア 16,900,761 ― ― 16,900,761 781,970 17,682,731

北米 9,238,379 ― ― 9,238,379 ― 9,238,379

欧州 3,759,032 ― ― 3,759,032 ― 3,759,032

顧客との契約から生じ
る収益

41,476,216 5,045,066 1,830,595 48,351,878 3,295,927 51,647,806

その他の収益 ― ― ― ― 28,756 28,756

　外部顧客への売上高 41,476,216 5,045,066 1,830,595 48,351,878 3,324,684 51,676,563

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 79,018 ― 79,018 1,380,642 1,459,660

計 41,476,216 5,124,084 1,830,595 48,430,897 4,705,326 53,136,223

セグメント利益又は損
失（△）

3,840,782 352,390 △162,578 4,030,595 △204,906 3,825,688

セグメント資産 50,765,005 5,717,873 1,331,175 57,814,055 7,370,490 65,184,545

その他の項目       

減価償却費 3,393,691 282,937 106,304 3,782,933 257,052 4,039,986

のれんの償却額 ― ― ― ― 18,061 18,061

特別損失
(減損損失)

― ― 415,101 415,101 ― 415,101

持分法会社への
投資額

― ― ― ― 1,916,035 1,916,035

有形固定資産及び
無形固定資産の
増加額

3,142,728 813,863 210,278 4,166,870 452,366 4,619,236

 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、可変動弁、バルブリフター、工作機械

製造販売、機械加工、表面処理、不動産賃貸、ロイヤルティー等を含んでおります。
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４．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整

に関する事項)

  (単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,681,623 4,030,595

「その他」の区分の利益又は損失（△） △239,772 △204,906

セグメント間取引消去 308,807 347,999

全社費用(注) △151,981 △173,625

子会社株式の取得関連費用 △91,036 △2,000

連結財務諸表の営業利益 1,507,640 3,998,062
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。

 
  (単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 58,860,682 57,814,055

「その他」の区分の資産 7,070,162 7,370,490

セグメント間取引消去 △2,192,397 △2,284,941

全社資産(注) 2,875,003 4,018,996

連結財務諸表の資産合計 66,613,450 66,918,600
 

(注)全社資産は、主に親会社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。

 
   (単位：千円)

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
 年度

当連結会計
 年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

減価償却費 4,203,427 3,782,933 133,175 257,052 △108,763 △91,191 4,227,838 3,948,794

のれんの
償却額

― ― ― 18,061 ― ― ― 18,061

特別損失
(減損損失)

399,144 415,101 13,649 ― ― ― 412,793 415,101

有形固定資
産及び
無形固定資
産の増加額

3,368,628 4,166,870 16,998 452,366 △65,937 △25,958 3,319,690 4,593,278

 

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
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【関連情報】

　前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

     (単位：千円)

日本 アジア 欧州 北米 その他 合計

16,054,452 17,270,746 4,981,580 13,133,491 6,210 51,446,480
 

(注)１　売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２　北米のうち、米国は11,576,777千円であります。

 

(2) 有形固定資産

    (単位：千円)

日本 アジア 欧州 北米 合計

11,224,597 11,028,049 172,519 2,288,642 24,713,809
 

(注)　アジアのうち、中国は6,130,918千円であります。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

  　　　(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Honda Development
and Manufacturing
of America, LLC,
Anna Engine Plant

5,872,640 小型エンジンバルブ
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当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

     (単位：千円)

日本 アジア 欧州 北米 その他 合計

18,466,610 18,070,687 5,761,022 9,352,443 25,799 51,676,563
 

(注)１　売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２　北米のうち、米国は8,515,018千円であります。

 

(2) 有形固定資産

    (単位：千円)

日本 アジア 欧州 北米 合計

11,409,339 10,991,864 173,754 2,006,499 24,581,457
 

(注)　アジアのうち、中国は5,610,513千円であります。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

  　　　(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Honda Development
and Manufacturing
of America, LLC,
Anna Engine Plant

6,131,825 小型エンジンバルブ
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計
小型エンジン
バルブ

舶用部品 歯車 計

当期償却額 ― ― ― ― ― ― ―

当期末残高 ― ― ― ― 54,185 ― 54,185
 

(注)「その他」の金額は株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属及び同社の子会社である恵那金属(昆山)有限公司の事業であ

ります。

 
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計
小型エンジン
バルブ

舶用部品 歯車 計

当期償却額 ― ― ― ― 18,061 ― 18,061

当期末残高 ― ― ― ― 36,123 ― 36,123
 

(注)「その他」の金額は株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属及び同社の子会社である恵那金属(昆山)有限公司の事業であ

ります。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額 1,008円82銭 1,075円46銭

１株当たり当期純利益 21円91銭 77円35銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

― 75円59銭
 

(注)１　前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

(注)２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり当期純利益    

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 630,206 2,227,323

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 630,206 2,227,323

普通株式の期中平均株式数 (千株) 28,763 28,795

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (千円) ― 3,012

(うち支払利息(税額相当額控除後)) (千円) ― (3,012)

普通株式増加数 (千株) ― 710

(うち転換社債型新株予約付社債) (千株) ― (674)

(うち新株予約権） (千株) ― (35)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

― ―
 

 

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 38,045,922 40,344,950

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) 9,017,007 9,365,835

(うち新株予約権) (千円) ― (2,177)

(うち非支配株主持分) (千円) (9,017,007) (9,363,657)

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 29,028,915 30,979,115

１株当たり純資産額の算定に

用いられた期末の普通株式の数
(千株) 28,775 28,805
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(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

　当社は、2026年２月27日開催の取締役会において、韓国の持分法適用関連会社である新和精密株式会社の株式

を韓国の合弁パートナー企業である柳成企業株式会社から16％相当を追加取得し、連結子会社化することについ

て決議いたしました。

　また、2026年５月28日付で株式譲渡契約を締結し、2026年６月15日付で株式を取得いたしました。

 
１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業内容

企業の名称：新和精密株式会社

事業の内容：バルブリフターの製造販売

(2) 企業結合の目的

　当社はこれまで自動車部品の大量生産を中心に事業を行ってまいりました。現在、中長期経営VISION

「NITTAN Challenge 10（NC10）」のもと、新和精密株式会社において北米やインドでの販売拡大を進めてお

り、今回の株式追加取得によるマジョリティ化によって、インドにおける当社子会社のニッタンインディア

テックとの連携強化やインド事業の継続的な拡大が期待できます。

　本株式取得により、既存技術を活用した新製品開発への取組みを一層推進するとともに、グループ内の経

営資源の共有や事業提携を通じてシナジーを創出し、事業価値の向上を図ることを目的として、株式を取得

いたしました。

(3) 企業結合日

2026年６月15日（株式取得日）

2026年４月１日（みなし取得日）

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

取得日直前に所有していた議決権比率　35%

取得日に追加取得した議決権比率　　　16%

取得後の議決権比率　　　　　　　　　51%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

 
２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

追加取得の対価 現金 8,174 千米ドル
 

※段階取得における取得原価及び損益は、現時点では確定しておりません。

 
３．主な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

 
４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

 
５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

（株）ＮＩＴＴＡＮ 第２回無担保社債
2018年
９月26日

54,000
(54,000)

― 0.56 無担保社債
2025年
９月26日

（株）ＮＩＴＴＡＮ
第１回無担保転換
社債型新株予約権
付社債

2025年
 12月15日

― 1,494,500 1.00 無担保社債
2030年
 12月15日

合計 ― ―
54,000
(54,000)

1,494,500 ― ― ―
 

（注）１．「当期首残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２．転換社債型新株予約権付社債の内容

 発行すべき
 株式の内容

新株予約
権の発行
価格

株式の発
行価格
 （円）

発行価額
の総額
 （千円）

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額の
総額（千円）

新株予約
権の付与
割合
（%）

新株予約権
の行使
期間

代用払込み
に関する
事項

普通株式 無償 643 1,494,500 ― 100

自 2025年
12月16日
至 2030年
12月15日

（注）

 

（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとしま

す。

　３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

― ― ― ― 1,494,500
 

 
【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(％) 返済期限

短期借入金 2,911,097 2,295,911 2.7447 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 2,720,935 2,443,739 1.3738 ―

１年以内に返済予定のリース債務 76,897 102,315 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

6,324,727 4,655,153 2.5093
　     2026年９月～
　　　   2034年７月

リース債務（１年以内の返済予定
のものを除く。）

210,269 301,309 ―
　     2026年４月～
 　　  2031年１月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 12,243,927 9,798,429 ― ―
 

(注) １　「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配

分しているため、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定

額は以下のとおりであります。
 

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 1,809,362 1,256,879 1,026,899 463,557

リース債務 91,731 81,458 63,795 35,282
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【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年

度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 24,440,243 51,676,563

税金等調整前中間(当期)純利
益

(千円) 2,529,381 4,630,303

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益
(千円) 1,380,094 2,227,323

1 株当たり中間(当期)
純利益

(円) 47.94 77.35
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,237,417 2,735,478

  受取手形 1,042,331 1,218,698

  売掛金 ※1  4,070,509 ※1  3,949,709

  製品 1,382,015 1,479,563

  原材料 854,148 844,096

  仕掛品 1,383,840 1,516,229

  貯蔵品 812,910 782,380

  未収入金 ※1  1,588,105 ※1  1,081,272

  その他 ※1  302,621 ※1  467,152

  流動資産合計 12,673,902 14,074,580

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 4,654,750 4,288,790

   構築物（純額） 204,931 218,128

   機械及び装置（純額） 3,835,566 3,410,565

   車両運搬具（純額） 6,208 3,697

   工具、器具及び備品（純額） 245,893 289,138

   土地 886,819 806,519

   リース資産（純額） 103,629 129,172

   建設仮勘定 369,000 1,041,065

   有形固定資産合計 10,306,799 10,187,077

  無形固定資産   

   電話加入権 6,468 6,468

   ソフトウエア 106,861 120,696

   ソフトウエア仮勘定 ― 370,625

   無形固定資産合計 113,329 497,789

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,008,472 5,029,561

   関係会社株式 6,860,205 7,122,705

   出資金 930 930

   関係会社出資金 1,190,897 1,190,897

   長期貸付金 ※1  797,519 ※1  444,876

   その他 ※1  309,200 ※1  151,775

   貸倒引当金 △3,650 △3,250

   投資その他の資産合計 15,163,575 13,937,496

  固定資産合計 25,583,704 24,622,363

 資産合計 38,257,606 38,696,943
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 165,693 ―

  電子記録債務 ― 110,941

  買掛金 ※1  1,850,979 ※1  1,687,939

  短期借入金 ※2  140,000 ※2  120,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,474,812 ※2  1,932,392

  1年内償還予定の社債 54,000 ―

  未払法人税等 71,996 94,279

  未払費用 ※1  622,143 ※1  575,037

  未払金 ※1  2,273,393 ※1  1,498,106

  設備関係支払手形 14,204 18,829

  賞与引当金 344,973 403,650

  役員賞与引当金 19,472 33,538

  リース債務 37,950 44,267

  その他 ※1  67,020 ※1  148,334

  流動負債合計 7,136,640 6,667,316

 固定負債   

  転換社債型新株予約権付社債 ― 1,494,500

  長期借入金 ※2  4,980,178 ※2  3,047,786

  繰延税金負債 874,901 793,652

  退職給付引当金 2,956,832 2,884,687

  リース債務 76,119 99,059

  資産除去債務 2,500 2,500

  固定負債合計 8,890,531 8,322,185

 負債合計 16,027,171 14,989,502
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,530,543 4,530,543

  資本剰余金   

   資本準備金 4,506,156 4,506,156

   その他資本剰余金 3,099 5,921

   資本剰余金合計 4,509,255 4,512,077

  利益剰余金   

   利益準備金 433,000 433,000

   その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金 17,804 ―

    配当準備積立金 120,000 120,000

    研究開発積立金 750,000 750,000

    別途積立金 716,000 716,000

    繰越利益剰余金 7,959,908 9,753,385

   利益剰余金合計 9,996,712 11,772,385

  自己株式 △56,661 △48,385

  株主資本合計 18,979,850 20,766,619

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 3,250,584 2,938,644

  評価・換算差額等合計 3,250,584 2,938,644

 新株予約権 ― 2,177

 純資産合計 22,230,435 23,707,441

負債純資産合計 38,257,606 38,696,943
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 ※1  20,419,680 ※1  20,343,297

売上原価 ※1  19,352,705 ※1  18,147,100

売上総利益 1,066,975 2,196,196

販売費及び一般管理費 ※2  1,993,084 ※2  1,983,330

営業利益又は営業損失（△） △926,109 212,866

営業外収益   

 受取利息及び配当金 ※1  1,937,835 ※1  1,959,210

 その他 ※1  282,060 ※1  292,361

 営業外収益合計 2,219,896 2,251,572

営業外費用   

 支払利息 61,032 75,785

 為替差損 54,372 7,173

 支払手数料 30,803 20,808

 貸倒引当金繰入額 400 ―

 その他 81,669 60,455

 営業外費用合計 228,277 164,223

経常利益 1,065,509 2,300,215

特別利益   

 固定資産売却益 ※3  30,065 ※3  83,038

 投資有価証券売却益 ― 592,872

 受取保険金 787,821 ―

 特別利益合計 817,886 675,911

特別損失   

 固定資産除売却損 ※4  31,352 ※4  52,041

 減損損失 399,144 415,101

 損失補償金 29,355 ―

 特別損失合計 459,852 467,142

税引前当期純利益 1,423,543 2,508,983

法人税、住民税及び事業税 226,321 292,169

法人税等調整額 △123,520 66,852

法人税等合計 102,800 359,022

当期純利益 1,320,742 2,149,961
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資

本剰余金

資本剰余金

合計

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余金合

計
固定資産

圧縮

積立金

配当準備

積立金

研究開発

積立金

別途積立

金

繰越利益剰

余金

当期首残高 4,530,543 4,506,156 1,642 4,507,799 433,000 44,678 120,000 750,000 716,000 6,986,119 9,049,797

当期変動額            

剰余金の配当          △373,827 △373,827

固定資産圧縮

積立金の取崩
     △26,874    26,874 ―

当期純利益          1,320,742 1,320,742

譲渡制限付株

式報酬
  1,456 1,456        

自己株式の取

得
           

株主資本以外

の項目の当期

変 動 額 （ 純

額）

           

当期変動額合計 ― ― 1,456 1,456 ― △26,874 ― ― ― 973,789 946,915

当期末残高 4,530,543 4,506,156 3,099 4,509,255 433,000 17,804 120,000 750,000 716,000 7,959,908 9,996,712
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △66,535 18,021,604 4,414,907 4,414,907 ― 22,436,512

当期変動額       

剰余金の配当  △373,827    △373,827

固定資産圧縮積立金

の取崩
 ―    ―

当期純利益  1,320,742    1,320,742

譲渡制限付株式報酬 9,903 11,359    11,359

自己株式の取得 △28 △28    △28

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △1,164,322 △1,164,322 ― △1,164,322

当期変動額合計 9,874 958,245 △1,164,322 △1,164,322 ― △206,076

当期末残高 △56,661 18,979,850 3,250,584 3,250,584 ― 22,230,435
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 当事業年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資

本剰余金

資本剰余金

合計

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余金合

計
固定資産

圧縮

積立金

配当準備

積立金

研究開発

積立金

別途積立

金

繰越利益剰

余金

当期首残高 4,530,543 4,506,156 3,099 4,509,255 433,000 17,804 120,000 750,000 716,000 7,959,908 9,996,712

当期変動額            

剰余金の配当          △374,289 △374,289

固定資産圧縮

積立金の取崩
     △17,804    17,804 ―

当期純利益          2,149,961 2,149,961

譲渡制限付株

式報酬
  2,821 2,821        

自己株式の取

得
           

株主資本以外

の項目の当期

変 動 額 （ 純

額）

           

当期変動額合計 ― ― 2,821 2,821 ― △17,804 ― ― ― 1,793,476 1,775,672

当期末残高 4,530,543 4,506,156 5,921 4,512,077 433,000 ― 120,000 750,000 716,000 9,753,385 11,772,385
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △56,661 18,979,850 3,250,584 3,250,584 ― 22,230,435

当期変動額       

剰余金の配当  △374,289    △374,289

固定資産圧縮積立金

の取崩
 ―    ―

当期純利益  2,149,961    2,149,961

譲渡制限付株式報酬 8,538 11,359    11,359

自己株式の取得 △262 △262    △262

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △311,940 △311,940 2,177 △309,763

当期変動額合計 8,275 1,786,769 △311,940 △311,940 2,177 1,477,006

当期末残高 △48,385 20,766,619 2,938,644 2,938,644 2,177 23,707,441
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

　　時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

　市場価格のない株式等

　　移動平均法による原価法

　

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料、仕掛品

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

　

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　３年～40年

機械及び装置　３年～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウエア

　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　

４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛債権その他これらに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期に見合う分を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度の業績等に基づく支給見込額を計上しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法によ

り発生年度より費用処理することとしております。

　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法

により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
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５　収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 
当社は、乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブ、船舶用エンジンバルブ、自動

車用電磁式連続カム位相可変機構、自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車の製

造・販売を主な事業として行っております。このような製品の販売については、顧客が製品の支配を獲得した時

点（主に当該製品の引渡時点や船積日等）で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。なお、

国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を

認識しております。

変動対価が含まれる取引については、過去の経験、最新の情報に基づく最頻値法を用いて見積り、認識した収

益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。

買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、金融取引として棚卸資産を引き続き認識するととも

に、支給先に残存する支給品の期末棚卸高については金融負債を認識しております。

上記の他、工作機械の製造・販売におけるメンテナンス契約に伴う収益については、履行義務を充足するにつ

れて一定期間にわたり収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね３ヶ月以内に回収してお

り、重大な金融要素は含んでおりません。

 
６　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……変動金利借入金

(3) ヘッジ方針

借入金の金利の変動によるリスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。

 

７　その他財務諸表作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。
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(重要な会計上の見積り)

１．稼働中の固定資産に係る減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産及び無形固定資産に係る減損損失
計上額

399,144 415,101

減損損失計上後の有形固定資産及び無形固定資
産の期末簿価

10,420,128 10,684,866
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当事業年度においては、緩やかな回復基調で推移したものの、中東情勢をはじめとする国際情勢の不安定化等に

起因する先行きの不透明感なども踏まえ、当社の一部の資産グループについて、減損の兆候が認められたことか

ら、減損損失認識の判定を行った結果、歯車事業の資産グループにおいて減損損失を計上しました。なお、それ以

外の資産グループにおいては、それらの資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がそれぞ

れの資産グループの固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識しておりません。

減損損失の測定にあたっては、固定資産の回収可能価額を、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額により

算定しております。回収可能価額を正味売却価額により測定する場合には、時価から処分費用見込額を控除して算

定しており、不動産については専門家が作成した鑑定評価書等を基礎として見積っております。また、使用価値に

より測定する場合には、将来キャッシュ・フローを割引率により現在価値に割り引いて算定しております。歯車事

業に係る資産グループについては、その正味売却価額や当該資産グループから生じる将来キャッシュ・フローでの

回収を見込むことができないと判断したことから、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

計上しております。

将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加

味して策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超えている期間につ

いては、市場の長期平均成長率の範囲内に見積った成長率に基づき算定しております。

使用価値及び将来キャッシュ・フローの算出に用いる主要な仮定は、中期経営計画に含まれる売上高の構成要素

である受注数量及び販売単価、営業費用の構成要素である主要原材料費の見積り、中期経営計画後の成長率、並び

に割引率であります。また、正味売却価額の算出に用いる主要な仮定は、不動産の市場価格及び処分費用の見積り

であります。

これらの仮定が変更された場合には、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する資産及び負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 1,488,690千円 1,777,909千円

長期金銭債権 863,226千円 514,733千円

短期金銭債務 75,843千円 73,419千円
 

 

※２　当座貸越契約・コミットメントライン契約

当社においては運転資金並びに設備投資資金の調達における機動性及び安定性の確保を目的として、当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

　なお、本契約には財務制限条項が付されております。

　　当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

当座貸越極度額及び
コミットメントラインの総額

2,200,000千円 2,200,000千円

借入実行残高 ― 千円 ― 千円

差引額 2,200,000千円 2,200,000千円
 

 

３ 保証債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

ニ ッ タンインディアテック
Pvt.Ltd.

393,750千円 1,046,816千円

株式会社ＮⅠＴＴＡＮ恵那金属 ― 千円 1,360,000千円

計 393,750千円 2,406,816千円
 

 
(損益計算書関係)

※１　関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

関係会社に対する売上高 2,368,304千円 1,705,847千円

関係会社よりの仕入高 1,318,423千円 1,291,041千円

関係会社との営業取引以外の取引
高

3,796,250千円 3,742,481千円
 

 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

給料 444,138千円 429,026千円

役員報酬 125,146千円 134,107千円

賞与引当金繰入額 55,958千円 64,400千円

役員賞与引当金繰入額 19,472千円 33,538千円

運賃 338,774千円 284,868千円

減価償却費 22,801千円 117,450千円
 

 
おおよその割合

販売費 28％ 31％

一般管理費 72％ 69％
 

 
※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
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 前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物 ― 千円 82,824千円

機械及び装置 30,065千円 213千円

計 30,065千円 83,038千円
 

 

※４　固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物 420千円 1,896千円

構築物 7,434千円 651千円

機械及び装置 9,265千円 41,317千円

車両運搬具 0千円 ― 千円

工具、器具及び備品 27千円 7,382千円

その他 14,205千円 793千円

計 31,352千円 52,041千円
 

 

(有価証券関係)

前事業年度（2025年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分 前事業年度(千円)

子会社株式 6,199,080

関連会社株式 661,125

計 6,860,205
 

 
当事業年度（2026年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分 当事業年度(千円)

子会社株式 6,461,580

関連会社株式 661,125

計 7,122,705
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)
 

当事業年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産    

　税務上の繰越欠損金 617,705千円  469,442千円

　関係会社株式評価損 1,148,593千円  1,148,593千円

　退職給付引当金繰入超過額 927,595千円  907,811千円

　減損損失 298,914千円  359,550千円

　棚卸資産評価損 328,468千円  323,105千円

　賞与引当金繰入超過額 105,492千円  127,028千円

　その他 125,040千円  100,140千円

繰延税金資産小計 3,551,812千円  3,435,672千円

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △530,413千円  △424,237千円

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,418,572千円  △2,483,303千円

評価性引当額小計 △2,948,985千円  △2,907,541千円

繰延税金資産合計 602,827千円  528,131千円

    

繰延税金負債    

　その他有価証券評価差額金 △1,469,885千円  △1,321,784千円

　固定資産圧縮積立金 △7,842千円  ― 千円

繰延税金負債合計 △1,477,728千円  △1,321,784千円

繰延税金資産(負債)の純額 △874,901千円  △793,652千円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

法定実効税率 30.58％ 30.58％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.63％ 0.27％

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△34.61％ △20.15％

評価性引当額増減 △1.54％ △1.82％

住民税均等割額 0.71％ 0.40％

役員賞与引当 0.52％ 0.24％

外国源泉所得税等 10.97％ 5.11％

税率変更 ― △0.45％

その他 △0.04％ 0.13％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.22％ 14.31％
 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項　４．会計方針に関

する事項　（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 
(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産       

　建物 4,654,750 277,643
226,651
(198,162)

416,952 4,288,790 11,058,246

　構築物 204,931 30,137
1,103
(452)

15,836 218,128 644,465

　機械及び装置 3,835,566 886,980
256,782
(213,605)

1,055,199 3,410,565 31,918,835

　車輌運搬具 6,208 ―
101
(101)

2,408 3,697 50,840

　工具、器具及び備品 245,893 139,720
10,161
(2,778)

86,314 289,138 1,243,571

　土地 886,819 ― 80,300 ― 806,519 ―

　リース資産 103,629 63,204 ― 37,660 129,172 416,172

　建設仮勘定 369,000 978,238 306,173 ― 1,041,065 ―

有形固定資産計 10,306,799 2,375,923
881,274
(415,101)

1,614,371 10,187,077 45,332,131

無形固定資産       

　電話加入権 6,468 ― ― ― 6,468 ―

　ソフトウエア 106,861 48,298 793 33,669 120,696 684,562

　ソフトウエア仮勘定 ― 399,125 28,500 ― 370,625 ―

無形固定資産計 113,329 447,423 29,293 33,669 497,789 684,562
 

（注）１．当期中増加の主なもの

建物 本社工場工水配管更新架空化第３期工事 45,838千円

〃 事務所厚生棟屋上防水工事 31,826千円

機械及び装置 底面バフ研磨機導入 46,295千円

〃 溶接機増設 46,106千円

〃 NC旋盤更新 41,597千円

　　　建設仮勘定 舶用部品工場焼入れ・焼戻し炉 174,717千円

　ソフトウエア仮勘定 基幹システム更新 399,125千円
 

 

２．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 
【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 3,650 ― 400 3,250

賞与引当金 344,973 403,650 344,973 403,650

役員賞与引当金 19,472 33,538 19,472 33,538
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・
買増し

 

　　取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、東
京都において発行する日本経済新聞に掲載しております。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
https://www.niv.co.jp

株主に対する特典

株主優待制度

（１）対象となる株主様
　　毎年３月末日時点において、当社株式を１年以上継続保有され、かつ継続保有期
　間※のいずれの時点においても、下表に記載の各優待内容に応じた最小の保有株式
　数（500株又は1,000株）を下回ることなく同一株主番号で保有していることが、
　当社株主名簿により確認できる株主様としております。

※「継続保有期間」とは、株主優待の割当基準日（毎年３月末日）において、同一
株主番号にて９月末日及び３月末日時点の当社株主名簿に、連続して３回以上
記載又は記録されていることを指します。

 
（２）株主優待の内容
　　対象となる株主様に対して、以下のとおりＱＵＯカードを贈呈致します。
 

保有株式数 優待内容

500株以上1,000株未満 ＱＵＯカード 1,000円分

1,000株以上 ＱＵＯカード 2,000円分
 

 
（３）贈呈時期
　　株主優待品は、毎年６月に開催いたします当社定時株主総会終了後に送付する決

　議通知等に同封して贈呈致します。
 

 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い。

 １. 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

 ２. 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

 ３. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 ４. 前条に規定する単元未満株式の買増請求をすることができる権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度　第103期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月20日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第103期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月20日関東財務局長に提出

 

(3) 半期報告書、半期報告書の確認書

第104期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）2025年11月14日関東財務局長に提出

 

(4) 臨時報告書

2025年６月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に

基づく臨時報告書

2026年３月31日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19号第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書

 
(5)有価証券届出書及びその添付書類

2025年11月28日関東財務局長に提出

第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書

 
(6)有価証券届出書の訂正届出書

2025年12月３日関東財務局長に提出

2025年11月28日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

2026年６月23日

 
株式会社ＮＩＴＴＡＮ

　取締役会　　御　中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 清　本　雅　哉  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 河 原 寛 弥  

 

 
＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＮＩＴＴＡＮの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ＮＩＴＴＡＮ及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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株式会社ＮＩＴＴＡＮの歯車事業における固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項（連結損益計算書関係）※8減損損失に記載
されているとおり、会社は、当連結会計年度において、
株式会社ＮＩＴＴＡＮの歯車事業に係る固定資産につい
て、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより
減損損失を319,061千円計上している。
会社は、原則として、事業用資産については管理会計
上の区分を基準としてグルーピングを行っている。上記
資産グループのうち、歯車の事業用資産については、営
業損益の継続的な悪化等により帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を特別損失として計上した。な
お、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれ
か高い価額により算定しており、当該資産グル－プにつ
いては正味売却価額が使用価値を上回ったため、回収可
能価額を正味売却価額により測定している。正味売却価
額は、時価から処分費用見込額を控除して算定してお
り、時価については、会社が評価を委託した外部の専門
家から入手した不動産鑑定評価書に基づいて評価してい
る。また、処分費用見込額は過去実績などに基づいて見
積られている。

正味売却価額の算定に用いられた不動産鑑定評価額の
算定は、専門的な知識や技能を必要とするものであり、
また、その評価手法及び適用された主な前提条件など、
経営者の判断や仮定が介在するものである。加えて、処
分費用見込額の決定には経営者による判断を伴う。その
ため、当該正味売却価額の算定には経営者による見積り
の不確実性が伴う。

以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検
討事項と判断した。

当監査法人は、株式会社ＮＩＴＴＡＮの歯車事業にお
ける固定資産の減損損失の金額の妥当性を検討するにあ
たり、主として以下の監査手続を実施した。
・資産グループごとの固定資産の減損損失の認識及び測
定に関する内部統制の整備及び運用状況を検討した。

・経営者の利用する外部の専門家の適性、能力及び客観
性を評価した。
・正味売却価額の前提となる不動産鑑定評価書につい
て、当監査法人が属する国内ネットワークファームの
不動産評価の専門家を関与させ、経営者の利用する専
門家に対し評価の根拠に関して質問するとともに、会
社が入手した不動産鑑定評価書を閲覧し、評価の手法
及び前提条件の適切性を、会計基準の要求事項に照ら
して検討した。
・処分費用見込額について、経営管理者へ算定根拠を質
問するとともに、過去の類似する資産の処分費用との
比較を行った。また、対象資産の観察を行い、現物の
資産と処分費用見込額の計算に適用された資産の性質
や処分方法に関する仮定の整合性を検討した。
・会社の行った正味売却価額の再計算を行い、減損損失
の計算の正確性を検討した。
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株式会社ＮＩＴＴＡＮにおける固定資産の減損損失の認識の判定

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当連結会計年度末現在、連結貸借対照表上、
有形固定資産及び無形固定資産を26,181,832千円計上し
ているが、このうち10,684,866千円は株式会社ＮＩＴＴ
ＡＮの財務諸表に計上されており、総資産の16.0%を占
めている。
注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されている
とおり、中東情勢の不安定化等に起因する先行きの不透
明感等も踏まえ、株式会社ＮＩＴＴＡＮに含まれる複数
の資産グループについて、減損の兆候が認められる。
こうした状況を受けて、減損損失の認識の判定を行っ
た結果、それらの資産グループから得られる割引前将来
キャッシュ・フローの総額がそれぞれの資産グループの
固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失を

認識していない。 　　　　　

これらの資産グループの将来キャッシュ・フローは、
顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における会
社の実績に基づく予測を加味して策定し、取締役会で承
認された中期経営計画と、当該中期経営計画が策定され
ている期間を超えている期間についての市場の長期平均
成長率の範囲内に見積った成長率に基づき算定してい
る。将来キャッシュ・フローの算出に用いる重要な仮

定は、中期経営計画に含まれる売上高の構成要素である
受注数量及び販売単価、営業費用の構成要素である主要
原材料費の見積り、並びに中期経営計画後の成長率であ
る。

これらの仮定は世界情勢や自動車市場の動向、技術革
新、物価の上昇等の外部環境の影響を受けることから不
確実性を伴い、経営者による判断を必要とする。
以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検
討事項と判断した。

当監査法人は、株式会社ＮＩＴＴＡＮに含まれる複数
の資産グループの固定資産の減損損失の認識の要否を検
討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・資産グループごとの減損の兆候判定及び将来キャッ
シュ・フローの見積りに関する内部統制の整備及び運
用状況を検討した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、その合
理性を評価するため、主要な資産の経済的残存耐用年
数と比較した。
・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって
承認された中期経営計画との整合性を検討した。
・経営者の中期経営計画の策定プロセスを理解し、過年
度における中期経営計画とその後の実績を比較して、
会社が追加的に認識すべき将来の経営計画への影響に

ついて検討した。
・中期経営計画の基礎となる重要な仮定の売上高の構成
要素である受注数量及び販売単価について、その合理
性を評価するため、経営者に質問を行うとともに、顧
客からの受注情報や過去の実績と比較した。また、営
業費用の構成要素である主要原材料費について、会社
の見積り方法を理解するとともに、過去の実績及び将
来の見積売上高から監査人独自の見積りを行い、これ
と会社の見積りを比較した。

・中期経営計画後の成長率については、会社の見積り方
法を理解するとともに、監査人が独自に入手した外部
データと比較した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結

財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び

査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＮＩＴＴＡＮの2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ＮＩＴＴＡＮが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及

び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が

ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。
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利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

※１　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

2026年６月23日

　

株式会社ＮＩＴＴＡＮ

　取締役会　　御　中
　

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 清　本　雅　哉  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 河 原 寛 弥  

 

　

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＮＩＴＴＡＮの2025年４月１日から2026年３月31日までの第104期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＮＩＴＴＡＮの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

歯車事業における固定資産の減損

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（株式会社ＮＩＴＴＡＮの歯車事業における固

定資産の減損）と同一内容であるため、記載を省略している。
 

固定資産の減損損失の認識の判定

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されているとおり、会社は、当事業年度末現在、貸借対照表上、有形固定

資産及び無形固定資産を10,684,866千円計上しており、総資産の27.6%を占めている。

当該事項について、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（株式会社ＮＩＴＴＡＮに

おける固定資産の減損損失の認識の判定）と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会

計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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